
1　本リスト作成の考え方 

○　本リストは、基本構想審議会が骨子案を作成するにあたり、審議会として、区民会議提言書の提言内容をどのように骨子案に盛り込み、

　　施策体系のどこに位置づけたのかを示すために作成したものです。

○　骨子案には、区民会議提言書に示された各小項目の考え方、方向性等の趣旨を原則、盛り込んでいます。

○　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は予算要求の段階で、具体的に検討することになります。

○　なお、骨子案を作成するにあたり、区民提言小項目に対する現時点での区の受け止め方についても参考としたので、併せて記載しています。

2　本リストの見方 

■Ⅰ　区民主体の自治をつくる

対応状況等 法令等により困難な事項

Ⅰ 1 ① 「参画・協働」の「哲学」を区民
と行政が一緒につくり、共有化を
図る

（仮）自治基本条例」の制定によ
る新宿区の自治のあり方、代表制
民主主義と直接制民主主義の連
携、区民・事業者・行政の役割の
規定と参画・協働の意味やしくみ
の明確化

   

新計画体系
案での対応
箇所

中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況

【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト（未定稿）

「（仮）自治基本条例」の
制定による新宿区の自治の
あり方についての趣旨を盛
り込む

Ⅰ－１－①
「自治の基
本理念、基
本原則の確
立」

　「協働」は、第四次実施計画のキーワードとし
て、「地域社会を構成する多様な人たちと行政が
それぞれの責任領域を明らかにしつつ、自らの発
意に基づき、ともに持てる力を出し合い、ともに
考え行動しながら、共通する課題の解決につとめ
ていく」としている。また、「参画」について
は、「区民や地域団体、ＮＰＯ、企業等の多様な
主体と区が協働を進めていくためには、関心ある
人が自由に参加できる柔軟で開かれた参画システ
ムが必要」としている。特に計画策定の初期段階
や評価過程への参加の仕組みづくりを検討すると
している。

区民主体の
自治をつく
る
（P５）

区民によ
る区民の
ための区
政に向け
て
～参画・
協働～
（P７）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

参　　　考

大項目

  小項目ごとの趣旨や小項目内に記載されてい
る個別具体的な事項について、財源を考慮せ
ずに、現時点での区の受け止め方や区が実施
している関連事業の状況について示したもの。
個別具体の提言事項については、審議会答申
の後に区が行う、実施計画策定又は予算要求
の段階で、具体的に検討する。

 区民会議提言の
小項目の内容を要
約したもの

審議会として骨子
案に盛り込んだ小
項目の趣旨



【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅰ　区民主体の自治をつくる

対応状況等 法令等により困難な事項

Ⅰ 1 ① 「参画・協働」の「哲学」を区民
と行政が一緒につくり、共有化を
図る

（仮）自治基本条例」の制定によ
る新宿区の自治のあり方、代表制
民主主義と直接制民主主義の連
携、区民・事業者・行政の役割の
規定と参画・協働の意味やしくみ
の明確化

   

   

② 区民提案を実現していくため、
「区民会議」の経験を活かした参
画の仕組みを構築する

基本構想・基本計画の実現を担保
するための、計画推進に関する評
価・チェック組織の継続設置と執
行状況に応じた計画の見直しと更
新の仕組みづくり

計画推進に関する評価・
チェック組織の仕組みづ
くりについての趣旨を盛
り込む

Ⅰ－３－①
「参画協働
に対応した
柔軟な行政
組織体制の
充実」
区民と専門
家による
チェックの
しくみ

　基本構想・基本計画を実現させていくためには、計
画どおりに進捗されているかを管理し、それを行政評
価・事業評価としてチェックし、必要に応じて見直し
や改善に向けて取りくむことが不可欠である。そのた
めに区民会議の経験を活かした参画の仕組みを構築し
ていくことも重要な視点と考えている。
　なお、計画や事業のＰＤＣＡサイクルにおける
チェック部分（Ｃ）について、現在、行政評価を実施
しており、客観性、透明性を高めるため外部評価制度
の導入について検討を進める必要があると考えてい
る。

③ 参画を促し地域の課題解決力を高
めるため、地区協議会等の地域組
織を充実させる

地区協議会の機能強化及び既存組
織（町内会・自治会）と新組織
（NPO・ボランティア団体）との
協働

地区協議会の機能強化の
趣旨を盛り込む

Ⅰ－２「コ
ミュニティ
の活性化と
地域自治を
推進するま
ち」

　現在、都市マスタープランの「地区別まちづくり方
針」作成に取組んだり、区のアクション０４事業であ
る「地域課題への取組み」を課題別プロジェクトとと
して実施する中で、問題解決力の強化や、既存組織
（町会・自治会等）と新組織（NPO、ボランティア団
体等）との連携を図ってきている。
  今後は、地域課題の解決、区政への参画に向けての
取組みを進められる様に、主体的、自立的な活動がで
きる環境整備が必要である。

区民主体の
自治をつく
る
（P５）

区民によ
る区民の
ための区
政に向け
て
～参画・
協働～
（P７）

Ⅰ－１－①
「自治の基
本理念、基
本原則の確
立」

　「協働」は、第四次実施計画のキーワードとして、
「地域社会を構成する多様な人たちと行政がそれぞれ
の責任領域を明らかにしつつ、自らの発意に基づき、
ともに持てる力を出し合い、ともに考え行動しなが
ら、共通する課題の解決につとめていく」としてい
る。また、「参画」については、「区民や地域団体、
ＮＰＯ、企業等の多様な主体と区が協働を進めていく
ためには、関心ある人が自由に参加できる柔軟で開か
れた参画システムが必要」としている。特に計画策定
の初期段階や評価過程への参加の仕組みづくりを検討
するとしている。
・「（仮）自治基本条例」の制定については、これか
らの新宿にふさわしい住民自治を拡充させるために
も、その必要性を認識している。策定にあたっては、
区民を中心に十分な議論を踏まえた「参画・協働」の
意味や仕組みが明記されたものとなるよう進めていき
たいと考える。
・区は地域コミュニティの確立について、地域におけ
る新しい形の人々のつながりをつくるとともに、人々
の交流や連携を深め、地域分権・地域自治の仕組みを
つくり、地域力を高めていくための支援を進めてい
る。特に今後重要となる中高年の世代に対して、地域
活動への参加意欲などに関する区民意識調査等も実施
し 支援策を検討していく

「（仮）自治基本条例」
の制定による新宿区の自
治のあり方についての趣
旨を盛り込む

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系
案での対応
箇所

1



【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅰ　区民主体の自治をつくる

対応状況等 法令等により困難な事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系
案での対応
箇所

④ 協働を推進するため、NPOなどへ
の支援を充実させ、ネットワーク
化を後押しする

区民・ＮＰＯなど団体、事業者、
行政の役割の明確化に向けた
「(仮)市民活動および協働の推進
に関する条例」の制定と団体の
ネットワークづくりを支援する
「（仮）NPOネットワーク」の設
置

NPO等のネットワーク化
の趣旨を盛り込む

Ⅰ－１－②
「協働の推
進に向けた
多様な主体
への支援と
ネットワー
ク化」

　平成１６年３月に「新宿区・地域との協働推進計
画」を策定し各課において協働を推進するため具体的
な取り組みを行なっている。また、同年７月に区職員
向けの「協働推進マニュアル」を作成し各所属の協働
推進員に対して協働の意義・必要性とそのあり方につ
いての研修を行った。他自治体においては、協働に関
する条例、指針などでその理念などを示しているとこ
ろもあるが、具体的な取り組みの積み重ねが最も重要
と考える。
　また、１６年度からＮＰＯ法人の区への登録制度を
設け、そのネットワークづくりを進めており、今年７
月に情報の共有・連携・協力できるための基盤整備と
豊かで住みよい「新宿」の実現を図ることを目的とし
た「新宿ＮＰＯネットワーク協議会」が設立し、登録
ＮＰＯ２０団体が加入した。今後は登録ＮＰＯの枠に
とらわれず地域で活動する団体の加入を促進しネット
ワークの拡充を図っていく。

⑤ 協働事業の推進にあたり、区民参
画型事業評価などの制度を確立す
る

区民参画型の事業評価組織を設置
による協働事業の評価制度の確立

　　 　

　　 　

Ⅰ－１－①
「自治の基
本理念、基
本原則の確
立」

　平成１６年度に協働を推進するための具体的な仕組
みづくりを検討する第三者機関として学識・ＮＰＯ・
公募区民・事業者などで構成する「新宿区協働支援会
議」を設置した。「新宿区協働支援会議」では17年
度の検討課題として協働の視点から事業の評価を行な
う仕組みとして「協働事業評価制度」について検討を
行ない、１８年３月に「協働事業評価制度についての
報告書」を作成し区長に報告をした。１８年度の取り
組みとしては１７年度各部所から報告された協働事業
について事業評価を行う。
　区の協働事業を推進させていくためには、基本構
想・基本計画の実現と同様に、計画どおりに進捗され
ているかを管理し、それを行政評価・事業評価として
チェックし、必要に応じて見直しや改善に向けて取り
くむことが不可欠である。そのために区民会議の経験
を活かした参画の仕組みを構築していくことも重要な
視点と考えている。
　なお、計画や事業のＰＤＣＡサイクルにおける
チェック部分（Ｃ）について、現在、行政評価を実施
しているが、客観性、透明性を高めるため外部評価制
度の導入について検討を進める必要があると考えてい
る。

区民参画型の事業評価の
趣旨を盛り込む

2



【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅰ　区民主体の自治をつくる

対応状況等 法令等により困難な事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系
案での対応
箇所

⑥ 多様な主体との協働・役割分担 ＰＤＣＡサイクル（企画立案、実
施、評価、改善）の各段階におけ
る外国人も含めた多様な主体の参
画と役割分担の明確化

区民参画によるＰＤＣＡ
サイクルの確立とい趣旨
を盛り込む

Ⅰ－１－①
「自治の基
本理念、基
本原則の確
立」

　地域における課題や社会的課題を解決するために
は、多様な主体による協働が不可欠と考える。そのよ
うな課題を解決するため１８年度から新たに協働事業
提案制度を導入し、地域における社会貢献活動団体な
どからの事業提案を受け、区と協働で事業を実施して
いく。その過程のなかでは提案団体と区で企画立案・
実施・評価・改善などの段階において、それぞれの役
割分担を明確にし、区民ニーズに対応した効率的事業
の実施を図っていく。
　また、１７年度設置した「しんじゅく多文化共生プ
ラザ」を拠点とし、外国人への情報提供や、活動グ
ループのネットワーク化を進めている。今後は更に外
国人を含めた様々な人や団体が交流し、お互いの理解
を深めていきたい。

⑦ 行政の組織体制を整備する 「参画・協働」の推進のための専
管組織（企画調整室や政策室な
ど）の設置

　　 　

⑧ 行政の体質改善・意識改革を図る 前例にとらわれない実行力や新し
い仕事への挑戦、広報、啓発への
積極的な取組など行政の体質改
善、意識改革の実施

　　 　

　　 　

Ⅰ－３－①
「参画協働
に対応した
柔軟な行政
組織体制の
構築」

Ⅰ－３－②
「行政の体
質改善の推
進と公共
サービスの
担い手の充
実」

　「参画・協働」については、現在、全庁をあげて推
進しているところである。
　今後も各部が所管する施策に対する権限と責任を
もって、迅速できめ細かな事業を展開していけるよう
に、各部で主体的に予算や職員配置を調整できる仕組
みを向上させるよう検討していく。また、様々な所管
にわたる事業に関しては、プロジェクトチームなどを
設置し、総合的に対応しているものもある。

　積極的な区政情報の公開は、区の基本である。各課
においては、責任を持って情報開示を行い、区政情報
課は、情報開示について総合的な調整を行う。更に、
区民等が知りたい行政情報を容易に取得できる仕組み
の充実を図る。
　行政の体質改善や意識改革には、日頃から仕事に関
し、区民の目線で考え、行うという意識を如何に浸透
せていくかが大切である。また、課題に対応したプロ
ジェクト方式など柔軟な組織のあり方も工夫していく
必要がある。

区民の参画・協働に即し
た組織運営という趣旨を
盛り込む

行政の体質改善、意識改
革の実施の趣旨を盛り込
む

3



【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅰ　区民主体の自治をつくる

対応状況等 法令等により困難な事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系
案での対応
箇所

2 ① 地域の実態や地域情報を区民・行
政間で広く共有し、地域課題を的
確に把握する

行政から区民への情報伝達方法の
見直しや行政と町会の会議の開
放、地域政策環境指標の提供

参画と協働のための情報
提供の充実という趣旨を
盛り込む

Ⅰ－１－③
「参画と協
働のための
情報提供の
充実」

　地域団体の情報の共有については、その必要性につ
いては課題として認識している。とりわけ現在１０の
地区で地区協議会が活動していますが、それぞれ地区
協議会の横の連携は十分なされいない現状にある。今
後、地区協議会の連絡会などを開催し連携をはかって
いきたい。次に、市民活動団体における情報の共有に
ついては区だけで担えるものでなく、そのような仕組
みづくりが必要と考えている。今年７月に立ち上がっ
た新宿NPOネットワーク協議会の活動目的のなかでも
活動目的に掲げているところである。今後、新宿区
NPOネットワーク協議会などの団体とも連携をとりな
がら広く情報を共有できるような仕組みづくりを考え
ていきたい。
　また、地域生活環境指標いわゆるコミュニティカル
テについては、その前段レベルのものとして、各特別
出張所単位の課題別プロジェクトのなかで、安全マッ
プなどの地図づくりが行なわれている。今後そのよう
なマップが基礎資料として活用されるものと考えてい
る。

② コミュニティ活動を充実させ、地
域に根ざした自治をつくる

区民会議参加者の各地区協議会へ
の参加、地区協議会と地域セン
ターとの連携の仕組みの再構築、
地区毎の具体的なテーマ別の推進
チームの組成、世代を越えた地域
団体のネットワークづくり

　　 　

　　 　

③ コミュニティ活動推進人材の育成
と確保

シニア・団塊の世代・外国人など
の社会参加促進、コミュニティ活
動を抜本的に活性化する為の専門
的な人材の育成

　　 　

都市型コ
ミュニ
ティの創
造に向け
て
～コミュ
ニティ活
動の推進
～
（P15）

Ⅰ－２－③
「コミュニ
ティ活動の
充実と担い
手の育成」

Ⅰ－２－③
「コミュニ
ティ活動の
充実と担い
手の育成」

区民会議は基本構想・基本計画の策定のために設置さ
れたものであり、区長への提言、審議会への意見提出
といった役割が終われば解散するが、参加者について
は、今後区の様々な場面に参画していただきたい。そ
の一つとして、常設の機関である地区協議会において
も活動してほしいと考えている。地区協議会の運営方
法や取り上げる課題、情報公開の手法などは個々の協
議会の中で自主的に決めて頂いている。区としては、
協議会の活動支援や情報提供を推進していきたいと考
えている。

　新たな人材の人材発掘とコミュニティリーダーの養
成については、第四実施計画において重要項目にも掲
げられているように、重要な課題と捉えている。１７
年度から新たな取り組みとして、そのような人材発掘
と分野を超えたトータルコーディネターの養成を目的
とした連続的な講座を開催し、今年度も更に拡充した
講座を開催していく。また、そこで受講した受講生を
地域での活動の担い手として結びつけるための仕組み
を考えたい。

コミュニティ活動を充実
の趣旨を盛り込む

コミュニティ活動の充実
と担い手育成の趣旨を盛
り込む

4



【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅰ　区民主体の自治をつくる

対応状況等 法令等により困難な事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系
案での対応
箇所

④ コミュニティの活動拠点（施設
面）の整備・拡充と利用の促進
（P20）

各地域センターの機能の拡大強化
とその活用による住民のコミュニ
ティ意識の醸成、啓発、公共の空
スペースや身近な民間の空きス
ペースの活動拠点としての活用

　　 　

3 ① 区政やコミュニティへの関心を高
め、自治の担い手を充実させる

区民自身の意識啓発、身近な地域
ごとの制度の構築、若手の参加促
進など町会制度のあり方の見直
し、地域情報提供の充実

地域情報提供の充実の趣
旨を盛り込む

Ⅰ－２－③
「コミュニ
ティ活動の
充実と担い
手の育成」

　地域における課題解決に向けては、行政だけでなく
区民をはじめ地域で活動している方々との協働が不可
欠である。そのため様々な場面において参画できる仕
組みが必要と考える。区民会議や地区協議会の設立も
その取り組みの一つである。今後多くの方が区政に関
心を持って、担い手として参画できるよう区政に関し
ての情報提供や地域情報の提供に努めていきたい。そ
のために地区協議会や市民活動団体の活動内容の情報
提供の仕組みづくりについて検討していきたい。
  また、町会への加入促進などにより町会活性化への
支援も検討していく。今年度の取り組みとしては、全
町会・自治会へのアンケート調査を実施し、現状と課
題を把握し活性化へ向けた有効な支援策の検討を行
う。

② 参加の仕組みを拡充し制度化する 区民会議のような参加の仕組みの
条例による制度化、地区協議会の
役割等を自治基本条例による明確
化、外国人が日本人とともに区政
に参加できる仕組みの確立、区民
の区政への参画の制度化と意見対
立があっても合意形成を図れるよ
うな制度の構築

自分たち
のまちは
自分たち
でつくる
～自治権
の拡充に
向けて～
（P23）

Ⅰ－２－④
「コミュニ
ティ活動拠
点の整備拡
充と利用促
進」

Ⅰ－１－①
「自治の基
本理念、基
本原則の確
立」

　地域センターの運営については、平成18年度から
指定管理者制度を導入し、民間の能力を活用しつつ、
区民サービスの向上等を図った。これにより、地域セ
ンターの会議、集会その他の文化的活動等の場として
の役割を強化する。地域における課題解決の場として
の役割は地区協議会に期待するものである。
　また、学校施設については、少子化による児童・生
徒の減少で、普通教室を中心に、教室に余裕が生じた
が、少人数学習指導、習熟度別学習指導等の学力向上
のための活用や、学校選択制の導入等新たな教室需要
に対応すべく有効活用を図った結果、「余裕教室」は
減少しました。小学校の「余裕教室」の利用について
は、『豊かな教育環境づくり』『地域社会への開放施
設としての整備』の整備目標を持ちつつも、さらなる
検討が必要となっている。

　参加の仕組みの制度化等については、これまでも取
り組んできたが、「（仮）自治基本条例」の制定につ
いては、区民等と一緒に検討を進めたいと考える。
個々の内容は条例の制定過程において検討すべき事項
と考えている。

コミュニティ活動拠点の
整備の趣旨を盛り込む

参加の仕組みを拡充し制
度化する趣旨と外国人が
日本人とともに区政に参
加できる仕組みの確立の
趣旨を盛り込む
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅰ　区民主体の自治をつくる

対応状況等 法令等により困難な事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系
案での対応
箇所

　　

③ 自治の理念・仕組みを明確化する
ために、自治基本条例を制定する

新たな自治の理念・仕組みの明確
化に向けた「自治基本条例」の制
定、区議会の改革、区民が区政を
監視するシステムの構築、情報開
示の徹底とその内容と質の向上

　　 　

④ 自立した区政をつくる－能率的な
行財政体制の確立（Ｐ２７）

　　

　　 　

⑤ 広域的な都市課題への対応 大都市特有の課題解決に向けた都
市間、都、国との密接な連携

広域的な都市課題への対
応の趣旨を盛り込む

Ⅰ－３－④
広域的な都
市課題への
対応強化

　広域的な都市課題への対応については、提言の内容
とも重複する後期基本計画の施策の方向に基づき、引
き続き取り組んでいく。

Ⅰ－１－①
「自治の基
本理念、基
本原則の確
立」
Ⅰ－１－③
「参画と協
働のための
情報提供の
充実」

「（仮）自治基本条例」の制定の必要性も区は認識し
ている。個々の内容は条例の制定過程において検討す
べき事項と考えている。

区職員の意識改革の徹
底、都区制度改革の一層
の推進の趣旨を盛り込む

Ⅰ－３－②
「行政の体
質改善の推
進と公共
サービスの
担い手の充
実」

　区職員の意識改革をさらに進めていくためには、組
織目標を一層明確化し、所属長や係長等を通じて職員
に周知されることが大事であると考えている。職層研
修等の機会を捉え、管理監督者層にその意義を伝える
とともに時代認識や意識改革が図れるように人材育成
に努めていく。
　都区制度改革などについては、引き続き取り組んで
いく。また、同時に職員の意識改革や区政の効果効率
的な運営については、第二次行財政改革も踏まえて、
不断の努力で取り組んでいく。

区職員の意識改革の徹底、「小さ
な区政」を目指した区政運営の推
進、地方分権における権限に見
合った税財源の移譲に向けた国や
都への働きかけ、自治基本条例制
定による国や東京都と対等な立場
での相互協力関係の構築、都区制
度改革の一層の推進

区民が区政を監視するシ
ステムの構築、情報開示
の徹底とその内容と質の
向上の趣旨を盛り込む
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅰ　区民主体の自治をつくる

対応状況等 法令等により困難な事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系
案での対応
箇所

4 ① 自治に置ける「補完性の原則」を
まちづくりの中で明確にします。

身近なまちで考え、解決できない
ものは、地区で、それでもだめな
ら、区、都、国へと、小さな組織
を次の大きな組織が支援する、い
わゆる「補完性の原則」の明確化

② 〈新〉地区協議会を核とした地域
主導のまちづくり

区の次の分権自治単位として１０
地区を指定し、それぞれの地区を
マネジメントする核として現行の
地区協議会を改めて位置づけ直
し、組織の再編を行う

地区協議会への権能付与
の趣旨を盛り込む

Ⅰ－２－①
「地域自治
のしくみと
支援策の拡
充」

　地区協議会は、住民自治の強化、行政と地域住民と
の協働の推進を目的に、各地区協議会がそれぞれ会則
を作って設立・運営している地域団体である。
　地域課題の解決、区政への参画に向けての取組み実
績を積み重ね、住民意識の高まりの中で、当該組織が
主体的、自立的に活動できる段階へと成熟することを
見極めたうえで、法的な根拠を持たせること、及び組
織の再編も視野に入れた検討が必要である

③ 〈新〉地区協議会の役割、構成と
運営

〈新〉地区協議会の活動を区政に
きちんと位置づけるため、その構
成メンバー、役割の明確化と必要
な条例、支援体制、施策、予算措
置等を整備

  　

④ エリアマネジメントによるまちづ
くり

各地区が、明確な地区の運営目標
をもち、その目標に向かって、必
要なさまざまな事業を企画運営す
るマネジメントの仕組みの確立

各地区が、運営目標をも
ち事業を企画運営するマ
ネジメントの仕組みの趣
旨を盛り込む

Ⅰ－２「コ
ミュニティ
の活性化と
地域自治を
推進するま
ち」

　各地区協議会は、地域課題の把握・解決への方途の
検討、地区別街づくり方針の策定等により区政への参
画を行なっている。その中での運営は緒に付いたばか
りであるが、常設の会議体として充実・発展するため
の仕組みを考えていく必要がある。
　今後、地域課題の解決、区政への参画に向けての取
組み実績を積み重ねる中で、専門家の支援等を受けな
がらマネジメント能力を向上させる取組みも必要であ
る。

わたした
ちで考
え、わた
したちが
進めるま
ちづくり
（P29）

地域自治のしくみと支援
策の拡充の趣旨を盛り込
む

Ⅰ－２「コ
ミュニティ
の活性化と
地域自治を
推進するま
ち」

　地区協議会ではまちの将来像を議論しており、この
将来像の具現化や地域課題の解決には、それぞれの役
割や分野、ステージに応じて、区、都、国との協力し
ていくことは不可欠である。

地区協議会への権能付与
の趣旨を盛り込む

Ⅰ－２－①
「地域自治
のしくみと
支援策の拡
充」

　地区協議会の構成員は、会則の中で、町会、自治
会、育成会等既存団体、公募による区民・在勤者、
NPO等市民団体、PTA等である。
　今後、地域課題の解決、区政への参画に向けての取
組み実績を積み重ね、住民意識の高まりの中で、当該
組織が主体的、自立的に活動できる段階へと成熟する
ことを見極めたうえで、法的な根拠を持たせること、
支援体制、予算措置も視野に入れた検討が必要であ
る。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅰ　区民主体の自治をつくる

対応状況等 法令等により困難な事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系
案での対応
箇所

⑤ 地区間連携によるまちづくり支援 〈新〉地区協議会間の連携や共通
テーマでの相互協力支援など、他
の〈新〉地区協議会との協働や隣
接する他区との連携活動も行える
組織の整備

地区協議会の連携の趣旨
を盛り込む

Ⅰ－２－①
「地域自治
のしくみと
支援策の拡
充」

　地区別まちづくり方針の作成のなかで、中間のまと
めや最終意見書の報告会を通じた地区協議会相互の交
流が図られてきている。
　今後の方向性としては、各地区協議会の情報交流、
共通課題検討などの場について、交流の実績・要望等
の推移をみながら必要に応じて設置することも検討す
べきである。

⑥ 地区計画のまちづくりとまちを保
全するための新しい都市計画制度
の導入

各地区やまちの意志を尊重した
「地区計画」にもとづく都市計画
制度の導入

各地区やまちの意志を尊
重したまちづくりの趣旨
を盛り込む

Ⅴ－３「地
域の個性を
活かした愛
着をもてる
まち」

　地区計画を活用した区民の主体的なまちづくりに対
して、現在及び将来にわたって積極的に支援してい
く。

⑦ 自治活動の柱立てとしてまちづく
りを位置づけ区民の多様な参加を
誘う体制づくり

まちづくりへの様々な主体の参加
の積極的な呼びかけによる実現

　　 　

⑧ NPOの力の活用 NPOを〈新〉地区協議会の構成メ
ンバー、支援組織として位置づ
け、その専門性や知識力を積極的
に地域に活かす方策の導入

NPOの力の活用の趣旨を
盛り込む

Ⅰ－２－①
「地域自治
のしくみと
支援策の拡
充」

　地区協議会が地域課題の解決に取組む中で、NPOに
ついては構成員として主体的に地域に働きかけたり、
具体的な調査、研究の担い手として携わったりしてい
る。
　今後、このような専門性をもったNPOが地域課題の
解決に向けた取り組みができるような仕組みづくりを
検討していきたい。

多様な主体によるまちづ
くりの趣旨を盛り込む

Ⅴ－３「地
域の個性を
活かした愛
着をもてる
まち」

　まちづくりへの多様な主体の参加を得るには、その
前提となる情報受発信の多チャンネル化が重要である
と考えている。
　まちづくりの課題がある地区には、専門家である
「まちづくり相談員」を派遣していく。また、地区計
画のパンフレットを活用し、制度の普及啓発を図って
いく。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅰ　区民主体の自治をつくる

対応状況等 法令等により困難な事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系
案での対応
箇所

⑨ 企業の地域参画の仕組み作り 英国における「グランドワークシ
ステム」のような、企業のスポン
サー制による環境改善やまちなみ
景観保全などの制度導入など、公
的活動参加のインセンティブを高
めるための制度の整備

　　 　

　　 　

⑩ 新宿区エリアマネジメント協議会 区及び各〈新〉地区協議会内エリ
アマネジメントセンター等の協働
参画による新宿区エリアマネジメ
ント協議会の創設

地域自治のしくみと支援
策の拡充の趣旨を盛り込
む

Ⅰ－２－①
「地域自治
のしくみと
支援策の拡
充」

　地区協議会が常設の会議体として充実・発展する必
要性がある。
　今後の方向性としては、地域課題の解決、区政への
参画に向けての取組み実績を積み重ね、住民意識の高
まりの中で、当該組織が主体的、自立的に活動できる
段階へと成熟する中で、エリアマネジメント協議会の
設立も考慮する必要がある。

⑪ 総合計画、都市計画、建築、景観
関係の委員会、審議会への区民参
加

地域のまちづくりや都市計画等関
わりのある、建築審査会、都市計
画審議会、景観審議会等の各委員
に区民や地域の代表を参加させる
よう制度を改める

区政の運営原則と区民参
加のしくみの構築の趣旨
を盛り込む

Ⅰ－１－①
「自治の基
本理念、基
本原則の確
立」
Ⅴ－３「地
域の個性を
活かした愛
着のもてる
まち」

　都市計画審議会には、地域の代表として５名の新宿
区議会議員と3名の区民委員（うち2名は公募委員）
の計８名に委嘱しており、実施済みである。また、建
築審査会については、法律において、法律や建築等の
専門知識を有する者であることが委員の資格要件に
なっており、区民委員への委嘱には法改正が必要であ
る。
　景観まちづくり審議会の区民委員は制度を改め、現
在８名に拡充されている。
　「住宅まちづくり審議会」の委員は、平成15年に
区民公募を2名増加し、区内関係団体からの委員と合
わせ、現在の区民委員は９名になっている。今後も区
民が計画等の策定段階で参画できるようにしていく。

企業の地域参画の仕組み
作りなど多様な主体の連
携による景観まちづくり
の趣旨を盛り込む

Ⅴ－１－①
「地域特性
に応じた景
観誘導」

　事業者への啓発等を契機に地域の企業・商店街等が
主体となって仕組みづくりが発展すれば、たいへん有
効である。企業が地域に参加していただけるように、
様々な協議会等の場を通じて、協議、協力を求めてい
くが、企業・事業者の協力を得、また、その社会的貢
献意欲を促進するには、単に地域貢献という視点だけ
でなく、環境改善や景観保全などが企業・事業者への
インセンティブやメリットが生じ、また、地域全体の
グレードアップにつながることが必要である。区とし
ても企業の環境活動の場の提供等、支援できることを
検討していく。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅰ　区民主体の自治をつくる

対応状況等 法令等により困難な事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系
案での対応
箇所

⑫ 区民の声を実現していくための仕
組みづくり

区民会議の成果を総合計画、基本
計画、都市マスタープラン等に十
分に反映させ、実現を担保してい
く仕組みの構築

区民参画による計画づく
りの趣旨を盛り込む

区民と専門
家による
チェックの
しくみ

　区民会議からの提言については最大限尊重すること
とし、提言の元にある考え方等については、基本構想
審議会で審議し、基本構想・基本計画・都市マスター
プランに反映してまいります。また、個別具体の提言
については、２０年度からの１０年間に、事業の可能
性を継続的に検討するとともに、区の取組み状況を
チェックする、例えば区民と学識経験者等で構成する
機関を設置するなどの仕組みづくりを検討します。

⑬ まちづくり情報の普及・共有方策 住民提案は短期的な効果のみを重
視し、都市計画としての長期的視
野に欠けるとの懸念を払拭するた
め、まちづくりに関する情報を区
民や地域に普及・共有していくた
めの方策を講じる

　　 　

⑭ 地区別予算の確保や、地域による
事業提案制度の確立

都市整備に関する予算に各地域の
要望を反映するため、区の予算組
みの際、地域からの要請を合理的
に盛り込む、事業提案制度の導入

地域の特性に応じた事業
を行っていくことについ
ての趣旨を盛り込む

Ⅰー2－①
「地域自治
のしくみと
支援策の拡
大」
Ⅴー１ー①
「地域特性
に応じた景
観誘導」
Ⅴー３「地
域の個性を
活かした愛
着をもてる
まち」

　現在、地区協議会の予算については事務局である特
別出張所の運営費のなかに組み込まれている。今後、
地区協議会が成熟していく中で、その自立・自主性等
を促進するため、その予算のあり方について検討して
いく必要がある。
　また、事業提案制度については今年度から新たな取
り組みとして実施する。NPO、地区協議会、地域活動
団体など様々な主体から区の課題解決に向けた事業提
案を受け、審査会が事業内容を評価・選考し、区が事
業実施を決定した後、翌年度に区の事業として区の担
当部署と協働して実施する。初年度にあたる今年は３
０事業の提案があり、選考を行った結果５事業につい
て採択し、１９年度から協働事業として実施する予定
である。

まちづくりに関する情報
を区民や地域に普及・共
有の趣旨を盛り込む

Ⅰー１ー③
「参画と協
働のための
情報提供の
充実」

　まちづくりの普及・啓発のためのパンフレットや地
区計画のパンフレットを作成した。また、地形や土地
の記憶を踏まえたまちづくりに資する資料等の作成に
ついて検討をしている。また、防災対策についても、
あらゆる機会を通じて情報等を提供していく。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅰ　区民主体の自治をつくる

対応状況等 法令等により困難な事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系
案での対応
箇所

⑮ 新しいまちづくり財源確保のため
の仕組みづくり

まちづくり支援ファンドやコミュ
ニティファンド、BID、まちづく
りNPOのための自主財源確保の仕
組み、企業スポンサーをまちづく
り活動と連携させる仕組み、使途
指定の納税制度の導入など、税収
だけに頼らないまちづくり財源の
確保手法の開発

⑯ まちづくりのソフトに対する予算
づけ

イニシャルコスト中心の予算から
ランニングコスト＋イニシャルコ
ストのバランス良い予算立てへの
移行

まちづくり事業の継続性
の確保の趣旨を盛り込む

Ⅰー３－①
「参画協働
に対応した
柔軟な行政
組織体制の
構築」

　新規事業や投資的経費は、後年度の事業コストを考
慮し、中長期的視点からバランスの良い予算編成に努
めていく。

⑰ 単年度予算の仕組みからの脱却 まちづくり事業の継続性を確保す
るための新しい予算組みの仕組み
の検討

まちづくり事業の継続性
の確保の趣旨を盛り込む

Ⅰー３－①
「参画協働
に対応した
柔軟な行政
組織体制の
構築」

　地方自治体の予算は、地方自治法第208条の規定に
基づき、各会計年度の歳出はその年度の歳入をもって
充てるという「会計年度独立」の原則により編成され
ます。これは、予算の期間的限定性を崩すと財政の収
拾が付かなくなる恐れがあるためであり、予算の単年
度主義の限界を補完する観点から、区では、主要事業
について、基本計画・実施計画を策定し、中期的視点
からの事業計画を担保している。

⑱ まちづくりのための税制上の支援
制度の検討

保全型まちづくりを推進する上で
地域が必要とする景観や文化等に
資する不動産等について、まちの
資源として維持存続、活用する場
合の、土地や建物の相続に関する
税の特例措置などを検討し、地域
資源の継承を支援する

　　 　

新しいまちづくりの財源
確保のための仕組みづく
りの趣旨を盛り込む

Ⅰー１－②
「協働の推
進に向けた
多様な主体
への支援と
ネットワー
ク」

　現在、区に登録したNPOに対してNPOが行なう区
の課題の解決に向けた事業にたいして助成を行う仕組
みとして区民や事業者などの寄附と区からの財源を積
み立てた「協働推進基金」によるNPO活動資金助成が
ある。１７年度、１８年度については助成総額200万
円で実施しているが、１９年度は、助成総額を拡充
し、300万円で実施する予定である。

多様な主体との連携によ
る景観まちづくりの推進
の趣旨を盛り込む

Ⅴ－１－①
「地域特性
に応じた景
観誘導」

　景観法に基づく景観計画の策定及び景観重要建造物
等の指定による相続税の軽減措置等の措置を図ってい
く。ただし、現行の法制度上では、相続に関する税の
特例措置を区が独自に行うことはできない。新宿区の
まちづくり推進策として必要がある場合は、国（相続
税）に対して要望することになる。

ただし、現行の法制度上では、相続に
関する税の特例措置を区が独自に行う
ことはできない。新宿区のまちづくり
推進策として必要がある場合は、国
（相続税）に対して要望することにな
る。

11



【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

Ⅱ 1 ① 「子どもの人権保障」を念頭においた
子育て支援の拠点づくりを行なう

親や子ども、区と関係機関、区民
の協働による企画、運営体制づく
り

子どもの人権尊重の趣旨
を盛り込む

Ⅱ－１－①
「人権意識の
醸成」
Ⅱ－１－③
「子どもの人
権尊重」

　子どもの人権保障の拠点として子ども家庭支
援センターを位置付けるとともに、区民代表や
関係機関を交えた運営協議会を整備していく。

② 子どもの権利侵害を、第三者の大人に
打ち明けられる窓口の拡大

第三者による電話での相談機関
（新宿独自のチャイルドライン
等）の創設や、児童館や子育て支
援施設などでの子ども相談の充実

子どもの権利侵害を守る
という趣旨を盛り込む

Ⅱ－１－③
「子どもの人
権尊重」

  子ども家庭支援センターの相談機能を強化する
とともに、各児童館に子どもと家庭の相談に応
じるソーシャルワークを行う職員を指定するな
ど、子どもからの相談を受ける窓口の充実に取
り組んでおり、今後とも推進する。また、東京
都児童相談センターで実施している子どもの権
利擁護専門相談事業の周知をはかる。

③ 子どもに、人権感覚を獲得し、ソー
シャル・スキル（＊）を身につける学
習を積極的に行う（P43）

ＮＰＯとの連携による参加体験型
のカリキュラムづくりと区内全小
学校における実施

子どもが人権感覚を獲得
することについての趣旨
を盛り込む

Ⅱ－１－③
「子どもの人
権尊重」

   

   

④ 子どもを支える大人たちに対しては、
人権感覚を獲得し、ソーシャル・スキ
ルを身につける研修を積極的に行う
（P44）

大人向けの参加型研修の実施 子どもを支える大人たち
に対しても人権感覚をつ
けることについて趣旨を
盛り込む

Ⅱ－１－①
「人権意識の
醸成」

　 　 　

⑤ 権利侵害から子どもを救済するための
ネットワークづくり

行政機関・民間NPO・医療機関・
弁護士等を繋ぐ「子どもの権利擁
護ネットワーク」の設置

権利侵害から子どもを救
済することについての趣
旨を盛り込む

Ⅱ－１－③
「子どもの人
権尊重」

　子ども家庭関係組織のより効果的な連携を行
うために保健、福祉、教育機関や家庭裁判所、
警察、民間ＮＰＯ、民生委員等による「子ども
家庭サポートネットワーク」を組織し、子ども
の権利侵害に対応していると考えている。

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

　体験的な学習は、子どもの人権感覚を育成す
る上で効果的である。虐待等子どもの権利が侵
害されたり、いじめ等他人の子どもの権利を侵
害してしまうことについての理解を深めること
が大切である。また、学校・幼稚園・保育園・
児童館・保健センターなど教育・福祉・保健の
各分野において、体験学習を取り入れながら子
どもの権利を大切にする意識が身につくよう
に、継続的な取り組みを進めていく。

　子どもの人権について、全校で実施している
道徳授業地区公開講座等の機会を使って、地
域・保護者・学校が意見交換を行っている。
　また、地域の学習団体等と連携して多様な学
習の機会を提供し、社会的市民としての自覚を
もつ区民を増やすことも重要である。
　教育現場においても管理職及び主幹・主任・
幼稚園教諭を対象に人権教育研修会を開催し、
教員の人権感覚を育む研修を行っている。今後
も、人権感覚を獲得し、ソーシャル・スキルを
身につける研修を幅広く取り入れていく。

ひとをはぐ
くみ、ここ
ろ豊かにく
らせるまち
（P39）

子どもの
権利を実
現し、子
どもが市
民として
参画する
しくみの
創造
（P41）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑥ 特に支援を要する子どもたちの権利を
十分保障する（P44）

心身の発達の遅れや生涯のある
人、日本語が不自由な子どもたち
への平等な機会の保障と配慮

特に支援を要する子ども
の人権尊重の趣旨を盛り
込む

Ⅱ－２－③
「特別な支援
を必要とする
子どもや家庭
への支援と自
立促進」
Ⅲ－２－⑤
「外国人と日
本人がともに

　 　 　

⑦ 子どもに市民としての参画の機会を提
供するために、新宿子ども会議(仮称)
をスタートする（P44）

子どもたちの要望や意見を引き出
すサポーター(大人)からのボトム
アップの会議の組成、子どもが主
体的に、継続的に参画して問題解
決していく機会と体験の保障、子
どもの主体性を上手に引き出す
ファシリテーターの養成

子どもの参画の機会と体
験保障の趣旨を盛り込む

リーディン
グ・プロジェ
クト

　 　 　

⑧ 子ども会議を支援し、子どもの権利条
例の準備委員会的な場の設置

さまざまな立場の大人たちも加
わった子どもの権利擁護について
議論する場の設置

子どもの権利擁護を様々
な立場の人たちが考えて
いくことについての趣旨
を盛り込む

Ⅱ－１－③
「子どもの人
権尊重」

　現時点では、特定の会議を設置するのではな
く、子どもに関わる活動のあらゆる機会を捉
え、子どもの権利条約の周知を図り、子どもの
権利についての共通理解を深めていくことが必
要であると考えている。

⑨ 子どもの権利救済・回復を図るための
第三者機関として、オンブズパーソン
制度（＊）を設置する

専門家ら第三者からなる新宿区独
自の子どもの人権オンブズパーソ
ン制度の設置

子どもの人権尊重の趣旨
を盛り込む

Ⅱ－１－③
「子どもの人
権尊重」

　東京都児童相談センターの子どもの権利擁護
専門相談事業として、子どもの権利擁護につい
ての相談・助言等を子どもの権利擁護専門員
が、子どもの権利侵害の状況に応じて面接相談
をおこなっている。子どもの権利擁護専門員
は、事実関係の調査、専門機関への助言・調整
活動をおこない問題解決を図っている。この事
業について積極的に周知を図っていく。

2 ① より質の高い教育を得られる学校づく
りをめざして（P48）

学級編制権や教師のフリーエー
ジェント制など、現場の裁量権の
拡大による子どもたちの実態に応
じた取り組みの推進

より質の高い教育を得ら
れる学校づくりについて
の趣旨を盛り込む

Ⅱ－３－①
「子どもの生
きる力を伸ば
す学校教育」

これまでも区費講師を全校配置するなどして少
人数学習指導やＴＴを行うことで、個に応じた
指導の充実を図り、一人ひとりの能力の伸長に
努めてきた。今後も充実していく。学級編成権
や教員のフリーエージェント制は、教員の採用
に関わることで、東京都に権限があり今後の動
向を見据えつつ研究していく。

　次世代育成支援計画の中で、子どもの権利を
大切にする取組みの充実として位置づけ、子ど
もの施策への参画の機会として、小学生・中学
生フォーラムを実施している。参画意識の醸成
を図るため、小学生・中学生フォーラムの内容
の充実を図っていくとともに、健全育成活動の
中等で、自分の考えをまとめ議論のできる子ど
もの育成を図る。子どもに関する職員のスキル
アップ研修、育成会委員の研修を通し、子ども
の主体性を引き出す人材育成を図っていく。

　平成17年4月にオープンした「子ども発達セ
ンター」の一層の周知等による利用促進を図る
とともに、心身の発達の遅れや障害のある子ど
もの相談がより気軽にできるようにするため、
子ども発達センターの外部への分離については
引き続き検討していく。
  また、外国籍や日本語教育の支援が必要な子ど
もに対しては、日本語指導教員による個別の日
本語指導や学習指導補助、母語が話せる指導員
による日本語適応指導を行っている。今後、
ニーズが増加することを考慮し日本語教育のあ
り方について検討していく。

子どもた
ちが質の
高い教育
を平等に
得られる
学校づく
り
（P47）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

② 子どもから慕われ信頼される教師の確
保と育成（P48）

教員の採用や研修等における区独
自の取り組みの推進、教員養成課
程を有する区内大学機関との連携

教育の充実を図る必要性
については趣旨を盛り込
む

Ⅱ－３－①
「子どもの生
きる力を伸ば
す学校教育」

　教員の資質や能力の向上は、子どもたちへの
教育に直結しており、教員研修の充実は必要不
可欠。これまでも区主催の研修会で課題毎の研
修会や職層における研修を進めてきたが、これ
からは、校内での育成・研修（ＯＪＴ）の充実
がより望まれる。校内での研修の充実に今後も
支援していく。
　また、これまでの教員研修の充実に加え、教
え上手な教員の育成方法等について研究・検討
を進めるとともに、18年度からの退職校長を授
業改善推進員として採用し、教員への指導を
行っている。

③ 学校図書の充実と区立図書館との有効
連携活用（P48）

全公立学校の図書を含めた区内全
図書情報の一元管理による質の高
い図書指導の実施と子ども読書の
推進

魅力ある学校づくりのた
め図書の充実の必要性の
趣旨を盛り込む

Ⅱ－３－②
「学習や生活
の場にふさわ
しい魅力ある
学校づくり」
Ⅱ－４－③
「区民に役立
つ使いやすい
図書館機能の
充実」

　区立図書館では、「こども図書館」を中心に
配本車を使って団体貸出を行っている。今後も
学校と図書館が一層の連携を図り、学校図書館
と区立図書館の情報の共有化を進め、子どもが
図書に触れる機会を増やしていく。また、学校
図書館司書については、司書教諭の数の増加に
努める。

④ 地域に信頼される学校づくりを目指し
た学校選択制度（P49）

小学校低学年における登下校時や
放課後の過ごし方など新たな課題
を踏まえた、学校選択制のメリッ
トとデメリットの再検証。

地域に信頼される学校づ
くりについては趣旨を盛
り込む

Ⅱー３－③
「家庭や地域
がともに育て
る協働と連携
による教育環
境づくり」

　確かに、学校選択時に保護者間のうわさ等に
より左右される傾向も否めない。しかし、保護
者アンケート結果等から選択理由を検証すると
その理由の大半を「自宅からの距離・通学の安
全」「通学区域」「先生の指導や熱意」に求め
ており、学校選択制によっても小中ともに約8割
が地域の学校を選択し、地元の学校が支持され
ている傾向が見受けられる。また、毎年7月に
行っている小・中学校新1年生の保護者アンケー
トにおいて、小中ともに9割強の保護者が学校選
択制に満足しているという結果も得られてい
る。

学校選択制度については多面的な検証を行っ
ていくが、現時点で制度のそのものの見直し
は考えていない。
　ただし、保護者アンケートに寄せられた制
度に対するその他の要望については可能なか
ぎり取り入れており、学校等に関連した様々
な要望については、学校及び関係部署へその
旨を伝え改善を促している。
また、提言にあるような登下校時や放課後の
過ごし方などの新たな課題については学校選
択制そのものとは直接リンクしていないと思
われる。

⑤ 支援を必要とする子どもたちが個性に
応じて学べる環境づくり（P49）

現場の裁量による柔軟な支援体制
の整備、必要な情報や支援を専門
家のアドバイスをより迅速に得ら
れる環境づくり、「特別支援教
育」と就業・進路相談との連携、
「特別支援教育」の周知徹底

個性に応じた教育の趣旨
を盛り込む

Ⅱ－３－①
「子どもの生
きる力を伸ば
す学校教育」

　各学校で校内委員会を設置し、個々の児童・
生徒への支援が円滑に行なわれるよう組織的に
進めている。また、特別支援コーディネーター
を決め、校内での中心的な役割を担っている。
区の研修会を通して必要な情報や専門家のアド
バイスを得られる環境作りを進めていく。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑥ 日本語教育の支援が必要な子どもに十
分な学習の機会を保証するための手立
て（P50）

入学準備クラスの設置、全ての親
を対象とした高校進学ガイダンス
の実施、教科学習が不充分な子ど
もを対象とした放課後学習クラス
の実施（指導は定年退職者などの
ボランティア等を活用）、日本語
教育のための教員研修の実施、中
学校での日本語教室設置

日本語教育の支援が必要
な子どもに十分な学習の
機会を保証することにつ
いての趣旨を盛り込む

Ⅱ－２－③
「特別な支援
を必要とする
子どもや家庭
への支援と自
立促進」
Ⅲ－２－⑤
「外国人と日
本人がともに
くらしやすい
まちづくり」

　外国籍や日本語教育の支援が必要な子どもに
対し、日本語指導教員による個別の日本語指導
や学習指導補助を小３校、中１校で行ってい
る。母語が話せる指導員による日本語適応指導
は需要に応じて全校で対応しており、小５０時
間、中６０時間、延長２０時間を実施してい
る。今後のニーズが増加することを考慮し検討
する。また、教員に対する研修は大学等と連携
しながら今後実施の方向で検討する。
　外国人保護者のための高校進学ガイダンス
は、生涯学習財団が実施している「おやおやク
ラブ」事業において取り組んでいる。今後は事
業を広く周知し、より多くの参加を促すよう努
める。

3 ① 教育力向上のためのスクール・サポー
ト体制づくり（P52）

スクール・コーディネーターを２
名化、学区を越えた人材サポート
システム「スクール・サポート・
バンク（仮称）」の組成

教育力の向上のために地
域が支えていくことにつ
いての趣旨を盛り込む

Ⅱ－３－③
「家庭や地域
がともに育て
る協働と連携
による教育環
境づくり」
Ⅱ－４－②
「生涯学習活
動を推進する
地域人材の育
成」

　スクール・コーディネーターの仕事は、情報
提供や調整機能である。情報の共有化や研修等
により、業務の内容充実を図ることで、現在学
校で活躍しているＰTAや地域の方々がより一層
活躍できるように取り組んでいく。また、ス
クール・サポートバンクについては、単独で
データベースを作るのではなく、生涯学習財団
の人材バンク制度や健康部のマイスター登録な
どと連携・活用を図りたいと考える。

② 小学校を核とした子どもとコミュニ
ティの居場所づくり（P52）

近隣の小学校の場を積極的に活用
した居場所づくり（地域の人･親・
ボランティア・専門家などによる
運営）

   

　１９年度より子ども居場所事業は、小学校校
庭開放事業・スポーツ交流会と予算統合とな
り、総合型地域スポーツ・文化クラブ創設への
第一歩を踏み出します。地域の拠点としての学
校施設利用を再構築し、子どもを中心とした地
域住民の居場所づくりを、地域の実情に合わせ
て進めます。ＰＴA・体育指導委員・スクール
コーディネーターなどを中心に居場所を運営す
ることにより、学校を地域の教育力の醸成の場
とします。国が推進する放課後子どもプランな
どの諸制度を有効活用し、学校を核に地域の総
合力を結集したコミュニティの居場所づくりを
目指します。そのために、総合型地域スポー
ツ・文化クラブの活用や、校庭・体育館等を活
用したモデル事業等についても検討していく。

Ⅱ－２－④
「子どもの成
長に応じた支
援」

小学校を活用した子ども
の居場所づくりの趣旨を
盛り込む

地域の教
育力向上
のための
学校との
協働推進
（P51）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

③ 開かれた学校づくりのための学校評議
員制度の改革（P52）

構成枠の工夫（教職員、中学生生
徒、公募区民の参加枠の設定）、
行政による研修の実施などの支援

開かれた学校づくりの趣
旨は盛り込む

Ⅱ－３－③
「家庭や地域
がともに育て
る協働と連携
による教育環
境づくり」

これまでの学校評議員制度を見直し、外部評価
の充実について検討していく。また、公募によ
る委員選出を推進するなど、学校評議員の構成
メンバーについても検討していく。

④ 子どもの教育をよりよくするための開
かれた教育委員会の設置（P53）

委員の選出方法の一部公募化 開かれた学校づくりの趣
旨は盛り込む

Ⅱ－３－③
「家庭や地域
がともに育て
る協働と連携
による教育環
境づくり」

　中央教育審議会地方教育行政部会の指摘にも
あるように、開かれた教育委員会づくりのため
には、教育委員自身が様々な場を通じ、住民の
意向を把握し地域の実情を捉えることや区民と
の対話を積極的に行うことなどが重要である。
　教育委員の公募制は、平成15年8月現在の調
査では、19自治体で導入しいるが、全国では
１％に満たない状況である。区教育委員会とし
て、導入の是非を含めた検討が必要である。
　区教育委員会では、これまでも学校訪問等の
機会を利用して、学校現場との交流を行ってき
ました。今後は、学校長や保護者、児童・生徒
と教育委員が直接対話する機会を設けるなど、
開かれた教育委員会づくりを更に進めていく。

4 ① 自己を知りビジョンを描くための青少
年の能力開発支援（P56）

能力開発のプログラムの提供

② 社会的責任を醸成するための青少年の
社会参画の機会づくり

青少年自らが、社会の問題や自ら
を取巻く環境の課題を発見し、解
決するための方法を模索し、実行
するための計画・実施・検証を行
う機会の提供

青少年の社会的責任を醸
成することについて趣旨
を盛り込む

Ⅱ－４－④
「次代を担う
若者への応
援」

　次世代育成支援計画目標1－２子どもの生きる
力の成長と自立の中で、若者の自立支援として
取組むこととしている。
　区と関わりのある青少年に関する活動をして
いる団体や大学と意見交換等行いながら一緒に
考えていく。

　これまでも、総合的な学習の時間等を活用
し、職業体験や社会人と接する機会等の体験活
動や学校の教育活動全体を通して、発達段階に
応じた望ましい勤労観や職業観を育成するため
の教育を各学校において実践し、その充実に努
めている。また、若者の自立支援についても、
青少年に対する先駆的な活動をしているＮＰＯ
や大学等、区内の資源を活用し、協働しながら
一緒に考えていく。

Ⅱ－４－④
「次代を担う
若者への応
援」
Ⅵ－２－③
「産業を支え
る創造的な人
材の確保と、
雇用の安定」

若者の自立支援の趣旨を
盛り込む

青少年の
自立と社
会参画支
援
（P55）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

③ ニート（ＮＥＥＴ）と呼ばれる青年た
ちへの対応

若者自立支援連絡会の施策の吟味
と検討

若者の自立支援の趣旨を
盛り込む

Ⅱ－４－④
「次代を担う
若者への応
援」
Ⅵ－２－③
「産業を支え
る創造的な人
材の確保と、
雇用の安定」

　次世代育成支援計画目標1－２子どもの生きる
力の成長と自立の中で、若者の自立支援として
取組むこととしている。
　不登校．引きこもり関連の区内ＮＰＯ等と連
携を図りながら、若者自立支援のために何が必
要なのか一緒に考えていく。

5

②

　 　

　現在、実施されている体験学習としては、環
境学習情報センターがコーディネーターとなっ
て「まちの先生」（環境に関する活動を行って
いる団体、事業者等）を紹介したり、環境保全
課職員が学校から要請があるとNＯ2カプセルを
使用した測定調査や、ケナフを使った紙すき体
験などを授業で教えたりするものがある。ま
た、学校ビオトープの推進については平成13年
度から取り組んでおり、小学校及び（独立）幼
稚園を合わせた全32箇所のうち、22箇所におい
てトンボ池に代表されるビオトープの設置を
行った。今後はこれらの活動をさらに推進する
とともに、「環境の保全のための意欲の増進及
び環境教育の推進に関する法律」第8条に基づく
計画等を作成し、学校教育において体系的に環
境学習を進めていくことが必要であると考えて
いる。

Ⅱ－3－③「家
庭や地域がと
もに育てる協
働と連携によ
る教育環境づ
くり」
Ⅳ－１－④
「環境学習の
推進」

地域の協力のもと学校教
育の場において環境教育
を推進する必要性につい
ての趣旨を盛り込む

環境教育の必要性の趣旨
を盛り込む

Ⅳ－１－④
「環境学習の
推進」

　地域の教育力と連携し、農村体験や自然体験
による学習機会の提供を行っている。また、青
少年に「自然体験環境教育プログラム」を提供
することについては、現在、環境学習情報セン
ターの事業に親子で参加する都市と農村の交流
ツアーがある。子どもの生きる力を養うための
参加型体験学習には、今後とも積極的に取り組
んでいく。なお、区が郊外にある里山や山林を
借りて設置する「区民の森」については。今後
の検討課題と考える。

子どもたちに自然や農林業体験機
会を提供する、山村地域の自治体
と提携した農山村訪問交流をPTA
も参加して実施。中山間地域（た
とえば水資源地域）に新宿区によ
る「区民の森」を育成。併せて
「区民の森基金」や「卒業記念植
樹エリア」を設置。全ての子ども
たちの自然体験を保障する。

授業を活用した体験学習の拡充
（ボランティアやスクールコー
ディネーターの協力を得る）。具
体例としては、校内での井戸掘り
体験、雨水タンクの設置による環
境、水資源、災害対策学習の実

施。No2カプセルの使用、校内の
落ち葉を使った堆肥づくり、ビオ
トープを全面的に設置し、コスト
をかけない体験学習の実施

①

学校教育における環境教育体験学習の
導入（P61）

青少年を中心とした「自然体験環境教
育プログラム」の提供と「区民の森」
育成

環境教育
を推進す
るまち
（P59）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

④ 「新宿○○地域情報センター」の設置
による地域（まち）・文化・環境情報
の発信

環境への理解を促進するため、
「環境学習」をテーマとしたハイ
キングコースを設定する。新宿ま
ち歩き支援センターを地域情報セ
ンター内に設置し、まち歩きに有
益な情報を提供するほか、ガイド
の実施、環境教育インストラク
ターの養成等をおこなう。

環境教育の推進の趣旨を
盛り込む

Ⅳ－１－④
「環境学習の
推進」

　環境情報の発信については、既に環境学習情
報センターがその拠点として機能しだしてお
り、今後さらにセンターの機能を充実させてい
きたいと考えている。
　また、環境学習情報センターにおいて、環境
教育の説明ができるインストラクターの紹介も
している。

⑤ 市民参加による「環境保全ボランティ
ア制度」の創設（ボランティア養成・
活動）

環境ボランティア制度を創設し、
区として社会で認証される仕組み
と位置づけを明確化する。参加実
績に応じてボランティアリーダー
などを指導者として任用。

環境保全に取組む人材の
醸成の趣旨を盛り込む

Ⅳ－１－③
「地球環境に
配慮する取組
みの推進」

　環境保全に関するボランティア制度は、目的
別に制度を設けて、それぞれの分野でボラン
ティアのスキルアップを図るべきだと考えてい
る。現在、路上喫煙対策協力員制度とエコライ
フ推進員の制度がこの趣旨にあった制度といえ
る。　今後は、エコリーダー養成講座の修了生
などをボランティアとして一層活用していきた
い。

環境教育の推進の趣旨を
盛り込む

Ⅳ－１－④
「環境学習の
推進」

　地域センター等の既存施設を活用して「環境
改善センター（仮称）」を開設することについ
ては、既に「地区協議会」において環境に取り
組んでいる地域が多いことから、「協働」の取
り組みの中で進めていくべきものと考える。集
合住宅に対する環境インストラクターの訪問巡
回サービスプログラムの導入については、住民
が自主的に環境保全の意識を醸成させ合意形成
をすることを待って導入し、区としてはエコ
リーダー養成講座や「エコライフ推進員」制度
などの充実によって人材育成をする役割がある
と考えている。
　また、２０年度に予定しているごみ分別方法
の変更と容器包装プラスチックの資源回収に当
たっては、広報媒体での周知はもとより、地域
や集合住宅等でのきめ細やかな分別・排出指導
を実施する。なお、自転車マナー教育プログラ
ムについては、現在、保育園児・小学校児童・
高齢者グループ等を対象に交通安全教育や講習
会を実施している。自転車運転者の講習の義務
化も含めて、交通安全教育のあり方を検討して
いく。

③ 既存施設を活用する。近隣（地域
住民、企業、商店など）を主体と
するボランティアリーダーが常駐
し、まちづくりを支援。近隣を核
とした地域ごとのごみ分別学習会
等の開催。集合住宅の所有者、管
理人に対して入居者へのゴミ排出
方法の講習を実施。集合住宅に対
する環境インストラクター訪問巡
回サービスプログラムの導入。自
転車マナー教育プログラムを運営
し、区内で自転車に乗るためには
講習を受けることを義務づける。

地域単位に「環境改善センター（仮
称）」を開設し、環境改善に向けたコ
ミュニティセンター的な役割を設定
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑥ ボランティア活動に対するエコマネー
制度の導入

ボランティア活動に参加した人
（企業、商店も含む）がエコマ
ネーによる「参加ポイント制」な
どの特典を受けられるような制度
を導入。協力者である公共施設や
企業、商店でエコマネーを利用で
きる環境を創る。エコマネーによ
るボランティア基金制度を創設す
ることで「区民の森」育成の資金
源とする。

ボランティア活動により
環境を守っていくため、
企業や区民の意識を高め
るしくみの必要性につい
ての趣旨を盛り込む

Ⅳ－１「環境
への負荷を少
なくし、未来
の環境を創る
まち」

　ボランティア参加者へのエコマネーによる参
加ポイント制度については、広くボランティア
活動に対するインセンティブを目的とした制度
として検討するべきと考える。現在、環境学習
情報センターで行っている、センター事業参加
者などに与える「エコポイント」は今後も継続
していく。
　既に新宿区内の商店街の中には、お祭りの際
などにエコマネー制度を自主的に取り入れてい
るところがあるが、これは購買のインセンティ
ブとして取り入れているものであり、ボラン
ティアのインセンティブを目的とした地域通貨
の導入については今後の検討課題である。

⑦ 具体的な活動の場の設定 新宿区立環境学習情報センターの
情報発信機能と連携し、①～⑥の
具体的な活動の場を設定し、行動
を始める。

環境学習情報センターの
内容充実の趣旨を盛り込
む

Ⅳ－１－④
「環境学習の
推進」

　環境学習情報センターをまさにその「活動の
場」と考えており、また、各特別出張所・地域
センターも具体的な活動の場として利用されて
いる。今後いっそうの利用促進を図っていきた
いと考えている。

6 ① 子育ての連続性・多様性に対応するた
め、運営主体を越えた現実的な連携の
促進（P65）

児童館・幼稚園教諭・保育士・子
ども相談等の関係者が、地域で子
どもの育ちを見届けるための行政
内部の施設や担当者間の協働・改
革（人事異動面での配慮）、行政
の縦割り管轄・年齢別の縦割り・
地域ごとの組織の縦割りなどの解
消

子育てを地域で連携して
いくことについての趣旨
を盛り込む

Ⅱ－2－①「地
域で安心して
子育てができ
る新たなしく
みづくり」

　 　 　

② 必要なところに必要な情報やサービス
が平等に届くため、子どもに関する管
轄の統一

子育てや子どもに関する情報を一
元的に集約する『（仮称）子育て
情報課』の設置、子どもの利用の
多い公園における子育て専用情報
掲示板の設置

　 　 　

　 　 　

　子どもと家庭への支援を総合的、かつ、効果
的に推進するために「子ども家庭サポートネッ
トワーク」を開催している。保健・医療、福
祉、教育等の連携を強化し、支援体制の充実を
図っている。また、新宿区子育てひろば実施要
綱に基づき、子育て関連の行政機関、教育機関
及び民生委員・児童委員、スクールコーディ
ネーター等との連携を図り、地域の子育て支援
を推進するために「子育て支援担当者連絡会」
を開催している。今後より実効性を図るため、
人事異動における配慮も含めて検討は必要と考
える。

　こども関連の組織については、連続した関わ
りの必要性から、その設置について今後検討し
ていく。子育て専用情報掲示板の設置について
は、公園の占用許可により設置は可能である
が、情報の更新及び管理等も含めて検討してい
く。

Ⅰ－１－③
「参画と協働
のための情報
提供の充実」
Ⅰ－３－①
「参画協働に
対応した柔軟
な行政組織体
制の構築」

情報提供の充実と区民の
生活に即した行政の組織
体制の趣旨を盛り込む

子育ての
社会化と
子育てを
核とした
地域づく
り
（P63）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

③ 地域で子育て子育ち支援するボラン
ティアやNPO（以下支援団体）との
積極的な連携

行政施設や資源の提供（柔軟な施
設運営）、職員との人材交流の促
進、施策・サービス・助成等に関
する積極的な情報提供、施策立案
（計画）段階からの意見聴取機会
の確保、自立・継続的な活動のた
めの人材・資金面での援助

　 　 　

④ 保護者のつながり作りへの積極的な支
援（P66）

保護者の地域参加や、区民の活力
アップ、親の社会力アップに向け
た、「保育園の父母会」や、「幼
稚園のPTA」、「学童クラブの父
母会」を対象とした児童館職員や
学校教員による積極的な活動支援

　 　 　

⑤ 子どもが豊富な体験･経験をする育ち
の場（居場所）づくり

公園、路地裏や商店街の一角、学
校その他の跡地、個人の住宅、マ
ンションや企業の会議室…など、
多様な子どもの居場所づくり（外
国籍の親子の情報交換の場所や、
多国語の環境のひろばや職業体験
など、地域ごとのニーズにあった
形）

　 　 　

⑥ 新宿に育つ子どもが豊富な体験･経験
ができる生活環境づくり

建物の配置、道路の舗装や街路
樹、植込み、路地等環境整備のあ
り方を地域で子どもを育む視点か
ら見直し改善する。また、子ども
の利用が多い公園をモデル公園と
して指定し、土や草や木や虫など
身近な自然と触れ合える公園づく
りを行う。

　 　 　

　区内で活動しているNPO法人については、
NPO活動資金助成の制度がある。今後NPO活動
資金助成については拡充を図っていきたい。ま
た、NPOのネットワークのなかで人材面や資金
確保のためのノウハウについても相互支援でき
るような仕組みを考えていきたい。また、子育
てに関連する団体等に対しては、委託事業又は
補助金事業として対応していく。今後も必要な
支援をしていく。

Ⅰ－１－②
「協働の推進
に向けた多様
な主体への支
援とネット
ワーク化」
Ⅱ－２－①
「地域で安心
して子育てが
できる新たな
しくみづく
り」

　教育委員会では、社会教育指導員を配置して
幼稚園・小学校・中学校のＰＴＡ活動を積極的
に支援している。個々のＰＴＡ活動だけでな
く、幼・小・中ごとのＰＴＡ連合会・協議会を
支援し、横のつながりを推進している。
　また、小学校の入学前の機会を捉え、協働体
験を行うなど幼稚園と保育園の保護者の連携に
取り組んでおり、幅広いネットワーク作りを今
後も進めていく。
　保護者の地域参加や区民の活力アップ、親の
社会力アップに向け、保護者の学習活動等に対
して協力していく。

　保育園の跡施設を活用し、子どもの居場所や
世代間交流を展開している。このように多様な
社会資源を有効に活用し、子どもの居場所づく
りを推進していく。外国人に対しては、外国語
版生活情報紙、外国語版広報紙、外国語版文
化・生活情報等ホームページにより情報提供を
行っている。今後は、区が開催する日本語教室
においても日本の生活習慣やマナーを身につけ
ることができるように工夫し、充実させてい
く。また、外国人の子どもの日本語習得や教科
学習についても、区として支援できるよう取り
組みを進めていく。

Ⅱ－２－④
「子どもの成
長に応じた支
援」

子育てを支援するNPO等
との連携についての趣旨
を盛り込む

子どもの居場所確保、人
にやさしい道路等の整備
の趣旨を盛り込む

Ⅱ－２－④
「子どもの成
長に応じた支
援」
Ⅳ－３－④
「だれもが自
由に行動でき
る都市空間づ
くり」

　建物、道路及び公園については、従来から子
どもの目線にも配慮しながら整備を進めてき
た。
　今後も、子どもを含め誰にとっても分かりや
すく、使いやすい建築物等にすることが重要で
ある。建築物等へのユニバーサルデザインにつ
いて検討していく。

地域における子育て支援
サービスの充実の趣旨を
盛り込む

子どもの居場所確保の趣
旨を盛り込む

Ⅱ－２－①
「地域で安心
して子育てで
きる新たなし
くみづくり」
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑦ 子どもの育ちの場を見守る地域の人材
づくり

居場所づくりの支援や他機関との
連携、問題解決を行なうソーシャ
ルワーカーのような「（仮称）居
場所ファシリテーター」の養成・
配置、多世代のつなぎ役、障がい
児や外国籍の子どもをサポートす
る専門的な知識や通訳などの技能
を持つスタッフの養成

子どもの育ちを見守る地
域人材づくりの趣旨を盛
り込む

Ⅱ－２－①
「地域で安心
して子育てで
きる新たなし
くみづくり」
Ⅱ－２－④
「子どもの成
長に応じた支
援」

　子育てに関する地域との連携及び調整等をお
こなうためのソーシャルワーク業務を行う職員
を各児童館に配置している。また、子育て仲間
づくりサポーター養成講座を榎町児童センター
の事業として行っている。また、西落合三世代
交流モデル事業として、18年度にワークショッ
プをおこない、21年度実施を目指し検討をおこ
なっている。

7 ① 国際都市新宿にふさわしく、子育て情
報を多言語で提供していく

区民ボランティアの育成、活用に
よる日本人住民と外国の言葉を持
つ住民との交流・相互理解の促進

　 　 　

② 出産直後に初めての土地や育児に戸惑
わないため、妊娠中から地域の情報や
先輩からの育児の学びの機会をさまざ
まな形で提供する

伝承したい育児情報を伝える情報
誌(おせっかい本)の発行(多言語で
の発行)、『はじめの一歩助っ人
(仮称)』(地域住民による子育て支
援ボランティア)の養成と活動の推
進、地域住民が参画する出産前の
親教室の充実（曜日・回数等）

　 　 　

③ 出産直後から2歳までの育児負担の大
きい時期の訪問育児支援･訪問相談を
充実させる

産後ヘルパー利用の一定回数無料
化、産後ヘルパー支援が受けられ
る期間の延長、訪問育児支援サー
ビスの２歳児までの延長、訪問支
援や相談体制の充実

   

母子保健も含めた子育て
に関する支援という趣旨
を盛り込む

Ⅱ－２－①
「地域で安心
して子育てが
できる新たな
しくみづく
り」

Ⅱ－２－①
「地域で安心
して子育てが
できる新たな
しくみづく
り」

子育てに対する外国人へ
の支援の趣旨を盛り込む

Ⅱ－２－③
「特別な支援
を必要とする
子どもや家庭
への支援と自
立促進」
Ⅲ－２－⑤
「外国人と日
本人がともに
くらしやすい
まちづくり」

　日本語学習の支援によりコミュニケーション
の円滑化を図るとともに、外国語版生活情報
紙、外国語版広報紙、外国語版文化・生活情報
等ホームページにより、外国人に対して地域活
動などの情報提供を行っている。また、区民と
の協働により子育て情報ガイドも作成した。今
後は、日本人と外国人の交流の場である「しん
じゅく多文化共生プラザ」のさらなる利用を促
進し、外国人の地域活動への参加を呼びかけて
いく。

地域で子育てに関する支
援を行っていく必要性に
ついての趣旨を盛り込む

　育児情報誌の発行については、区民との協働
により発行した。地域住民による子育て支援ボ
ランティアの養成と活動の推進については、既
に子育て仲間作り事業、ファミリーサポート事
業を実施している。また、サポート養成講座へ
の講師派遣や児童館・子育て支援センターでの
出張育児相談等も実施していく。
　今後は仕事等の事情により参加できない方に
対する情報提供の方法等について検討し、妊
娠・出産・育児に関する基礎的かつ具体的知識
の普及の充実を図る。

　育児支援家庭訪問事業として、産後２ヶ月ま
でヘルパー支援が受けられる産後支援と18歳ま
での養育不安に対応した養育支援を実施してい
る。また、訪問育児支援・相談では、委託助産
師による生後２か月までの新生児訪問を実施し
ている。また月齢等によらず必要に応じて、保
健センターの保健師が継続的な相談や保健指
導・家庭訪問を行っている。出生後の転入者に
ついても乳幼児健診等の機会を活かし支援の必
要性の把握に努めている。

母親、父
親とし
て、働く
者とし
て、地域
人として
の多様な
生き方設
計支援
（P69）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

④ 地域に頼るだけでなく、保護者当事者
が子どもの成長とともに子育て支援の
担い手として、地域で循環していく仕
組みづくりをつくる（P72）

保護者当事者が主体となった子ど
もの遊びと子育ち･親育ちに関する
ワークショップの実施（企業や地
域の先輩を巻き込み）、教育委員
会などを通じたしつけ等をテーマ
とした親向け講習会の実施と区に
よる活動支援(会場・経費・広報な
ど)

　 　 　

⑤ 多様な生き方を認め合い、選択を考え
られるための生涯学習の機会を提供
（P73）

育児に関心の薄い父親向けのワー
クショップや学習会の実施、勤労
者、退職者などを対象とした地域
人として活動するための講習会の
実施、ワーク・ライフ・バランス
をテーマとした住民、企業向け講
座の開催

　 　 　

　 　 　

⑥ 子育てを重点に取り組みたい専業主婦
の社会活動参加のための支援

手軽な料金と気軽な手続きで一時
保育を頼める先の確保、将来的に
就職したい専業主婦のための資格･
技能取得支援(情報提供･研修な
ど)、子育てサークル活動や･子育
て支援サービス･介護訪問ヘルパー
活動など有償ボランティア活動の
紹介の充実

　 　 　

　子育ては第一義的には保護者が行うものであ
り、ＰＴＡが主体となる家庭教育学級・講座に
おいても保護者が課題を検討する過程での気づ
きを促している。また、子育てひろば事業の啓
発活動として、各児童館において講座を開催し
ている。なお、子ども家庭支援センター、地域
子育て支援センター、つどいのひろばゆった
りーのでも講座講習会等を実施している。今後
も「親の教育力」向上支援を目的に、より多く
の保護者を対象とした取り組みを行っていく。

　地域に生きる様々な人々が、共に地域の課題
を考え、活動していくために、関係各課及び新
宿区生涯学習財団等との連携を図りながら検
討・実施していく。多様な就労状況にある保護
者に対して、日時やプログラムを工夫し、参加
しやすい学習の機会を提供する。また、乳幼児
を持つ親子が利用しやすいように、子ども家庭
支援支援センターや「ゆったりーの」では土曜
日、地域子育て支援センターふたばでは日曜
日、榎町児童センター乳幼児スペースは土日祝
日も開館し、交流や相談ができるようにしてい
る。
　また、次世代育成支援計画の中で家庭・地域
の子育て力・教育力の向上として位置づけてい
る。企業への働きかけとして、男女共同参画状
況と次世代育成に関するアンケートを実施し、
働き方の見直しなどの啓発を行うとともに、区
民に対しても男女共同参画啓発講座やワーク・
ライフ・バランスに関する講座の開催、意識啓
発のための情報提供など、具体的な取組みを
行っていく。

　一時保育については、一時保育事業やファミ
リー・サポート事業を実施し対応している。17
年度、子育て中の女性を対象に、再就職支援講
座を実施したが、18年度はハローワーク等と連
携して講座を企画し、就職活動に結びつけられ
るよう、より実効性のある内容にする予定であ
る。

Ⅱ－２－①
「地域で安心
して子育てが
できる新たな
しくみづく
り」
Ⅱ－３－③
「家庭や地域
がともに育て
る協働と連携
による教育環
境づくり」
Ⅱ－４－①
「生涯にわた
り学習・ス
ポーツ活動な
どを楽しむ環
境充実」
Ⅱ－４－②
「生涯学習活
動を推進する
地域人材の育
成」

Ⅱ－２－①
「地域で安心
して子育てが
できる新たな
しくみづく
り」

家庭の教育力の向上と子
育てを支援する担い手づ
くりの趣旨を盛り込む

子育てに関する学習の機
会提供の趣旨を盛り込む

社会活動参加の機会を支
援する必要性についての
趣旨を盛り込む
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対応状況等 法令等により困難な事項

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑦ 就労中の親も地域活動･地域生活に取
組みやすくするための支援（P73）

PTAや健全育成などの地域活動の
実施日の検討、区や企業による夕
方から土･日に使える施設や会議室
などの提供、企業ボランティアに
よる参加者の子どもの一時保育支
援（区からの協力依頼）

　 　 　
⑧ 子どもをたくさん生み育てたい人が、
もう一人いても大丈夫と子育て支援策
を実感できる、医療や教育面での経済
的な支援

公立･私立幼稚園の保育料保護者負
担一律化、乳幼児医療費補助制度
の対象年齢の拡大

　 　 　

　 　 　

　幼児期は、生涯にわたる人間形成の基礎が培
われる重要な時期であり、幼稚園、保育園、家
庭内で育つすべての就学前の子どもに充実した
幼児教育の機会を確保することが求められてい
る。
　公立・私立幼稚園の保護者に対する公私格差
是正を図るため、私立幼稚園の保護者に対し
て、保育料等の助成を行っているが、幼稚園保
育料は、公私立の格差が全国平均で３倍程度、
新宿区でも２倍～４倍程度となっており、公私
格差の抑制は課題であると認識している。ま
た、この課題については、公立幼稚園の保育料
のあり方、保護者への負担軽減のあり方、私立
幼稚園への運営補助のあり方等を組み合わせた
検討が必要である。
　現在、区教育委員会では、「幼児教育のあり
方検討会」を設置し、幼児教育の今後の基本的
な方向性を審議しており、保育料の公私格差に
ついても、テーマの一つとしている。
　乳幼児医療費助成制度については、中学生ま
で対象の拡大を図る。
平成18年度から中学生を対象とした「新宿区児
童手当」を新規事業として開始したが、子育て
家庭への経済的支援については、国や都の役割
も踏まえながら、出産や子育てへの誘引となる
効果的な施策について、医療や教育面も含めた
検討を今後も継続する。

　青少年育成会活動は、土、日も行っており、
施設についても、夜間、土、日の貸し出しも
行っている。PTA活動も、平日の昼間だけでな
く、活動内容に応じて、土、日も行っている。
　なお、自主的な活動の場合の一時保育につい
ては、保育ボランティアを利用するなど、活動
する中で自助・共助で行うことが基本であると
考えている。

Ⅱ－２－②
「仕事と家庭
生活との両立
支援」

子育ての負担感を軽減す
る趣旨を盛り込む

Ⅱ－２－①
「地域で安心
して子育てが
できる新たな
しくみづく
り」
Ⅱ－２－②
「仕事と家庭
生活との両立
支援」

仕事をしながら子育てを
している人が地域活動に
参加できるように支援す
る必要性についての趣旨
を盛り込む
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対応状況等 法令等により困難な事項

Ⅱ 8 ① 基本的な考え方 「誰でも、いつでも安心して介護を
受けられる新宿」の実現は簡単では
ないことは理解しているが、「国・
都の制度だから」「前例がないか
ら」といって終わらせるのではな
く、実現する方向で行政と住民が一
緒に考えていくことが重要
また、緊急度、優先度の高いもので
あれば、次期基本計画期間内に実施
ということではなく、今すぐにでも
取り組むことが必要

個々具体的な項目というこ
とではなく、事業実現にあ
たっての、行政・区民の心
構えとして受けとめる。

左記趣旨である
ため、計画全体
としてうけとめ
ていく

 18年３月に策定した「新宿区高齢者福祉計画・第３
期介護保険事業計画」は、区民の声を聞くと共に、提
言にある「誰でもいつでも安心して介護を受けられ
る」ことを計画の基本理念の一つとして策定したもの
である。また、施策の緊急度、優先度についても財政
状況を勘案しながら計画に織り込んでいる。今後も必
要なサービスについては、前例にとらわれることなく
検討していく。

② 家族介護者への支援 介護者の負担を軽減するため、情報
交換の場の設置や経験者のネット
ワーク構築を通じ、精神的なサポー
トや経済的支援を実施する

   

③ 在宅と施設の連携 介護が必要になっても住み慣れた地
域で生活できる環境を整備するた
め、入居型施設等の整備や土地・施
設の有効利用を進める

  

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

Ⅲ－１－①
高齢者とその家
族を支えるサー
ビスの充実

「住み慣れた地域の中で生
活し続けることが出来るよ
う必要とされる介護サービ
スの充実、基盤整備を取り
組む」という趣旨で盛り込
んでいる。

基本施策を「高齢者とその
家族を支えるサービスの充
実」という形で施策名の中
に「その家族」という言葉
を示すとともに、その施策
の中で、「介護を行う家族
が抱えるさまざまな身体的
精神的負担を軽減する」と
いう趣旨で、はっきりと家
族介護者への支援を強く打
ち出す。

Ⅲ－１－①
高齢者とその家
族を支えるサー
ビスの充実

  現在家族介護者交流事業を区主催と自主グループが毎
月交互に実施している。介護疲れを取る体操教室や観
劇等の元気回復事業と参加者の交流（情報交換・ピア
カウンセリング）を目的とした茶話会との組み合わせ
により、家族介護者の身体的・精神的負担の軽減と支
援を図っている。また地域の包括支援センターも合わ
せて年間20～30回程度の家族介護者教室を開催し、
家族介護のサポートをしている。

  家族介護者が外出する時のヘルパー派遣
や相談機能の充実など人的、制度的支援が
あり、経済的支援は現状では検討していな
い。

  平成17年に登録制度が開始された、国土交通省所管
の「高齢者専用賃貸住宅」は、一定の要件を満たした
場合、介護保険上の特定施設入居者生活介護の対象施
設となり得ることになったため、今後、制度の研究
と、情報提供に向けた取組みを検討する。
  また、介護保険制度の開始時から、区有地の活用や補
助金の交付により、介護老人保健施設（定員350人
分）、特別養護老人ホーム（773人分）、グループ
ホーム（定員75人分）等の整備が進んだ。さらに、百
人町四丁目の国有地を活用して、定員100人分の特別
養護老人ホームの整備を進めている。今後は、住み慣
れた地域で暮らし続けられるようにするため地域密着
型サービスの整備を進めていく。

ひとをはぐ
くみ、ここ
ろ豊かにく
らせるまち
（P39）

誰でも、い
つでも安心
して介護を
受けられる
新宿
（P75）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

④ 公的介護サービスの改善 介護サービスに係る費用負担の軽減
やより利用しやすいサービスへの制
度改善を図るとともに、介護保険制
度に関する区民の理解の促進、福祉
担当職員の専門性の向上に努める

「必要とされる介護サービ
スが利用しやすい状態に整
備する」と捉え、「住み慣
れた地域の中で生活し続け
ることが出来るよう必要と
される介護サービスの充
実、基盤整備を取り組む」
という趣旨で盛り込んでい
る。

Ⅲ－１－①
高齢者とその家
族を支えるサー
ビスの充実

  低所得者への対応として、利用料の自己負担額の軽
減、通所介護の食費の助成など行っている。介護保険
制度はともに支えあう社会連帯のしくみとして、法令
に基づき運営するものであるが、制度の普及や介護保
険事業計画の策定などにあたっては、地域説明会、パ
ブリックコメント、介護モニター、広報しんじゅくな
どを通じ広く情報を公開し、意見聴取を行っている。
さらに適正な制度運営を行なうため、職員の専門性の
向上を図っていく。

⑤ マンパワーの強化に向けて 介護サービスの質を向上させるた
め、ケアマネジャー等の研修、労働
環境等のチェック、第三者による
サービスの監視・評価・勧告を行う
体制等を整備する

「介護サービスの充実」と
捉え、「住み慣れた地域の
中で生活し続けることが出
来るよう必要とされる介護
サービスの充実、基盤整備
を取り組む」という趣旨で
盛り込んでいる。

Ⅲ－１－①
高齢者とその家
族を支えるサー
ビスの充実

 　制度施行後6年を経て、サービスについては量の拡
大が図られたが、質の向上も大きな課題である。サー
ビスの質の向上及び適正利用の促進を図るため、この4
月から保険者機能が強化されたことに伴い、体制の整
備を行い介護サービス事業者への指導検査を実施して
いる。第三者評価については、都制度による福祉サー
ビス第三者評価受審費用助成を行い制度の普及を図っ
ている。また、介護サービス事業者協議会を通じ、研
修会などを実施し、事業者自身による質の向上を促し
ている。

⑥ 健康増進、介護予防への取組みの促
進

区民の健康増進や早期の介護予防に
取り組むため、啓発活動の実施、健
康の維持・管理及び指導者・運営者
づくりを行うための体制整備を進め
る

Ⅱ－５－①の中では、「一
人ひとりの健康づくりを支
える体制を充実する」とい
う、Ⅲ－１－①の中では
「暮らしの中で健康維持・
介護予防が気軽にできる環
境を整備する」という、Ⅲ
－１－②の中では「地域社
会が、さまざまな境遇にあ
る人を支えることができる
よう体制を整備し、その支
援を行う」という、趣旨で
それぞれ盛り込んでいる。

Ⅱ－５－①
一人ひとりの健
康づくりを支え
る取組みの推進
Ⅲ－１－①
高齢者とその家
族を支えるサー
ビスの充実
Ⅲ－１－③
住み慣れた地域
で支え合うしく
みづくり

　いつでもどこでも気軽に参加できるウオーキングの
普及、いつでもご利用可能な健康増進プログラムを開
催している元気館の運営、さらに保健センターによる
「若返り講座」を全地域センターを拠点とし実施する
など、健康づくりや介護予防に対する区民意識の向上
に努めている。
　医療機関や区民健康センターで健康診査を実施し、
生活習慣病の早期発見・早期予防を図っている。平成
18年度からは、健康診査の中で生活機能評価を実施
し、介護予防が必要と判断された方に対しては改善目
標に向け作成するケアプランに基づき、介護予防教室
への参加につなげている。
　高齢者が歩いていける距離に設置していることぶき
館についての一層有効な活用方法や、地域の方々が
サービスの担い手として主体的に活動できる仕組みづ
くり等について検討している。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑦ 介護に関する情報提供の仕組みの改
善

介護に関する啓発活動や情報提供の
実施、介護に関する情報交換や交流
の場の設置

「介護を支える体制の整
備」と捉え、Ⅲ－１－①の
中では「住み慣れた地域の
中で生活し続けることが出
来るよう必要とされる介護
サービスの相談体制の整備
に取り組む」という、Ⅲ－
１－②の中では「地域社会
が、さまざまな境遇にある
人を支えることができるよ
う体制を整備し、その支援
を行う」という、趣旨でそ
れぞれ盛り込んでいる。

Ⅲ－１－①
高齢者とその家
族を支えるサー
ビスの充実
Ⅲ－１－③
住み慣れた地域
で支え合うしく
みづくり

要介護状態になる以前の者に対する介護教育・啓発活
動は、地域包括支援センター中心に行っている。また
情報交換、交流の場所については、今後の高齢者施設
のあり方を検討する中で考えていく。区独自のケーブ
ルテレビについては、費用対効果を十分勘案する必要
がある。

⑧ 地域交流の活性化 身近な地域における交流をコーディ
ネートする役割を果たす人材の育
成、民生委員と高齢者をつなぐため
の取組みの検討

「地域社会が、さまざまな
境遇にある人を支えること
ができるよう体制を整備
し、その支援を行う」とい
う趣旨で盛り込んでいる。

Ⅲ－１－③
住み慣れた地域
で支え合うしく
みづくり

　これから地域に帰る団塊の世代は、地域の担い手と
してぜひ活躍してほしいと考えている。今後、「高齢
者社会参加システム協議会」の検討結果を踏まえ、地
域を担う人材の発掘や地域リーダの養成講座などに積
極的に参加してもらい、地域での活動につながるよう
考えていきたい。

9 ① 基本的考え方（P85）

　 　

高齢者の社会参加の基本的
考えととして受け止める。
具体的内容については、以
下の小項目の中で対応す
る。

　身近な地域の活動拠点の確保や情報提供等について
は、ことぶき館の再構築を検討する中で結論を出して
いく。また、高齢社会を迎え、熟年期をいかに豊かに
過すかが重要になっている。特に団塊の世代が、近い
将来定年を迎えるが、その多くは就労継続の意向を持
つ一方、より豊かな第二の人生を求めて地域活動にも
目を向けつつある。このため、高齢者の豊かな経験、
知識や技術を就労や社会貢献活動に活かすことが出来
るよう、また同時に、高齢者が出来るだけ長い期間元
気でいられるよう、様々なメニューを検討し、支援す
る。
　また、新たな人材の人材発掘とコミュニティリー
ダーの養成については、第四次実施計画において重要
項目にも掲げられているように、重要な課題と捉えて
いる。１７年度から新たな取り組みとして、そのよう
な人材発掘と分野を超えたトータルコーディネターの
養成を目的とした連続的な講座を開催し、今年度も更
に拡充した講座を開催していく。また、そこで受講し
た受講生を地域での活動の担い手として結びつけるた
めの仕組みづくりを考えたい。
　地域センターについては、平成18年度から、利用時
間（区分）の細分化や休館日の削減などの改善を図っ
ている。

◆身近な地域の活動拠点の確保(既
存施設の有効活用を含めて)考える
こと。
◆活動する時に必要な情報の提供や
相談しやすい環境を整えること。
◆仲間作りや活動をコーディネート
できる人材の育成を進めること。
◆健康な暮らしを自ら心がけるとと
もに率先して実践するように努める
こと。
◆自己実現を図るためにボランティ
アや社会貢献活動に積極的に参加す
ること。
◆「団塊の世代」の参加を中長期ビ
ジョンで考えて人的交流を進めるこ
と。

「生きが
い」は誰も
が居場所や
役割を持て
るまち”新
宿”から
（P83）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

② 身近な地域の施設や活動拠点を増や
す取組み

身近で気軽に利用できる小さな施設
を増やすこととし、柔軟に気楽に利
用でき、それぞれの地域の特性に
あった活動拠点のあり方の検討

　 　 　

③ 高齢者のＩＴ利用に力を入れる
（P85）

教室の開催など高齢者に対するＩＴ
利用の普及

　 　 　

④ 「生きがい」は、基盤となる経済支
援情報の提供・相談から

「生きがい」の視点を加味した高齢
者の雇用情勢や経済支援に関する情
報、相談への対応の充実

「一人ひとりの希望や経
験・能力にあった活動がで
きるよう、社会参加活動・
起業等への相談や、地域活
動への参加の機会づくりと
いった支援を行なう」とい
う趣旨で盛り込んでいる。

Ⅲ－２－①
高齢者の社会参
加、自己実現の
機会の提供

　高齢者の自立的な就労・就業機会の確保のため、新
宿区社会福祉協議会（高年齢者就業支援への助成）や
新宿区シルバー人材センター（新宿区シルバー人材セ
ンター運営助成）へ支援している。求人と求職者のミ
スマッチング状況がみられるが、一定の成果をあげて
いるため、継続する。

⑤ 仲間づくりの核となる地域のコー
ディネーターやリーダーの育成

地域の仲間づくりの支援に向けた魅
力のあるリーダーの育成や各機関の
役割の明確化、施設や活動拠点の活
発化に向けたコーディネーターとし
ての人材の育成

「一人ひとりの希望や経
験・能力にあった活動がで
きるよう、社会参加活動・
起業等への相談や、地域活
動への参加の機会づくりと
いった支援を行なう」とい
う趣旨で盛り込んでいる。

Ⅲ－２－①
高齢者の社会参
加、自己実現の
機会の提供

　「新宿区高齢者社会参加システム協議会」を設置
し、団塊の世代が地域に帰ってくることを踏まえ、こ
れらの豊かな知識と経験を持つ高齢者がそれぞれの状
況に応じて、参加しやすく、能力が発揮できる社会参
加システムの構築を検討してきた。この検討結果を踏
まえ、これらの高齢者が仲間づくりの核となる地域の
コーディネーターやリーダー等、地域の担い手として
活躍するための養成講座等を実施する。

Ⅲ－２－①
高齢者の社会参
加、自己実現の
機会の提供

Ⅲ－２－①
高齢者の社会参
加、自己実現の
機会の提供

「個々人の希望・能力に
あった活動が気軽にできる
環境づくり」と捉え、「一
人ひとりの希望や経験・能
力にあった活動ができるよ
う、社会参加活動・起業等
への相談や、地域活動への
参加の機会づくりといった
支援を行なう」という趣旨
で盛り込んでいる。

「一人ひとりの希望や経
験・能力にあった活動がで
きるよう、社会参加活動・
起業等への相談や、地域活
動への参加の機会づくりと
いった支援を行なう」とい
う趣旨で盛り込んでいる。

　第二次行財政改革計画では、施設のあり方の見直し
として、地域の集会室施設の集約化と多機能化に取り
組んでいる。
「多角的な施設活用等により、区民利用の拡充を図る
もの」という施設のあり方の見直しの視点を次期構想
や計画へ盛り込み、、次期行財政改革計画において、
施設の有効活用を図っていきたいと考えている。その
際、施設が多すぎると設置・運営コストを押し上げる
などの弊害があり、適正な施設配置レベル（数または
密度）を考慮することは、検討に値するものと考えて
いる。

　社会福祉協議会やシルバー人材センターで高齢者を
対象にパソコン教室を行っている。また、生涯学習財
団やビズ新宿パソコン教室においても区民を対象に実
施している。教室の開催については、これらの実施状
況等を踏まえ検討する。

27



【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑥ 生きがいづくりは、生涯を通じた、
心と体の健康づくりから

高齢者が気軽に行けるような身近な
地域の居場所づくり、たまり場づく
り

「高齢者の健康増進」と捉
え、Ⅱ－５－①の中では、
「一人ひとりの健康づくり
を支える体制を充実する」
という、Ⅲ－１－①の中で
は「暮らしの中で健康維
持・介護予防が気軽にでき
る環境を整備する」という
趣旨でそれぞれ盛り込んで
いる。

Ⅱ－５－①
一人ひとりの健
康づくりを支え
る取組みの推進
Ⅲ－１－①
高齢者とその家
族を支えるサー
ビスの充実

　高齢者のための活動施設として、ことぶき館が21館
ある。今後は、ことぶき館の再構築を検討するにあ
たって、第二次行財政改革計画の年齢制限を緩和し、
高齢者を支援するボランティアも利用できたり、より
多くの区民が交流できる施設として多目的に活用する
方向で考えていく。

⑦ ボランティア、社会貢献活動を促す
心理的サポートの充実

老いも若きも一人ひとりが皆を支え
る気持ちを持つ社会の形成

「ボランティア・社会貢献
活動への参加を促す体制づ
くり」と捉え、Ⅲ－１－③
の中では「地域社会が、さ
まざまな境遇にある人を支
えることができるよう体制
を整備し、その支援を行
う」という、Ⅲ－２ー①の
中では「一人ひとりの希望
や経験・能力にあった活動
ができるよう、社会参加活
動・起業等への相談や、地
域活動への参加の機会づく
りといった支援を行なう」
という趣旨でそれぞれ盛り
込んでいる。

Ⅲ－１－③
住み慣れた地域
で支え合うしく
みづくり
Ⅲ－２－①
高齢者の社会参
加、自己実現の
機会の提供

　ボランティア活動の支援や福祉教育を通じて、参加
と協働による福祉を推進する。社会福祉協議会のコー
ディネート機能を生かし、ボランティア・NPOと協働
して地域における支えあいのネットワークを構築する
ため、今後も継続する。

⑧ 「団塊の世代」の地域参加の促進 新しい発想によるイベントなど団塊
世代の参加意欲を高める仕掛けづく
り

「一人ひとりの希望や経
験・能力にあった活動がで
きるよう、社会参加活動・
起業等への相談や、地域活
動への参加の機会づくりと
いった支援を行なう」とい
う趣旨で盛り込んでいる。

Ⅲ－２－①
高齢者の社会参
加、自己実現の
機会の提供

　団塊の世代が高齢者として地域に帰ってくることを
踏まえ、これらの豊かな知識と経験を持つ高齢者がそ
れぞれの状況に応じて、参加しやすく、能力が発揮で
きる社会参加システムを構築するため、「新宿区高齢
者社会参加システム協議会」を設置し、検討を行って
きた。この検討結果を踏まえ、１９年度以降モデル事
業を実施する。

28



【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅱ　ひとをはぐくみ、こころ豊かにくらせるまち

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

10 ① さまざまな社会的ハンディについて
体験的に理解する機会の創出

教育現場、職場、地域社会の生活の
場において、社会的ハンディに対す
る知識を得る機会を設ける

「社会的ハンディのある人
への理解促進」と捉え、
Ⅱー１の中では「障害のあ
る人もない人も、だれもが
人として尊重されるよう、
人権に関する普及啓発活動
や相談体制の充実に努め
る」という、Ⅲー２－②の
中では「障害のあるひとの
社会参加を進めるための体
制の整備」という趣旨でそ
れぞれ盛り込んでいる。

Ⅱ－１
一人ひとりが個
人として互いに
尊重しあうまち
Ⅲ－２－②
障がいのあるひ
との社会参加・
就労支援

　教育現場においては、現行の学習指導要領でも、障
害のある幼児児童生徒との交流の機会を設ける事とさ
れている。今後は、特別支援教育に向け、学校教育の
一環として障害のある子とない子の「交流及び共同学
習」をさらに推進していく。
　すでに様々な職場において、社会的ハンディのある
人の受け入れを行なっており、職場を通じて理解が進
んでいると考えている。職員や来庁される区民をはじ
めとした多くの方々に社会的ハンディに対する理解を
深めていただくためになお一層の工夫を図っていきた
い。また、社会的ハンディに対する知識を得る機会と
して、障害・高齢疑似体験事業、障害者福祉講演会の
開催、こころのバリアフリーパンフレット配布などに
よる啓発活動により、障害者の地域生活に対する理解
促進に努めている。

② 「障害者インターンシップ」など障
害者の雇用につながる機会の創出

職場実習の受け入れ先企業を増やす
とともに、障害者を雇用できるよう
に労働環境を良くするよう企業に働
きかけ、障害者の雇用につながる機
会を多く設ける。

　 　  

　 　  

③ 社会的ハンディのある人の社会参加
の促進

公共施設に係るニーズ等を受ける窓
口やコーディネートの仕組みの整
備、障害者のニーズに応じた各種支
援の横断的な実施

　 　 　

　 　 　

　障害者自立支援法の施行に伴う新たな障害福祉サー
ビス等を、できるだけ利用者のニーズに沿った利用が
できるよう障害者施策推進協議会等において障害当事
者や団体の意見をお聴きして施策を進めている。ま
た、区役所、区立障害者福祉センター、あゆみの家、
予防課、保健センター等、部を越えて連携し身近な場
所で障害者の地域生活に関する相談・支援に対応でき
るよう相談窓口を設置している。

　区役所における障害者の法定雇用率は、２．１％の
ところ、現状では３．２１％となっている。また、
「障害者インターンシップ」は、平成１８年度から精
神障害者も対象として実施している。区役所内障害者
インターンシップ受入れ事業等により、職場実習受入
企業の拡充、障害者雇用環境の充実などを企業等に対
し、チャレンジワークを通じて様々な形で働きかけて
いく。
　また、パソコン技術習得や就業前訓練などにより、
障害者のスキルアップへの支援策の充実を図るため、
作業室の整備等を行うなど、今後も障害者就労支援の
充実を図る。

Ⅲ－２－②
障がいのあるひ
との社会参加・
就労支援

Ⅲ－２－②
障がいのあるひ
との社会参加・
就労支援

「障がいのある方の社会参
加を進めるために、物理的
（ハード）な面だけではな
く、制度や心理的な面も含
めた受け入れ体制を整備す
る」という趣旨で盛り込ん
でいる。

「障がいのある方の就労を
支援するための訓練・就職
あっせんといった体制を整
備するとともに、企業等へ
の働きかけを進め、就労機
会を増やす」という趣旨で
盛り込んでいる。

一人ひとり
を、人とし
て大切にし
ていく共生
のまちづく
り
（P89）
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

④ 一人暮らしの孤独死を防止する 地域の見守りや協力員の仕組みを改
善・充実させるとともに、地域と行
政が連携し、地域で高齢者の生活を
支え合う仕組みを検討・促進する

「旧来のコミュニティの力
が弱くなっていることで、
一人暮らしの高齢者など地
域社会との接点を失ってし
まう方を、地域社会が支え
ることができるよう、体制
を整備し、その支援を行な
う」という趣旨で盛り込ん
でいる。

Ⅲ－１－③
住み慣れた地域
で支え合うしく
みづくり

　高齢者の孤独死への対策については、サービス利用
の申請に基づく高齢者見守り・安否確認事業に加え、
一定の要件に合う対象者全員に対する見守り・安否確
認事業も検討していく。また孤独死防止の区民への普
及啓発活動として１０月に実施したシンポジウムの議
論をふまえ、今後もシンポジウムや講演会の開催など
を通じて住民とともに地域での支えあいの仕組みを検
討していく。

⑤ ホームレスと地域住民を対立的に捉
えず、人間としての共通の視点に
たった解決策の推進

ホームレスへの就労支援、生きる意
欲が持てるような援助を行う

「ホームレスの方や、一時
的に自立した生活が困難な
状況にある方が、個々人の
状況にあわせて自立した生
活が営めるよう、就労や地
域生活への移行などそれぞ
れの人にあった支援に取り
組む」という趣旨で盛り込
んでいる。

Ⅲ－１－③
住み慣れた地域
で支え合うしく
みづくり

　公園などで生活しているホームレスの対策として、
巡回相談を行い病気等の福祉相談を実施しているが、
ホームレス対策の基本は、公園などでの定住化ではな
く、自立生活への支援である。都と区の共同事業で
は、アパート入居の地域移行支援事業や緊急一時保護
施設、自立支援施設への入所も行い、生活の場の確保
をしている。区としては、今後も「公園などのホーム
レス定住化問題」の課題に取り組むと同時にご提案に
ついても検討していく。

⑥ 住民による身近な地域でのボラン
ティア体験・交流の機会の創出

地域通貨を活用し身近にサービスを
得られるようにするとともに、施設
利用者と地域住民の相互理解を進め
るための機会を増やす

　 　 　

　地域包括支援センター９所が、各センターにつき年3
回程度家族介護者教室を開催しているが、対象は区民
一般としており、介護技術の一般への普及啓発活動と
なっている。また、高齢者もサービスの受けてから担
い手となり、地域を支えることが必要との認識から、
元気な高齢者を中心に、ボランティアとして介護技術
などの習得機会を設けていく。
　地域センターの登録団体交流会やセンター祭などを
通じ、施設利用者と地域住民の交流の機会を設けてい
る。また、戸塚特別出張所では「戸塚地域福祉見本
市」を通じ、地域のネットワークを広げ、施設利用者
と地域住民との交流・相互理解を深めている。

Ⅲ－１－③
住み慣れた地域
で支え合うしく
みづくり
Ⅲ－２－①
高齢者の社会参
加、自己実現の
機会の提供

Ⅲ－１－③の中では「地域
社会が、さまざまな境遇に
ある人を支えることができ
るよう体制を整備し、その
支援を行う」という、Ⅲ－
２ー①の中では「一人ひと
りの希望や経験・能力に
あった活動ができるよう、
社会参加活動・起業等への
相談や、地域活動への参加
の機会づくりといった支援
を行なう」という趣旨でそ
れぞれ盛り込んでいる。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑦ ボランティア活動の育成・普及 高齢者や障害者の日常活動への適切
な介助ができるよう、介助技術の一
般への普及啓発に努める。ボラン
ティア活動への参加を広げる仕組み
を考えていく。

Ⅲ－１－③の中では「地域
社会が、さまざまな境遇に
ある人を支えることができ
るよう体制を整備し、その
支援を行う」という、Ⅲ－
２ー①の中では「一人ひと
りの希望や経験・能力に
あった活動ができるよう、
社会参加活動・起業等への
相談や、地域活動への参加
の機会づくりといった支援
を行なう」という趣旨でそ
れぞれ盛り込んでいる。

Ⅲ－１－③
住み慣れた地域
で支え合うしく
みづくり
Ⅲ－２－①
高齢者の社会参
加、自己実現の
機会の提供

　「新宿区高齢者社会参加システム協議会」の検討結
果を踏まえ、団塊の世代等の豊かな知識と経験を持つ
高齢者がボランティア活動等、地域活動の担い手とし
て活躍するための養成講座等を実施する。

11 ① 居住への総合的対応 外国人の増加に対し、教育、医療、
福祉、雇用、犯罪、コミュニティ、
文化などの課題に対し、専門部局の
設置等により総合的に対応

「外国人への総合的な生活
支援」については、Ⅲ－２
－③の中で「長期的な視野
で多文化共生社会の実現に
向けたコミュニケーション
支援や相互理解の推進、情
報提供の充実を図る」とい
う趣旨で盛り込んでいる。
「多文化共生の実現、発
信」についてはⅥ－３－④
の中で「市民同士の文化交
流などを支援し、ふれあい
の場を提供する」という趣
旨で盛り込んでいる。

Ⅲ－２－③
外国人と日本人
がともにくらし
やすいまちづく
り
Ⅵ－３－④
平和都市の実現
と豊かな国際・
国内交流の推進

　区では、外国人が多く住み暮らすことを区の特性と
して積極的にとらえ、これからは国籍や民族等の異な
る人々が文化的違いを認め、理解しあい、共にいきて
いく多文化共生のまちづくりを推進している。
　平成１７年４月に文化国際課を設置し、外国人への
情報提供や相談業務を行うとともに、しんじゅく多文
化共生プラザを拠点とした日本人と外国人の交流や相
互理解を推進している。外国人に関する課題は日本人
と同様に全庁で取り組む必要がある。今後は、さらに
庁内の連携を強め、様々な課題に対して効果的に対応
できるよう調整を行うとともに、公的サービスの充実
や地域での交流の支援を推進していきたいと考えてい
る。

② 相互理解を深める対応 外国人への施策、多文化共生に係る
情報の区民、諸団体等への提供によ
る共生への理解促進とコミュニケー
ションの円滑化

「外国人との共生への理解
促進・コミュニケーション
の円滑化」については、Ⅲ
－２－③の中で「長期的な
視野で多文化共生社会の実
現に向けたコミュニケー
ション支援や相互理解の推
進、情報提供の充実を図
る」という趣旨で盛り込ん
でいる。

Ⅲ－２－③
外国人と日本人
がともにくらし
やすいまちづく
り

　しんじゅく多文化共生プラザを拠点とした地域住民
や活動団体のネットワーク連絡会を開催している。今
後は、引き続き連絡会を開催することで情報提供や連
絡調整を行うとともに、各種事業や広報活動を行うこ
とで多くの区民や活動団体に情報提供して共生への理
解を促進する。コミュニケーションについては、生活
情報紙等を英語、中国語、ハングル、ルビ付日本語の
４言語で情報提供を行っているが、需要に応じて他の
言語の対応も検討していく。

外国人と共
生する豊か
なまちづく
り（多文化
共生）
（P95）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

③ 外国人を地域社会の一員として受け
とめ、地域のネットワークをつくる

関連NPOや在住留学生・外国人諸
団体等の組織化と活用、日本人と外
国人の協同作業の活性化、地域団体
と外国人（民族グループ）のネット
ワーク化

「協同作業の活性化・ネッ
トワーク化」については、
Ⅲ－２－③の中で「長期的
な視野で多文化共生社会の
実現に向けたコミュニケー
ション支援や相互理解の推
進、情報提供の充実を図
る」という趣旨で盛り込ん
でいる。

Ⅲ－２－③
外国人と日本人
がともにくらし
やすいまちづく
り

　しんじゅく多文化共生プラザを拠点とした地域住民
や活動団体のネットワーク連絡会を開催している。今
後は、情報や課題の共有化を図り、さらにネットワー
クの輪を広げるとともに、参加者が主体的に活動を行
うための支援を行っていく。

④ 代表者会議の設置と外国人の人権の
尊重（P100）

代表者会議の設置による外国人の声
を聴き、区政に参加できる機会の創
出、超過滞在外国人へのサポートの
実施、住宅や教育など多文化共生の
ための基盤整備

「協同作業の活性化・ネッ
トワーク化」については、
Ⅲ－２－③の中で「長期的
な視野で多文化共生社会の
実現に向けたコミュニケー
ション支援や相互理解の推
進、情報提供の充実を図
る」という趣旨で盛り込ん
でいる。

Ⅲ－２－③
外国人と日本人
がともにくらし
やすいまちづく
り

　区民会議や区政モニター制度など外国人の区政への
参加を一部行なっていますが、なかなか参加による効
果を区政につなげていくことは言語や文化の違い、定
住性などから難しいという状況がある。また現在、東
京法務局、人権擁護委員等と連携し、外国人の人権問
題をはじめとするさまざまな啓発事業を行っている。
同じ区民として区内に住む外国人が共生できるように
制度面など充実させていくことが必要と考えている。
外国人へのサポートについては、外国人相談の実施に
より行っているところであり、その中で超過滞在者か
らの相談も受けている。代表者会議については、積極
的に検討していきたい。
　外国籍や日本語教育の支援が必要な子どもに対し、
日本語指導教員による個別の日本語指導や学習指導補
助、母語が話せる指導員による日本語適応指導を行っ
ている。今後、ニーズが増加することを考慮し日本語
教育のあり方について検討していく。

12 ① ユニバーサルデザインを柱としたま
ちづくりの推進（P103）

ユニバーサルデザインのまちづくり
を基本構想の基盤として位置づけ、
ユニバーサルデザイン室の創設、区
と区民の協働によるユニバーサルデ
ザイン委員会の立ち上げ、ユニバー
サル条例の制定等を進めるととも
に、ユニバーサルデザイン商品の利
用を推進する

「ユニバーサルデザインの
まちづくり」については、
Ⅲ－２－④の中で「すべて
の人が暮らしやすいという
「ユニバーサルデザイン」
の考え方を基本としたまち
づくりを進める」という趣
旨で盛り込んでいる。
「ユニバーサル商品の利用
促進等」については、Ⅲー
２－②の中では「障害のあ
るひとの社会参加を進める
ための体制の整備」という
趣旨で盛り込んでいる。

Ⅲ－２－②
障がいのあるひ
との社会参加・
就労支援
Ⅲ－２－④
だれもが安心し
て住み続けられ
る豊かな住まい
づくり

　バリアフリーからユニバーサルデザインのまちづく
りに方向が転換しつつあり、関係部署や事業者等と協
力して、誰にもやさしいまちづくりを進めることが重
要と考えている。
　また、ユニバーサルデザイン商品の積極的な利用に
ついては、今後関係機関への働きかけを検討してい
く。

地域に住み
続けられる
住宅・住環
境
（P101）
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

② 地域に住み続けられる支援と仕組み
づくり１

ユニバーサルデザインに基づく住宅
整備を推進するため、住環境に関す
る情報取りまとめ機関、総合的な相
談機関、専門家・介助者等との連携
機関を設ける

Ⅲ－２－④の中では、「す
べての人が暮らしやすいと
いう「ユニバーサルデザイ
ン」の考え方を基本とした
まちづくりを進める」「多
様な住居ニーズに即した住
宅が供給されるよう、必要
な支援を行う」として、②
の中では「障害のあるひと
の社会参加を進めるための
体制の整備」という趣旨
で、それぞれ盛り込んでい
る。

Ⅲ－２－②
障がいのあるひ
との社会参加・
就労支援
Ⅲ－２－④
だれもが安心し
て住み続けられ
る豊かな住まい
づくり

　国が策定した「住生活基本計画（全国計画）」で
は、基本的な施策の一つとして、「高齢者、障害者を
はじめとする多様な者が安全で快適な住生活を営める
よう、住宅のユニバーサルデザイン化を促進する。」
ことを掲げている。このため、今後、東京都が策定す
る「都道府県計画」と合わせ、それぞれの計画と整合
性のとれた施策を検討し、「新宿区住宅マスタープラ
ン」に反映していく。

③ 地域に住み続けられる支援と仕組み
づくり２

住み替え等に関する情報収集・提
供・相談・ネットワークを機能させ
るため、各種機関の連携を担うコー
ディネーターの育成等の支援体制の
整備や経済的な支援を実施する

「多様な住居ニーズに即し
た住宅が供給されるよう、
必要な支援を行う」という
趣旨で盛り込んでいる。

Ⅲ－２－④
だれもが安心し
て住み続けられ
る豊かな住まい
づくり

　区では、不動産関係団体の協力を得て、住み替えや
不動産取引に関する「住宅相談」を実施している。経
済的支援については、現在、民間賃貸住宅の取り壊し
等により立ち退き要求を受けている高齢者世帯等に、
転居後家賃の一部助成を行う「住み替え居住継続支
援」や、子育てファミリー世帯の転入・転居に係る費
用又は家賃の一部助成を行う「子育てファミリー世帯
転入・転居助成」を実施している。今後、支援対象の
拡大の必要性などを検討していく。

④ 地域に住み続けられる支援と仕組み
づくり３

リバースモーゲージ制度、子育て支
援認定マンション制度、ワンルーム
マンション条例の事業や条例等につ
いて、地域・住民・事業者・行政間
で検証を行い、課題発見と解決策を
検討する

「多様な住居ニーズに即し
た住宅が供給されるよう、
必要な支援を行う」という
趣旨で、それぞれ盛り込ん
でいる。

Ⅲ－２－④
だれもが安心し
て住み続けられ
る豊かな住まい
づくり

　さまざま人が暮らしやすい地域づくりの必要性を考
慮して、建築に関する基準、管理に関する基準、少子
高齢化への対応を盛り込んだワンルーム条例を平成16
年４月策定し、質の高いワンルームマンションへの誘
導を行っている。また、「子育て支援マンションの整
備誘導」については、他自治体で実施している類似の
事業を調査し、事業そのもののあり方について検討し
ていく。今後は地域・住民・事業者などの要望等を的
確に捉え課題の発見・解決策を検討する。

⑤ 多様な住居ニーズに即した住宅づく
りへの適切な支援の検討と仕組みづ
くり方策

コレクティブハウス等、多様な住居
ニーズに即した手法と連携した良質
な住宅づくりへの支援を進めるとと
もに、中学校跡地等への複合施設の
誘致を促す

「多様な住居ニーズに即し
た住宅が供給されるよう、
必要な支援を行う」という
趣旨で、それぞれ盛り込ん
でいる。

Ⅲ－２－④
だれもが安心し
て住み続けられ
る豊かな住まい
づくり

　高齢社会に対応した住宅供給のあり方が多様化して
いるため、それぞれの需要や効果などを検討してい
く。
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑥ 地域の個性を生かした身近な住環境
の充実

誰もが歩いて気軽に集まることがで
きる場所を増やすとともに、裏通り
等の細街路への交通規制、緑の充実
とその手入れを通じ地域安全の見守
りを推進する

「身近な住環境の充実」に
ついては、「すべての人が
暮らしやすいという「ユニ
バーサルデザイン」の考え
方を基本としたまちづくり
を進める」という趣旨で盛
り込んでいる。

Ⅲ－２－④
だれもが安心し
て住み続けられ
る豊かな住まい
づくり

　地域住民に身近な小規模公園を対象に、子どもを含
む地域住民の参加により改修プラン作りを行い、誰も
が気軽に集える使い易い公園として再整備している。
　また道路においては、住居系や商業系地区を中心
に、交通規制等のソフト対策と道路の狭さく化等の
ハード整備を行い、通過車両の減少や走行速度の抑制
を図り、歩行者が安心して歩ける生活空間となるよう
整備している。
　地区内の緑化については、道路際でのガーデニング
や生垣化を誘導し、住民の手による住民主体の緑化活
動を支援している。

13 ① 区立公園の見直しと改修 地域の利用者の意見やアイディアを
取り入れたワークショップ方式など
による既存公園の改善

「ワークショップ方式など
による既存公園の改善」に
ついては、「施策の実施に
あたっては、区民・事業者
などとともに取組む」とい
う趣旨で盛り込んでいる。

Ⅳー２－③
「地区の庭」
（コミュニティ
ガーデン）づく
りの推進

　より多くの方が公園を利用してもらえるよう、地域
住民等が改修計画立案の作成に参加できる場を設けて
いる。ワークショップ方式等で改修のアイデアをまと
めることによって、自分たちの公園として愛着を持つ
人々が増えていくとともに、子どもの施策への参加促
進にも役立つものと考える。また、日常的な公園活動
への参加にもつながる。

② 公園の維持、管理について 公園愛護会や公園サポーターなどの
制度の再検討など、区民と行政の役
割分担の明確化による、見直し、改
修された公園の維持、管理

「区民と行政の役割分担の
明確化による、見直し、改
修された公園の維持、管
理」については、「施策の
実施にあたっては、区民・
事業者などとともに取組
む」という趣旨で盛り込ん
でいる。

Ⅳー２－③
「地区の庭」
（コミュニティ
ガーデン）づく
りの推進

　平成１９年度、公園愛護会や区民花壇は公園サポー
ター制度に統合する予定である。今後も、協働による
公園の維持管理を推進していく考えである。

③ 公共施設の見直し再編（P107） 現在の児童館、ことぶき館、社会教
育会館などの見直し、再編、統合

「限られた行政資源の有効
活用を図る」という趣旨で
うけとめる。

Ⅰー３－②
行政の体質改善
と公共サービス
の担い手の充実

　 第二次行財政改革計画では、施設のあり方の見直し
として、地域の集会室施設の集約化と多機能化に取り
組んでいる。現在、ことぶき館と社会教育会館につい
て、それぞれの検討会（ＰＴ）において、機能とその
あり方についてが検討されている。
　「多角的な施設活用等により、区民利用の拡充を図
るもの」という施設のあり方の見直しの視点も次期構
想や計画へ盛り込み、次期行財政改革計画において、
ことぶき館と社会教育会館の機能とそのあり方を整理
し、施設の有効活用を図っていきたいと考えていく。

公園・公共
施設をみん
なで育てよ
う
（P105）
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

④ 区役所第二分庁舎（旧四谷第五小学
校跡）について

区役所第二分庁舎の区民のための多
目的施設としての活用

「限られた行政資源の有効
活用を図る」という趣旨で
うけとめる。

Ⅰー３－②
行政の体質改善
と公共サービス
の担い手の充実

　施設活用については、第二次行財政改革計画におい
て、「①地域において新たな需要が認められる場合
（実施計画上の重点項目事業及び地域要望があり特に
必要と認められる場合）は、「地域サービスの提供活
用」の対象施設として、跡地活用を検討する。②①以
外の場合は、「有効活用（財源確保）対象とされた区
有財産の処理方針」に基づいて対応する。ただし、財
源確保のために活用する場合でも、できる限り区民の
生活や福祉に資するよう、地域活動を行うＮＰＯ支援
のための活用等も視野に入れて検討する。」こととし
ており、この方針に基づき、慎重な検討が必要と考え
ています。

14 ① 区と区民の協働での防災体制づくり 区は災害時の行動指針を作成し、社
会的弱者に配慮した救護体制や非常
時の情報伝達体制の整備、防災訓練
の実施を進める

「区民一人ひとりの防災意
識を高め、災害時の対応能
力の向上に取り組むととも
に、災害弱者に対する安全
対策を進め、地域の防災力
を強化する」という趣旨で
盛り込んでいる。

Ⅲ－３－④
災害に強いひと
づくり

　災害時の対応は「新宿区地域防災計画」に基づき対
応することとなっている。社会的弱者については、約
１０００人が自主的に登録しているものの、未登録者
が多いことから、災害時要援護者対策として、具体的
な支援策を策定していく。その際、国や東京都が示し
ている避難支援ガイドライン等との調整を図る。

② 犯罪を許さない安全・安心なまちづ
くり

区民の自主防犯意識を醸成し、地域
活動や防犯カメラの設置を通じ、犯
罪が起こりにくい状態を目指すとと
もに、区と協働で住みよい生活環境
を構築するため、多種多様な人々の
ネットワークの構築を進める

「区民の自主防犯意識を醸
成し、犯罪が起こりにくい
状態を、協働・関係機関と
の連携で構築する」ことに
ついては、「区民の自主防
犯意識を醸成し、それぞれ
の地域の実情にあった活動
や警察・消防との連携を通
じ、犯罪がまちの中で起こ
りにくい状態をめざす」と
いう趣旨で盛り込んでい
る。

Ⅲ－４－①
犯罪の不安のな
いまちづくり

  住み良い社会生活を実現するため、新宿区が取り組む
ことはもとより、区民に対し、「自分たちのまちは自
分たちで守る」という自助・共助のもと、お互いの顔
が見えるネットワークを構築する必要がある。また、
区は、区民、事業者、行政機関との連携と協働を充実
させるとともに、その責務と役割分担を明確にしたう
えで、庁内体制の一元化と施設維持や防犯活動を推進
していく。
　区は、公共空間等における防犯対策取組みの中、地
域センターを利用する子どもの安全確保を目的とし
て、18年度防犯カメラを地域センター内に設置する。
　区民の区政参画・地域課題解決を目的として設置さ
れた地区協議会は、地域の現状に合わせて、防犯マッ
プの作成、講習会、美化運動やパトロールなどを実施
している。特別出張所は、地区協議会が、町会・自治
会をはじめ、既存の地域団体との情報の共有、ネット
ワークを構築し、地区内の意見集約の場としての役割
を果たすことで、多様な主体と協働して地域課題を自
主的に解決していく取組みを支援していく。

安全安心な
まちをつく
る
（P111）
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

③ 地域に安全安心なまちをつくる（都
市型コミュニティの形成と防災・防
犯についての行政の取り組み）
（P115）

地域安全課の新設や区内在住職員の
拡大など、行政の危機管理能力の向
上を図るとともに、各種機関との連
携と協働の充実により、「子ども」
を含めた様々な取り組みへの体制を
整備する。また、情報公開・普及活
動の促進やイベント・研修の実施に
よる住民の意識改革を進める。

「行政の危機管理能力の向
上」については、Ⅲ－３－
①の中で「地震等の災害に
強いまちづくりをすすめ
る」という趣旨で、「住民
の意識改革」については、
Ⅲ－４－①の中で「区民の
自主防犯意識を醸成し、そ
れぞれの地域の実情にあっ
た活動や警察・消防との連
携を通じ、犯罪がまちの中
で起こりにくい状態をめざ
す」という趣旨で盛り込ん
でいる。

Ⅲ－３－①
災害に強い、逃
げないですむ安
全なまちづくり
Ⅲ－４－①
犯罪の不安のな
いまちづくり

　平成18年度に加賀町住宅を改修し、職員防災住宅と
し、19年6月から災害対策要員として職員を入居させ
る予定である。これにより、災害対策要員は36名にな
り、あわせてこれまでは落合地区のみであった職員防
災住宅も、牛込地区に開設することで、いち早い対応
が可能になると考えている。また、各特別出張所に地
域安全担当を新設し、地域における各種安全対策を充
実させるとともに危機管理課との連携を強化する。
区内各課との横断的なプロジェクトにおいて検討する
ことにより、　地域の問題点の解消に努めるほか、防
災・防犯リーダーの養成講習を開催するなど、警察と
消防との協力のもと連携体制を強化していく。
　なお、子どもの安全対策として、町会、学校ＰＴ
Ａ、地区協議会をはじめとした地域の団体が、地域の
子どもの見守りや防犯パトロールなどの活動を実践
し、その団体数も徐々に増えてきている。今後は、こ
うした団体の組織化を更に進め、防犯活動の体制づく
りや団体間の連携・情報交換などの仕組みを整えるた
め、区の全庁的な取り組みを進めていく。
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

15 ① 災害に強い、逃げないですむ安全な
まちづくり

大規模地震災害に備えた都市まるご
との耐震不燃化、幹線道路と沿道の
延焼遮断帯設置、１０年後の耐震化
率の数値目標の設定による取り組
み、ライフライン、公共（学校・避
難所など）・準公共施設（駅・劇
場・ホールなど）の耐震化の優先実
施、昭和５６年以前の建物の耐震診
断と木造住宅を中心に耐震化工事の
助成を実施（地震保険の活用推
進）、細街路の電信柱の地中化の推
進、ブロック塀の耐震を含めた木造
密集地域の安全性の向上や新防火地
域の導入による（容積率の緩和＋準
耐火仕様以上）耐震不燃化に向けた
小規模建築物の共同化（ミニ地域開
発）推進

「地震等の災害に強いまち
づくりをすすめるため、道
路等の都市施設や建築物の
耐震化や不燃化に取り組
む」という趣旨で盛り込ん
でいる。

Ⅲ－３－①
災害に強い、逃
げないですむ安
全なまちづくり

・第一次避難所については、平成19年度までに全て補
強工事を完了させる予定である。また、第二次避難所
である幼稚園や福祉施設についても順次補強の必要性
が高い施設から実施し、区民の安全を確保するため、
施設の耐震化を引続き実施する。
・「生活復興マニュアル」と「都市復興マニュアル」
を作成している。今まで本塩町での復興訓練を実施し
ている。今年度は、榎町地区で復興訓練を実施すると
ともに、このマニュアルの見直しを図る予定である。
企業への働きかけについては、国と東京都との連携に
より進めていく。
・現状の区内の木造住宅耐震化率は約８０％であり、
今後１０年で耐震化率を９０％に引き上げることを目
標に、昭和５６年以前の木造住宅を対象に、耐震化支
援事業（耐震診断・補強計画費及び工事費に対する助
成）を実施し耐震化の推進を図っている。今後も、耐
震化を推進していくため、継続して事業を行ってい
く。
・「住宅建設資金融資あっ旋」制度により、建築課の
耐震調査等の助成を受けて実施する耐震補強工事に対
し、融資あっ旋及び利子補給を行っている。今後も、
耐震化を一層推進していくため、継続していく。
・電線類の地中化は、道路のバリアフリー化や景観性
の創出とともに、都市防災機能の向上が図られること
から、積極的な整備を進める。整備の手法は、道路管
理者による共同溝方式が主流であり、区は歩車分離型
の道路を対象に整備を進める。新設道路については地
中化を前提とし、既設の区道についても、道路工事に
併せ、可能な限り既存ストックを活用して整備を行
う。実施にあたっては、多大なコストと工期、さらに
は地上機器の設置が必要である。
・安全で安心して暮らすことのできる、まちづくりを
支援するため、地域のまちづくり勉強会に「まちづく
り相談員」を派遣する。

災害から、
まちとくら
しといのち
を守る
（P117）
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

② 備え（防災計画）による防災拠点と
避難所施設の整備充実

速やかな初動体制確保に向けた災害
対策本部、区役所等等の拠点と避難
所、公園などを結ぶ防災無線の見直
し等による情報提供、被災状況掌握
の迅速化、避難所施設の充実に向け
た多目的貯水槽増設、下水直結型ト
イレ増設、区民自らの手による救
援、救護、初期消火に向けた防災資
機材の提供と充実、特別出張所ごと
の地域防災ハザードマップの作成、
新たな避難所の指定、防災区民組織
の連携強化による最新の災害情報の
共有

「防災拠点や避難施設の整
備・充実を図る」という趣
旨で盛り込んでいる。

Ⅲ－３－②
防災拠点と避難
施設の充実

・防災行政無線については、平成１９年度にデジタル
化を予定している。
・避難所施設については、第四次実施計画に基づき平
成１９年度末までに全避難所（一次）に下水直結型ト
イレの設置を行っている。
・防災資機材については、２０１区民組織へ支援を実
施している。
・ハザードマップについては、地域ごとの「防災マッ
プ」の他「洪水ハザードマップ」、「避難場所地図」
を作成している。多言語版も関係部署と調整をしなが
ら作成していく。
・新たな避難所について計画はない。ただし、大規模
な再開発地域については、広域広場の設置や住民の集
会施設（防災拠点）を設置するよう指導している。
・防災サポータの育成を図るとともに、防災指導員を
活用して防災区民組織の活性化を図っている。

③ 防災区民組織の育成支援としくみづ
くり、協働による防災弱者の避難支
援

防災区民組織（201組織）におけ
る防災教育及び防災リーダーの育
成、地域コミュニティに基づいた自
助・共助による住民主体の活力ある
防災区民組織の育成、災害時の避難
所運営（食料配布など）とともに、
高齢者などの災害弱者に対し災害弱
者用の福祉施設（未公表）などに避
難誘導支援を行う体制強化

「区民一人ひとりの防災意
識を高め、災害時の対応能
力の向上に取り組むととも
に、災害弱者に対する安全
対策を進め、地域の防災力
を強化する」という趣旨で
盛り込んでいる。

Ⅲ－３－④
災害に強いひと
づくり

　防災区民組織の活性化については、４人の防災指導
員とともに区職員が窓口となって講習会・防災訓練を
実施している。また、避難所運営については地域ごと
の避難所運営管理協議会を開催している。この会議で
役割や備蓄品等の確認及び訓練実施計画を行ってい
る。
　災害時要援護者対策については、福祉施設等を二次
避難所とし区民に周知している。しかし、要援護者の
登録が進んでいないことや、具体的な支援方法につい
ての検討までにはいたっていない。今年度中に要援護
者対策についての報告が、災対福祉部から出される。

④ 区内民間事業者との災害協力と帰宅
困難者支援

３５万人と推定される災害時の帰宅
困難者の徒歩帰宅を支援する情報提
供をする場所や、一時休憩所の指定
と飲料水支給等の民間事業者との災
害協力体制の構築、都立高校を核と
した「帰宅支援ステーション」の整
備、企業の従業員や高校・大学生が
被災者の救援活動（ボランティア）
を行うよう区と企業・大学等の災害
協力協定の締結

帰宅困難者対策について
は、「昼間人口を多く抱え
る新宿区にとって、震災時
の帰宅困難者対策は喫緊の
課題」として捉え、対策を
講じるという趣旨で盛り込
んでいる。

Ⅲー３
災害に備えるま
ち

　帰宅困難者対策については、東京都や近隣２２区と
の連携が必要である。新宿区は商工会議所、駅周辺の
商店街振興組合、鉄道関係者等が参加している「新宿
区帰宅困難者対策協議会」を設置し対応を検討してい
る。今後、具体的な施策の構築に向け検討を進めてい
く。また、厚生年金会館や日本赤十字社等とは協定を
結び帰宅困難者エイドステイション等を立ち上げるこ
ととなっている。
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑤ 災害復興計画と都市機能の再生 区長室、都市計画部、環境土木部な
どによる災害復興計画の作成・公
開、被災時には震災三日後から被災
者救済・ライフラインの復旧・防
疫・瓦礫撤去・仮設住宅の供給など
優先順位を決め速やかに災害復興を
実施、企業は震災事業継続計画（Ｂ
ＣＰ）を策定して災害倒産や災害失
業を極力抑制、区は都市機能再生を
地区計画等を活用して国、都と共に
計画的に実施

⑥ 総合的な風水害と治水対策の促進 環七地下河川（将来東京湾へ注ぐ）
などの早急な整備、雨水浸透能力を
高める舗装道路や路上鉄砲水に対応
できる下水道幹線整備（第二妙正寺
川・十二社・戸山幹線）、雨水排水
溝の時間雨量７５ミリ対応への早急
な拡充と１０年後の１００ミリ対応
へのさらなる拡充

「都市型水害に備えるた
め、神田川、妙正寺川の河
川改修や下水幹線の整備を
はじめ、総合的な治水対策
を促進する」という趣旨で
盛り込んでいる。

Ⅲ－３－③
総合的な治水対
策の促進

　河川や調節池、下水道の整備主体である東京都で
は、現在50ミリ対応に向け各事業を推進しており、環
七地下調節池や下水道の第２十二社幹線、第２戸山幹
線等、築造が完了した部分から順次供用を開始してい
る施設もある。
　区では、都に計画の早期完成を要請するとともに、
区内大規模施設に対する雨水流出抑制施設設置の誘導
や洪水ハザードマップの公表による区民意識の向上な
ど、総合的な治水対策を実施している。
　また、併せて、河川の水位警報装置の改良や道路の
更新の際に透水性舗装を取り入れる等、水害の防止と
軽減に努めていく。

⑦ 犯罪をゆるさないまちづくり 犯罪の未然防止のため、関係機関が
協力し交番を防犯拠点とした地域ぐ
るみの対処を進めるとともに、警察
組織の再編や人材育成等、防犯相談
所の増設、犯罪被害者援護法を活用
した救済支援制度の整備・推進を図
る

「区民の自主防犯意識を醸
成し、犯罪が起こりにくい
状態を、協働・関係機関と
の連携で構築する」ことに
ついては、「区民の自主防
犯意識を醸成し、それぞれ
の地域の実情にあった活動
や警察・消防との連携を通
じ、犯罪がまちの中で起こ
りにくい状態をめざす」と
いう趣旨で盛り込んでい
る。

Ⅲ－４－①
犯罪の不安のな
いまちづくり

　平成２１年には、「子ども家庭総合センター（仮
称）」が開設され、児童相談センター、教育相談セン
ターに加え、警視庁の新宿少年センターの機関が集約
される。また、警察への必要な要請を引き続き行うと
ともに、更なる連携を強化していく。
犯罪被害支援における体制や窓口等については、危機
管理課を中心に検討していく。

　平成１５年３月に「新宿区都市復興マニュアル」を
作成し、被災後の状況を踏まえて６ケ月以内に復興ま
ちづくり計画を策定することを定めている。計画の策
定については、日常的に検討を進めていくとともに、
被災状況にあわせて復興計画を作成するため、都市復
興模擬訓練に参加するなどし、被災時における職員の
能力向上に努めていく。
　区民の主体的なまちづくり活動を支援し、地区計画
制度等を活用して、防災に配慮し安全で住みよいまち
づくりを進めていく。
　また、企業への働きかけについては、国と東京都と
の連携により進めていく。

災害復興については、災害
に強いまちづくりの一環と
して捉えて、趣旨を盛り込
んでいる。

Ⅲー３
災害に備える
まち
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑧ 地域の安全と安心なまちづくり
（P121）

関係機関における防犯情報の共有、
犯罪クリーンアップ作成の歌舞伎町
以外への拡大実施、多目的スーパー
防犯灯による犯罪の監視・抑止、学
校安全警備員の配置や警察官ＯＢの
巡回等による学校安全対策の強化

「区民の自主防犯意識を醸
成し、犯罪が起こりにくい
状態を、協働・関係機関と
の連携で構築する」ことに
ついては、「区民の自主防
犯意識を醸成し、それぞれ
の地域の実情にあった活動
や警察・消防との連携を通
じ、犯罪がまちの中で起こ
りにくい状態をめざす」と
いう趣旨で盛り込んでい
る。

Ⅲ－４－①
犯罪の不安のな
いまちづくり

　地区協議会を中心とした地域住民の会議では、防犯
対策を話し合うとともに、現場に出て点検やパトロー
ルを行うなどの実践的な活動を行っている。特別出張
所では、このような地域防犯ボランティアに対し、
ジャンパーの購入や防犯ステッカーの作成など必要な
資器材を提供するなどの活動支援をしている。
　子どもを守るネットワークは、登録者に不審者情報
をメールで提供しているが、情報伝達の一層の迅速
化・確実化を図れるように、手順の見直しなどを検討
していく。

　　学校の安全対策として、「専門知識を
身につけた（スクールガード）学校安全警
備員」の配置は、現在のところ予定してい
ない。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅲ　まちの記憶の再生と環境の創造

対応状況等 法令等により困難な事項

Ⅲ 1 ① 時空間の連続性を重視したまちづ
くり―地形を活かした都市計画

地形風土マスタープランの新設、
まちづくりと一体となった水辺と
みどりの整備事業、地形の大規模
改変の禁止条例の制定、歴史的に
危険な「下町低地」の防災性の向
上など下町低地地区に重点的に資
源を投入するまちづくり

　安全性向上のために、地形改変が必要な場
合があり、「地形の大規模改変禁止条例」に
ように、地形改変の一律禁止は適当でない。
現行の都市計画法でも一定規模以上の地形の
改変には許可制をとっている。

まちの記憶
の再生と環
境の創造
（P125）

水辺と森の
復活
（P127）

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考

・地形風土マスタープランの新設
水辺やみどりの再生については、その考え方を
都市計画審議会での審議を踏まえ、都市マス
タープランに位置づけることを検討する。
・まちづくりと一体となった水辺とみどりの整
備事業
　旧来の地形や自然の状況を色濃く残す区の外
周部の河川や斜面緑地は、都市ＭＰでは水と緑
の軸として新宿区のみどりの骨格を形成するも
のと位置づけており、道路や水辺の緑の強化を
図るとした整備方針のもと、神田川や妙正寺川
沿いの散歩道等の整備を進めている。
　また、現在残されている斜面上のみどりや、
大規模敷地のまとまりのあるみどりについて
は、保護樹木・保護樹林制度等により保全を
図っている。これらは、みどりの基本計画の中
でもみどりの配置方針として示しているところ
であり、今後はさらにみどりの基金の活用やみ
どりに配慮した民間建築の誘導等により、積極
的にみどりの保全・回復を図っていく。
　河川沿いにおける市街地再開発事業や総合設
計制度の活用による面的整備等事業について
は、水と緑の軸の形成を視野に入れ事業者と協
議を行っている。なお東京都においても、神田
川のあるべき姿に向けてまちづくりで配慮して
欲しい事項を定めた、「（仮称）神田川河畔ま
ちづくりガイドプラン」の策定を検討すること
としている。
　これらの取り組みのもと、水とみどりの軸の
形成やみどりの骨格づくりを推進しているとこ
ろであり、今後もこうした取り組みを継続す
る。
・地形の大規模改変の禁止条例の制定
・歴史的に危険な「下町低地」の防災性の向上
下町低地地区において土地を集約して建築物を
建築する場合に、容積率を緩和する特例制度を
設けることについては、法律事項となるので、
十分な制度的検討が必要である。

・下町低地地区に重点的に資源を投入するまち
づくり
下町低地等で防災上危険な地区については、東
京都条例に基づく「新防火地域」の指定につい
て検討をする。

新宿の地形を重視したま
ちづくりについての趣旨
を盛り込む

Ⅳ－２－①
水とみどりの
骨格の形成
Ⅳ－２－②
みどりを残
し、まちへ広
げる
Ⅲ－３－①
災害に強い、
逃げないです
む安全なまち
づくり

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅲ　まちの記憶の再生と環境の創造

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

② 新宿の　“森 ”の再生－旧藩邸を
新宿の森へ

既存の七つの緑―新宿中央公園周
辺、落合斜面緑地、戸山公園、早
稲田大学・甘泉園周辺、外濠周
辺、明治神宮外苑、新宿御苑に迎
賓館周辺、東京女子医大周辺、総
務省第二庁舎周辺、花園神社・区
役所周辺、信濃町周辺、矢来町公
園周辺、防衛庁周辺などの七つの
旧藩邸を加え、十四の「新宿の
森」づくり

新宿内の既存の「森」を
保全していく趣旨を盛り
込む

Ⅳ－２ー①
水とみどりの
骨格形成
Ⅳ－２－②
みどを残し、
まちへ広げる

・７つの「新宿の森」は公開性が高く、将来的
にも緑地として存続し「森」と呼べる環境が担
保されると考えるため、実現を検討することは
可能である。
・提言にある「新宿の森基金」の創設に関して
は、みどり豊かな土地を公園として取得するこ
とを目的とした「みどりの基金」がすでにあ
り、これを活用して既存の緑地を森として保全
することは可能である。

・7箇所の旧藩邸を「森」と位置付けること
は、今後の存続についても不透明であり、森
の創設に対する土地所有者の理解と協力を得
るための方策、永続性の高い助成策、地区計
画に基づく規制の確立について取り組む必要
があり、困難であると考える。
・税制の優遇措置については、国や都に権限
があるため、これらの関係部署との協議が必
要である。

③ 失われつつある水辺の再生 神田川、妙正寺川、外濠の水辺の
再生、整備、神田川における剃刀
護岸の親水護岸化、妙正寺川にお
ける親水性に富んだ遊歩道の整
備、国、東京都、千代田区、港区
との連携による一部事務組合設置
等による条例制定等による外壕の
保全、再生

神田川、妙正寺川、外濠
の水辺の整備についての
趣旨を盛り込む

Ⅳ－２ー①
水とみどりの
骨格形成

・神田川と妙正寺川においては、治水面を優先
して現在50ミリ対応の整備が東京都により実施
されている。また可能な箇所においては、親水
テラスや魚道等、親水性や生態系に配慮した施
設の整備も、河川整備に合わせて実施されてい
る。区では、こうした河川整備が完了した区間
での散歩道整備や、河川改修に合わせた親水施
設の設置、生き物にふれあえる環境づくりにつ
いて、都や隣接区と協働して、水辺の整備を進
めている。
・外濠の整備については、国、都、関係区と実
現に向けて、現在検討・課題整理を行ってい
る。
・今後ともこれらの取り組みを継続するととも
に、神田川等の親水整備については具体的な戦
略を打ち出していく。
・外濠再生に向けた組織の設置や条例の策定等
に いては 区民の視点として検討の中に含め④ 玉川上水の復活 玉川上水の開渠化、親水空間とし

ての再生に向けた新宿区、区民の
共同による取り組み

玉川上水を偲ぶ流れを創
出について提言の趣旨を
盛り込む

Ⅳ－２ー①
水とみどりの
骨格形成

　玉川上水を偲ぶ流れを創出するため、検討会
やシンポジュウム等を実施している。今後も引
き続き、実現に向けて検討を行っていく。

⑤ 大規模構築物の地下化への要請 首都高速５号線の架橋下となって
いる神田川の江戸川橋以西におけ
る首都高速の地下化の要請、外濠
を埋め立て利用しているＪＲの将
来的な地下化による貴重な水面の
保全

水辺空間を創出していく
必要性についての趣旨を
盛り込む

Ⅳ－２ー①
水とみどりの
骨格形成

　都市の貴重な水辺空間の保全・創出は、重要
な課題である。特に、神田川上空に架けられた
首都高速は、親水性を大きく低下させる要因と
なっている。民間の理解と協力を得て、開かれ
た水辺空間を創出していく必要がある。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

⑥ みどりの風を感じるまちづくり 神田川沿いを緑のみちで囲み、河
川には水はけの良い芝生の遊歩道
を通すことによる、水辺を再生と
「新宿の森」の整備、台地と低地
の境界にある斜面緑地の保全と再
生を図る斜面緑地ガイドライン、
開発規制条例の策定

⑦ 「水辺と森の環」 新宿区の外縁部を縁取る水辺と
「新宿の森」をみどりの回廊で囲
み、「水辺と森の環」として整
備、（妙正寺川、神田川、外濠、
玉川上水の水辺の整備と新宿中央
公園周辺、花園神社・区役所周
辺、新宿御苑、神宮外苑、迎賓館
周辺、信濃町周辺、防衛庁周辺、
矢来町公園周辺、東京女子医大周
辺、総務省第二庁舎周辺、戸山公
園、早稲田大学周辺、落合斜面緑
地をみどりの回廊で繋げていく）

水辺と森を渡る風のみち
の創出と斜面緑地の保全
しについての趣旨を盛り
込む

Ⅳ－２ー①
水とみどりの
骨格形成

「水辺と森の環」の整備
についての趣旨を盛り込
む

Ⅳ－２ー①
水とみどりの
骨格形成

・水辺と森を渡る風のみちについては、河川沿
いの護岸緑化や緑道整備と、既存道路の街路樹
整備や舗装材の工夫により、河川、新宿御苑、
外濠からつながる風のみちを創出していく。

・神田川沿いについては、河川整備に伴い護岸
緑化や、緑道整備が進んできたが、川沿いの緑
のみちの整備については、今後も東京都の実施
する河川改修事業に合わせ、安全で快適な河川
沿いの散歩道整備行っていく。

・斜面緑地という貴重な資源を保全するため、
地区計画や景観計画等を活用するなど、手法を
含めた検討を進める。

・新宿区の外周を取り巻く河川及び斜面緑地と
公園や公共施設の緑により「水と緑」の軸を骨
格として位置づけ、道路や水辺の緑の整備を推
進する。外縁部の水辺機能の再生については河
川整備にあわせるだけでなく、親水性のある施
設を周辺の公園とネットワーク化して整備する
ことで水辺機能の再生に取り組んでいく。
・都市マスタープランを改定するにあたり、み
ずとみどりについての考え方を検討し、都市マ
スタープランに示すとともに、大規模開発や公
有地の活用等により、新たなみどりを創出して
いくよう努める。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

⑧ 環境修復回復型ミティゲーション
（代償）制度

開発を行って失った緑などを他の
場所や他の手法で確保する、新宿
方式のミティゲーション制度の制
定
・ 新宿基準（高度経済成長期以前
の水辺と緑の量的基準値）の設
定、開発、立地規制、環境への負
荷の最小化、代償措置（基金への
代償金納付）

水辺と緑の回復という趣
旨を盛り込む

Ⅳ－２－②
みどを残し、
まちへ広げる

　ミチゲーション制度の手法のひとつである代
償措置については、緑化計画書制度の拡充策と
して見直した経緯があり、実現に向けて今後も
検討していく。

　ミチゲーション制度を次期基本計画で整備
し実施していくことは困難である。開発に伴
う緑地の確保については、平成3年度から緑
化計画書制度において緑化基準を設定し、緑
化誘導を行っているが、緑化基準を開発規制
や高度成長期以前の緑地を復元することに設
定した場合、特に高度に土地利用が進んでい
る商業地域における緑化誘導は困難であり、
実効性に乏しいと考える。

2 ① 地域からの視点と発想による景観
資源の調査、発掘

「景観コンテスト」等による区民
自らの手による景観形成の提案、
地区協議会による提案の集約と実
践

② 地区協議会を核とした地域の景観
計画の策定

地区協議会が先導し、住民、
NPO、各種まちづくり団体に必要
に応じ行政を加え、景観計画策定
に向けて景観協議会を設置、計画
の規模に応じて必要な合意形成を
経て、行政の支援等により実施体
制を構築

Ⅴ－１－①
地域特性に応
じた景観誘導
Ⅴ－３－②
参画協働のま
ちづくり手法
の開発

③ 景観法の活用と地域と協働した景
観施策の推進

　区は都の同意を得て都に代わ
り、景観法に基づく景観行政団体
として、景観法の活用による地域
の提案に基づき、建物高さの統
一、景観を阻害する建物や色の制
限、壁面位置の統一、景観上重要
な公共施設（道路、河川、公園な
ど）の整備、景観保全建物（景観
重要建造物）・樹木（景観重要樹
木）の指定と保全、内外への景観
のアピールなどを実施

Ⅴ－１－①
地域特性に応
じた景観誘導

　景観計画は、区民の意見を聞きながら、区内
全域を対象に区として策定していく考えであ
る。住民提案型の景観計画の策定については、
区域内の土地所有者等の2/3以上の同意があれ
ば、区に提案ができるため、このような提案に
ついて周知するとともに、区として支援してい
く。

・区は景観法に基づく景観行政団体として、景
観法を活用した景観施策を展開していくことを
検討している。そのため、都と協議を行ってい
く。
・既存施設を活用した景観整備を現在、鋭意進
めているところであり、今後もこの景観整備に
継続して取組んで行く。

地域の景観資源発掘とい
う趣旨を盛り込む

住民提案型の景観計画の
策定についての趣旨を盛
り込む

景観法を活用した景観施
策の推進について提言の
趣旨を盛り込む

Ⅴ－１－①
地域特性に応
じた景観誘導

景観は区民
共有の財産
（P137）

区民や地区協議会による自主的な「景観コンテ
スト」の提案があれば、運動を支援する方策を
検討する。
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

⑤ 歴史的建造物等の保全・活用 地区登録文化財の指定と保全（周
辺地区における街並景観向上を図
ることを条件とした容積率等の規
制緩和、国指定文化財と同等の相
続税評価額の減額、固定資産税減
免等の税制上の優遇措置制度の新
設、住宅金融公庫、日本政策投資
銀行等の融資制度活用を可能とす
る事業認定、民間融資利用時の利
子補給制度の新設、区内の公共所
有の歴史的建造物のPFI法を用いた
修復、維持管理、歴史的な建造物
の利活用に向けた所有者と事業者
の仲介

⑥ 再開発の歴史と伝統を生かしたま
ちづくり

日本を代表する高層ビル群の都市
景観である西新宿活用（賑わい空
間やビル間の交流によるIT社会・
高齢化社会への対応、低層部や地
下などを使った回遊できるヒュー
マンスペースづくりなどによる、
景観資源としての価値の区民への
提供と未来への継承

西新宿の高層ビル群が有
する景観資源としての価
値の継承という趣旨を盛
り込む

Ⅴ－１－①
地域特性に応
じた景観誘導

　地域特性を活かした景観計画を策定するにあ
たって、西新宿の景観形成のあり方について検
討していく。

・看板等の道路不正使用は地域と行政との協
働で取り組むことが必要であるが、撤去等に
ついては行政指導に係る権限であり委譲は困
難である。

固定資産税は、重要文化財や重要伝統的建造
物群保存地区内の建物に対しては、非課税又
は減免措置があるが、区指定の文化財に対し
てまで拡大されていないので、非課税等を直
ちに適用することは困難と思われる。

Ⅴ－１－①
地域特性に応
じた景観誘導
Ⅴ－３－②
参画協働のま
ちづくり手法
の開発

Ⅵ－１ー①
文化・歴史の
掘り起こし、
継承・発展・
発信

身近な町並み景観の改善
を地域と行政との協働で
取り組むという趣旨を盛
り込む

歴史的建造物等の保全・
活用という趣旨を盛り込
む

・今後も放置自転車の減少を目指し、住民と協
働しながら、撤去・啓発活動を拡充していく
が、権限の委譲、経費の助成は協働の趣旨を踏
まえて検討する。

・文化財保護審議会部会では、現在の文化財保
護条例に定める指定・登録より範囲も広く、規
制も緩やかな、新しいジャンルの文化財につい
て議論が始まっている。近現代の建造物や景観
について、文化財として補償措置をともなう現
状保存を行うかどうかは、大きな問題であり、
部会での議論やまちづくり、景観の観点も考慮
しながら、協議を行っていく。
・総合設計等、歴史的建造物の保存するにあ
たって、同一敷地内の建物に容積率を緩和をす
る手法はある。この場合の対象建築物は重要文
化財等に限定されている。容積率を緩和するに
あたっては、その歴史的建造物の位置づけ等を
含めて検討が必要である。
・景観法に基づく景観重要建造物の指定につい
ては、相続税評価額の減額措置についての方向
性が示されている。

まちかどアメニティスポットづく
りや景観を乱す道路不法使用への
対策、不調和な看板の撤去や修景
等の対策、ゴミ対策や不法駐輪対
策など、身近な街並みの改善にお
いては、行政はその権限を住民に
委ね、条例の修正、経費の助成等
をもって地域から快適な景観の形
成を推進

④ 身近な街並みの改善や整備
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

⑦ 超高層建築の計画とデザインなど
に関するガイドラインづくり

超高層建築物の建築条件として高
さだけではなく低層部の周辺との
連続性やオープンスペースや緑の
導入、周辺からの景観に配慮した
デザインの留意事項などについ
て、地域のまちづくり協議会など
と連携した合意形成システムの構
築と強制力のあるガイドラインの
導入

建築物の建築にあたって
の景観への配慮と地域の
まちづくりの趣旨を盛り
込む

Ⅴ－３－②
参画協働のま
ちづくり手法
の開発

　新宿駅周辺を除く、区内の約８割の区域につ
いては、絶対高さ制限を導入している。認定や
許可により、高さ制限を緩和する場合には、市
街地環境の整備改善に資する計画であるか否か
などを考慮し、適切に運用を行っていく。
 また、景観計画において、建築物の建築にあ
たって、景観に配慮すべき内容として規定する
方向で検討する。

3 ① 価値ある情報の流通を確立する／
文化情報ネットワークの構築

図書館などを文化に関する情報セ
ンターとし、レクチャーの開催や
地域の芸術家・愛好家の交流を促
進させることで、人的なネット
ワークを構築し、区民の芸術に対
する親近感を醸成する。

② 区内の芸術家・芸術団体の認定・
登録とその活動への支援

区内の芸術団体・芸術家を登録
し、区の事業やアマチュア指導な
どの活動に参加してもらうこと
で、区民との交流を図り、区民を
地域の芸術団体・芸術家のサポー
ターとして育てていく。

区内の芸術団体・芸術家
の地域での活動参加と地
域の理解・支援という趣
旨を盛り込む

Ⅵ－１ー③
文化・芸術創
造の基盤の充
実

　文化団体等との協働による文化体験プログラ
ムの実施により、区民と専門家が出会う機会が
創出されている。更に発展を図りたい。

③ 空き店舗、廃校などの空間の芸術
目的への積極的な活用と民間施設
の認定

民間による小劇場やライブスペー
スを準公共的な施設として位置づ
ける。様々な空き店舗・空き事務
所や廃校などの公共施設を、小劇
場に転用するなど、芸術目的での
活用を図り、ある特定の地域を芸
術村・アトリエ村として発展させ
る。

Ⅱ－４－③
区民に役立つ
使いやすい図
書館機能の充
実
Ⅵ－１－②
新しい文化・
観光の創造・
発信

リーディン
グ・プロジェ
クト「新しい
価値を創造し
発信するアー
トのまちづく
りプロジェク
ト」

・小劇場やライブスペースについて民間施設
に対する税制上の優遇措置については、現時
点ではない。固定資産税・事業所税は都が課
税することとなり、「特別な事情がある場
合、条例で減免できる」規定はあるが、困難
と思われる。

図書館機能の充実と文化
に関する情報発信・ネッ
トワーク化の趣旨を盛り
込む

空き店舗や空き施設を芸
術目的で活用することに
ついての趣旨を盛り込む

新しい才
能・文化を
常に吸収し
続けるまち
（P143）

　文化活動の愛好者のために新しい自主文化団
体が形成される機会を設けたりグループの助
成・活動環境を支援している。また、参加型事
業により身近に芸術に触れられるように取り組
んでおり、今後も様々な方法を検討したい。図
書館も人的なネットワークを構築できるような
情報発信に努めていく。
　文化の情報発信という意味では、別に図書館
に限らず、民間情報も含めてあらゆネットワー
ク化が可能である。

・区内に様々な形で芸術を目的とした場がある
ことは望ましが、現実には様々な障害があるの
で、できることから検討したい。
・区有施設活用については、第二次行財政改革
計画において、「①地域において新たな需要が
認められる場合（実施計画上の重点項目事業及
び地域要望があり特に必要と認められる場合）
は、「地域サービスの提供活用」の対象施設と
して、跡地活用を検討する。②①以外の場合
は、「有効活用（財源確保）対象とされた区有
財産の処理方針」に基づいて対応する。ただ
し、財源確保のために活用する場合でも、でき
る限り区民の生活や福祉に資するよう、地域活
動を行うＮＰＯ支援のための活用等も視野に入
れて検討する。」こととしており、この方針に
基づき慎重な検討が必要である。（旧淀橋第三
小学校は、芸団協により、芸術目的に積極的に
活用されている。四谷第四小学校跡地を地域の
ひろばとして活用することでは今後、地域から
推薦のあった団体と入居に向けた協議をしてい
くが、この団体は、芸術目的の団体でもあ
る。）
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

④ 国際芸術村、次代の芸術家の誘致 新しい、若い才能を受け入れるた
めに、民間アパートなどを活用し
ながら、若い世代や外国人芸術家
などの居住を保証する補助制度を
整備する。

外国人・若者による文化
創造という趣旨を盛り込
む

Ⅵ－１ー③
文化・芸術創
造の基盤の充
実

　若い世代や外国人芸術家などを中心に多様な
文化が交流し理解を深める方法を検討したい。

⑤ 区民自身が表現者として、新宿の
文化を担う

区内の専門家、団体との協力によ
り、区民が気軽に参加できる芸術
講習会の開催やフェスティバルの
開催により、区民の質の向上を目
指す。

⑥ 子どもや青少年とアートとの接点
の拡大（P146）

学校における芸術教育の充実や地
域の文化活動の支援により、子ど
もや青少年が文化に接する環境を
提供する。

⑦ 新たな産業、企業の苗床つくりを 大学などの高等教育機関と芸術家
との接点を積極的に設け、学生が
「ホンモノ」の芸術との接点を持
つことができる機会を提供すると
ともに、在学生や卒業生のための
工房を整備し、新しい文化・産業
を生み出す人材を育成する。

高等教育機関と芸術家と
の接点を積極的に設け、
新しい文化・産業を生み
出す人材を育成するとい
う趣旨を盛り込む

Ⅵ－２－①
新宿の魅力や
高付加価値な
情報を発信す
る産業の創造
Ⅵ－２－③
産業を支える
創造的な人材
の確保と、雇
用の安定

　今年度実施する産業実態調査の結果等を踏ま
え、大学と連携し、区内企業を集め産業振興の
ためのフォーラムを開催していく予定である。
このような場を通じて、企業相互や行政とが交
流し地域課題を共有する中から、新たな産業を
生み出すきっかけ作りや人材の育成を図ってい
きたい。
　また、文化体験プログラムや文化団体等との
共催・後援事業により、専門家との出会い、本
物の芸術に触れる機会を創出している。今後も
こうした機会の提供に努めていく。
・新宿に進出する演劇・映像クリエーターなど
の創造性ある芸術文化活動・産業を誘導を検討
する。

Ⅵ－１ー③
文化・芸術創
造の基盤の充
実

Ⅵ－１ー③
文化・芸術創
造の基盤の充
実

  文化体験プログラムや文化団体等との共催・後
援事業により区民が気軽に参加・体験ができる
場の提供に努めている。今後も多様な主体との
連携を進めていく。

・学校教育においては、小学校５年生を対象
に、新宿区文化センターにおいて演劇鑑賞教室
を行っている。また、小学校６年生と中学校２
年生を対象として、音楽鑑賞教室を行ってい
る。そのほか、各学校において、独自に演劇教
室を開催しているところもある。これらの活動
を継続していく予定である。
・子どもや青少年が気軽に文化芸術の扉を開く
ことができるよう、文化体験プログラムを実施
している。専門家と出会い、芸術に触れる機会
を広げていく。
・地区青少年育成会の健全育成事業の一環で、
映画会の実施などの文化活動として取組んでい
る。

子どもや青少年と芸術に
触れる機会を拡大すると
いう趣旨を盛り込む

区民が芸術に触れる機会
を得て、区民が新宿の文
化を担っていくという趣
旨を盛り込む
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

4 ① 文士村と漱石山房、紅葉、ハーン
記念館の創設

文学案内板、文人マップの設置、
文学散歩コースなどの設定によ
り、新宿が文人たちのふるさとで
あることを広く知らしめる。ま
た、併せて漱石山房や紅葉、ハー
ン記念館などを設立する。

② 区民学芸員の養成と在野の専門家
の活用

区民ボランティア育成のための養
成プログラムを構築する。また、
すでに始まっている文化財ガイド
の養成講座と連動し、一般／専門
コースの設定や検定試験の実施を
行う。これらにより、団塊世代を
中心とした区民の活用をはかると
ともに、退職した大学研究者等の
活用もはかる。

③ 地域の歴史を発掘し、地域学から
新宿学へと誘う（P152）

地域史や商店街史、風俗史等の社
会史研究から民間企業の生い立ち
まで、区民の自主研究による地域
学の誕生を促し、総合的新宿学の
構築を目指す。そのため、教育委
員会や歴史博物館は、区民との協
働によるリーダー育成や資料提
供、講師派遣等を実施する。

Ⅵ－１－②
新しい文化・
観光の創造・
発信

Ⅵ－１ー①
文化・歴史の
掘り起こし、
継承・発展・
発信
Ⅵ－１－②
新しい文化・
観光の創造・
発信

Ⅵ－１－②
新しい文化・
観光の創造・
発信

・紅葉やハーンの記念館は、これらがあれば
文学散歩の拠点となるが、資料を展示するも
のよりも、まちあるきに寄与する情報提供の
ものがふさわしいと考える。

区民の自主研究により地
域の歴史を発掘するとい
う趣旨を盛り込む

新宿が文人達のふるさと
であることを広く発信す
るという趣旨を盛り込む

新宿の文化の発信のため
の区民ボランティアによ
る専門家の養成という趣
旨を盛り込む

歴史の中で
結実したホ
ンモノの文
化を継承す
る
（P149）

・平成20年にリニューアルする漱石公園を新宿
区で生まれ、終焉を迎えた漱石の足跡を伝える
情報発信の場としたい。新宿区にとって漱石が
かけがえのない文化財産であるということを広
く区民に理解いただく中で、漱石山房の復元に
ついて実現方策を検討していく。
・新宿ゆかりの文豪や区内の歴史文化資産をめ
ぐるまち歩きコースを載せた「新宿の文化ガイ
ド」（平成19年2月発行予定）により、区内外
に広く情報発信していく。
・落合文士村の史跡の整備など、近代文学・文
芸発祥の地新宿を発信する。

　文化財協力員は地域の文化財の発掘、区との
協働による調査、文化財公開の際の説明要員な
どを想定して育成している。今後永続的に活動
するとともに、もっと広く、地域の文化や歴史
の知識を身につけてもらうため、計画的な養成
と研修の充実を検討する。
　また、団塊世代を中心とした区民の活用につ
いては、「新宿区高齢者社会参加システム協議
会」の検討結果を踏まえ、これら豊かな経験、
知識を持つ高齢者がを地域活動の担い手として
活躍するための養成講座等を実施する。

　自主的な地域史研究興隆のため、資料の提供
に努めるとともに、研究者の育成を図る。
　また、地域文化発掘事業により区民から寄せ
られた歴史・文化情報を共有化することによ
り、区民の自主研究の素材とする。
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

④ 庶民の古典芸能ルネッサンス 三遊亭円朝の旧宅を取得して、資
料館を兼ねた円朝記念館を建設
し、区民運営による企画／催しを
展開する。こうした落語を中心と
して、日本の大衆的伝統芸能の企
画を展開し、新宿に古典文化の文
芸復興をはかる。

落語をはじめ古典的芸能
と触れ合うという趣旨を
盛り込む

Ⅵ－１ー③
文化・芸術創
造の基盤の充
実

　区内の文化活動団体との後援・共催事業で、
古典芸能を体験したり、鑑賞する機会を提供し
ている。今後も、文化活動団体との連携を深
め、区民が伝統芸能に触れることができる機会
を提供していく。

⑤ 古典文化・古典芸能を「新古典」
形式で試み味わう

既存の地域資源を活用し、古典芸
能の革新による「新しい古典芸
能」を創造する。

既存の地域資源を活用し
古典芸能とのふれあいと
いう趣旨を盛り込む

Ⅵ－１ー③
文化・芸術創
造の基盤の充
実
Ⅵ－１－②
新しい文化・
観光の創造・
発信

　区内の文化活動団体との後援・共催事業で、
古典芸能を体験したり、鑑賞する機会を提供し
ているが、この中で落語と音楽のコラボレー
ション等も行われている。今後はこのような新
しい古典芸能の創造を促進していきたい。

⑥ 界隈を活かしたまちづくり－「歴
史地区」の制定

「歴史地区」を新たに制定し、消
防施設の配備など防災に配慮しつ
つ、魅力に富んだ既存の界隈を活
かしたまちづくりを進める。

⑦ 文化・歴史の道、坂を活かしたま
ちづくり

坂を新宿の地形的資源、歴史的遺
産ととらえ、これらと歴史地区、
文化・歴史拠点等をネットワーク
化した新宿区史跡巡りコースを、
区民等の発案によるものも含めて
設定する。また、神楽坂等の美し
い坂について、斜面緑地の再生整
備などのまちづくりガイドライン
を策定する。

Ⅵ－１ー①
文化・歴史の
掘り起こし、
継承・発展・
発信

Ⅵ－１ー①
文化・歴史の
掘り起こし、
継承・発展・
発信
Ⅵ－１－②
新しい文化・
観光の創造・
発信

歴史を積み重ねた界隈の
特徴を活かしたまちづく
りという趣旨を盛り込む

道や坂など新宿の地形的
資源、歴史的遺産ととら
え、史跡、文化財等と
ネットワークし新宿の歴
史を発信するという趣旨
を盛り込む

　「新宿の文化ガイド」において、区内を１０
地域に分けて、それぞれの地域について、歴
史・文化・史跡などの区の観光資源を巡る、ま
ち歩きコースを掲載する予定である。この中
で、歴史的な由来がある坂などについても、触
れていく。
　区は、これまで由来を記した標柱を坂道に設
置することや歴史と文化の散歩道の整備なども
行ってきた。今後はさらに歴史をまちづくりに
活かす高いレベルでの取り組みに応えるよう庁
内の連携を高める。
　また、坂道標柱については、傷んだ木製のも
のを順次更新するとともに、既存の史跡めぐり
コースなどの情報とのリンクを図る。
　神楽坂等の坂については、地区の景観資源と
考え、路地の保存や斜面緑地の再生・整備など
を定めたガイドラインや地区計画等の策定など
を含め、多様なまちづくり手法を地区住民と協
働して検討していく。

　地区計画や景観計画において、その方針に
「その地区の界隈を活かしたまちづくり」につ
いて定めるが可能なことも考えられるが、提案
の「歴史地区の制定」については、その制度的
な位置づけ、効果などについて、十分な検討が
必要である。
　また、地域での特性を前提とした防災対策を
今後も進めていく方針である。
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

⑧ 文化・歴史の掘り起こしと発信
（P154）

様々な地域資源を区民が掘り起こ
し、それらを紹介するガイドプ
レートの設置やマップ作成・配
布、コンシェルジェ制度の導入な
どにより発信していく。さらに地
域や地区のアイデンティティとし
て、町名の由来を遡れる解説を発
信する。

⑨ 文化資源の保護と文化環境づくり
－駅構内アートミュージアムの創
設（P155）

駅ビル建設時に、「市民アート
ミュージアム」を新設し、美術館
専門ボランティアが運営する。ま
た、区民は教育委員会などと連携
し、各種文化財の総合的な把握と
保護を図るとともに、有休学校施
設などと連携したミニ博物館の開
催など、地区単位での文化環境の
拡充を図る。

⑩ いにしえの地名を将来に残し、そ
れを観光資源にする

古くからの地名を紹介するととも
に、切絵図などや当時の生活の復
元図などを盛り込んだ「タイムス
リップ案内板」を設置し、まちの
持つ歴史を伝える。

新宿の歴史の継承という
趣旨を盛り込む

Ⅵ－１ー①
文化・歴史の
掘り起こし、
継承・発展・
発信

　「新宿の文化ガイド」等により、昔の地名に
関することについても取り上げていく。

⑪ 地場産業と居住の共存するまちづ
くり

工場の集約や、公開空地がある住
宅・地場産業である建築物につい
て容積率緩和をはかる「地場産業
のための総合設計制度」の制定に
より、地場産業と居住の共存する
まちづくりをすすめる。

Ⅵ－１ー①
文化・歴史の
掘り起こし、
継承・発展・
発信
Ⅵ－１－②
新しい文化・
観光の創造・
発信

人物、事柄、歴史・文化
の掘り起こし発信すると
いう趣旨を盛り込む

新宿の文化発掘、発信と
いう提言の趣旨を盛り込
む

地場産業と居住が共存す
るまちづくりという趣旨
を盛り込む

Ⅵ－１ー①
文化・歴史の
掘り起こし、
継承・発展・
発信
Ⅵ－１－②
新しい文化・
観光の創造・
発信

Ⅴ－３－①
地域主体の地
区まちづくり
を支えるしく
みづくり

　印刷工場等地場産業が集積している地域を中
心に、地場産業など用途を限定して、総合設計
制度等を設けることについては、地域の住民や
事業主の意見等を伺いながら、その必要性も含
めて制度的な検討を進めていく。

　地域文化発掘事業において、区民が身近な地
域資源を発掘し、その情報について共有化を
図っている。これらの情報については精査の
上、区のホームページに掲載し、また、「新宿
の文化ガイド」等に記載すること等により、広
く区内外に情報発信していく。
　町のなかには、町名由来などの説明板の他
に、歴史と文化の散歩道、住居表示の説明板、
橋名の説明板、坂道標柱、歴史標柱などが混在
しており、まちづくりや観光資源の観点から総
合的に検討する。

　地域文化発掘事業により寄せられた歴史・文
化情報をデータベース化して共有し、地域に身
近な文化資源として発信する。
　遊休施設などを利用した地区単位の博物館構
想かと思われ、「小文字の歴史学」ともかかわ
りがある。地域での歴史や文化財の掘り起こし
が活発になり、資料を管理し展示できる場所が
確保できれば実現可能である。運営に関しては
文化財協力員など、ボランティアによる活動が
期待される。
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対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

⑫ 伝統産業の継承を支援する仕組み
づくり

伝統産業をネットワーク化し、工
房直営によるミニショップ運営な
どの新しい工夫の奨励や作業環境
の改善等への支援を行う。併せて
新規参入希望の若者の誘致等によ
る後継者確保や技術者の認定制度
の導入等により、伝統産業の継承
を支援する。

伝統文化の技能の承継し
伝統産業の後継者を育成
するという趣旨を盛り込
む

Ⅵ－１ー①
文化・歴史の
掘り起こし、
継承・発展・
発信
6－２－③
産業を支える
創造的な人材
の確保と、雇
用の安定

　現在、地場産業に対し設備や運転の資金融資
の制度があり、また、地場産業団体の展示会等
への支援や地場産業功労者への表彰を実施して
いる。後継者確保への支援等については、今後
検討したい。
・地域ブランド創出の視点から伝統産業の熟練
工を認定する制度を検討する

⑬ 「アートのまち・新宿」を新宿ブ
ランドの確立定着に活用する

地域の伝統産業に従事する専門技
能者や芸術家と区民との交流を促
進し、付加価値の高い製品の開発
と供給が可能となる「新宿ブラン
ド」の確立を目指す。

新宿の伝統、先鋭さ、国
際性、若さなどを活用し
た付加価値の高い製品の
開発と供給という趣旨を
盛り込む

Ⅵ－３－②
新しい文化・
観光の創造・
発信
Ⅵ－２－②
新宿の魅力や
高付加価値な
情報を発信す
る産業の創造

　新宿の地域産業ブランドについては、現在、
観光施策推進協働委員会でコンセプトを検討し
ている。今後は、地域産業ブランドを支援する
方向で、ブランド施策を検討していきたい。
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対応状況等 法令等により困難な事項

Ⅲ 5

② 街路樹に特色を持つ街路づくり 道幅に応じた街路樹か潅木かを選
択、歩道と車道間の区切りとして
グリーンベルトを設置

街路樹に特色を持つ街路
づくりについて趣旨を盛
り込む

Ⅳ－３ー②
人と環境に配
慮した道路整
備

　りっぱな街路樹運動を進める中で、シンボル
ロード等、道路幅員に応じた街路樹の整備を実
施している。
ただし、グリーンベルト等の連続的な植樹帯が
設置できる箇所は限られている。

③ 遊歩道の整備を促進 遊歩道は幼児と老人、障害者も安
心して散策できるものとする、遊
歩道の素材は土またはチップ材の
使用を原則とする

④ 住宅地の生垣整備を促進 住宅街のコンクリートブロックの
撤去とみどりの塀(生垣)の設置推
進、生垣の設置には区における助
成金措置等の一層の充実化を推
進、塀が除去されたことによる防
犯上の問題は区と地域住民との話
し合いで解決

住宅地の生垣整備を促進
と地域が主体となった安
全対策について趣旨を盛
り込む

Ⅳ－１－②
みどりを残
し、まちへ広
げる
Ⅲ－４－①
犯罪の不安の
ないまちづく
り

　区では昭和63年度から生垣助成制度を行って
おり利用件数の増加を図る。

① 魅力ある公園づくりの推進 周辺の環境を考慮した特色ある公
園づくり、公園相互のネットワー
ク化、樹木、草花をベースとした
公園づくり、新宿御苑の区民の森
としての開放、公園の管理運営の
地域住民やボランティア団体、
NPOへの移管、外濠を整備し公園
としての機能を付加、都立戸山公
園の区への移管による森林公園と
しての整備

周辺の環境を考慮した特
色ある公園づくりなど魅
力ある公園づくりについ
て趣旨を盛り込む

区民が安心して歩くこと
ができる遊歩道の整備に
ついて趣旨を盛り込む

まちの記憶
の再生と環
境の創造
（P125）

みどりと
水、太陽の
豊かなまち
（P161）

・周辺の環境を考慮した特色ある公園づくりと
して、河川沿いの既存公園を水とみどりのネッ
トワークとして捉え、親水性のある公園として
再整備するために必要な調査を行う予定。
・新宿御苑については、区民に開放された玉川
上水を偲ぶ流れを創出するため、検討会やシン
ポジウム等を実施している。今後も引き続き、
玉川上水を偲ぶ流れの復活の実現に向けて検討
を行っていく。
・今後も、公園サポーター制度の拡充を図りな
がら、地域に根ざした公園管理を心がけてい
く。
・外濠を公園として整備することについては、
新宿区、千代田区、港区の３区の連携と、国史
跡の管理計画との整合を図っていく必要があ
る。
・緑とのネットワーク化り、区民がより利用し

・都立戸山公園の区への移管は難しい

・区民が安心して歩くことができるウォーキン
グコースについて、検討する。
・公園や遊歩道について、平坦性を高める等、
歩きやすくなるような工夫をする。

・道路においては、管理上の問題から、土等
の舗装にすることは難しい。
また、公園や遊歩道について、車椅子等の利
用を考えると、チップ剤の使用は難しい

Ⅳ－１－③
「地区の庭」
づくりの推進

Ⅳ－３ー②
人と環境に配
慮した道路整
備

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。
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対応状況等 法令等により困難な事項

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

⑤ 屋上緑化、壁面緑化の普及促進 ビル・擁壁等の緑化は蔓性植物を
使用して促進、長期にわたる大規
模な工事現場の塀は緑化を義務付
け、新設の中・低層ビルには税制
面の優遇策を適用し屋上緑化を義
務付け

屋上緑化、壁面緑化の普
及促進について趣旨を盛
り込む

Ⅳ－１－②
みどりを残
し、まちへ広
げる

　区は屋上緑化や壁面緑化については、全国の
自治体に先駆けて平成3年度から取り組んでお
り、「都市建築物の緑化手法」という技術書の
出版、緑化計画書制度による屋上緑化の義務付
け、区役所本庁舎の屋上緑化見本園の新設など
の普及促進施策の結果、区内全域での屋上緑化
箇所数と面積は増加しており、今後も継続す
る。
　税制面での優遇策は事実上ないのが現状であ
り、今後は制度の整備が求められている。

⑥ 水辺の空間の創出を促進 川沿いの公園の遊水公園化、川沿
いに遊歩道とサイクリングロード
を設置し川を上から見渡せる人道
橋を設置、神田川・妙正寺川の親
水公園化、玉川上水の復活による
大木戸までの水辺空間の創出、外
濠の水質改善と親水公園化、高度
処理水の活用による水質浄化の促
進

6 ① ゴミの落ちていないきれいなまち
づくりの推進

地域団体との協働によるまち美
化、行政の清掃対策、環境サポー
ター制度、自動販売機の設置規制

人間本位の
生活環境を
重視したま
ち
（P165）

・地域と協働で美化推進重点地区において散乱
防止計画を策定の上、啓発活動や美化活動を推
進している。また、四谷地区、落一地区におい
ても、地域の活動に対し、行政として支援して
おり、その他の地域についても、今後、地区協
議会等と協議の上、取り組んでいく。
・地域の美化は対応困難な場合を除き、行政が
主体となるのではなく、地域住民や事業者が自
ら推進するように働きかけ、支援をしていく。
・自動販売機については、届出と回収容器の設
置を「リサイクル及び一般廃棄物に関する条
例」で平成7年度から義務化している。また、新
宿駅・高田馬場駅周辺の美化推進重点地区にお
いては「空き缶等の散乱及び路上喫煙による被
害の防止に関する条例」により、自動販売機の
周辺を清潔に保持することとしている。

住民、企業、行政等との
協働による生活環境への
配慮という趣旨を盛り込
む

河川沿いの散歩道整備や
玉川上水を偲ぶ流れの復
活等水辺の空間の創出を
促進について趣旨を盛り
込む
河川沿いの散歩道整備や
玉川上水を偲ぶ流れの復
活等

Ⅳ－２－①
水とみどりの
骨格の形成

　東京都の実施する河川改修事業に合わせ、安
全で快適な河川沿いの散歩道整備を行ってき
た。
神田川沿いについては河川整備に伴い護岸緑化
や、緑道整備が進んできた。妙正寺川沿いにつ
いては未整備区間が多く魅力が乏しく課題も多
い。ついては河川整備にあわせるだけでなく、
親水性のある施設を周辺の公園とネットワーク
化して整備することで水辺機能の再生に取り組
んでいく。
　また河川景観を楽しめる人道橋の設置につい
て本年度調査を予定している。
　玉川上水を偲ぶ流れを創出するため、検討会
やシンポジウム等を実施している。今後も引き
続き、玉川上水を偲ぶ流れの復活の実現に向け
て検討を行っていく。
外濠を公園として整備することについては、新
宿区、千代田区、港区の３区の連携と、国史跡
の管理計画との整合を図っていく必要がある。
また水の浄化について浚渫、補給水のあり方な
ど検討をしていく。

Ⅳ－１－③
地域環境に配
慮する取り組
みの推進

・環境サポーター制度について、区民が自主
的に巡回・調査・報告する仕組みは可能と考
えるが、権限の委嘱は困難である。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅲ　まちの記憶の再生と環境の創造

対応状況等 法令等により困難な事項

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

③ 美しく潤いのあるまちづくりの推
進

高層ビルの建設に関する地域との
事前調整、町名やガード下等への
壁画を通じたまちづくりへの意識
の醸成、住環境に関するインフラ
整備に係る予算の情報開示

安心して歩きたくなるまちづくり
の推進

環境に優しい公共交通を整備し、
都心への自動車の流入を規制する
とともに、駐車場の整備、生活道
路の抜け道の規制、自転車の活用
の推進等に係る施策の推進を行
う。通学路の時間規制。電柱の地
中化。

②

・新宿駅周辺を除く、区内の約８割の区域につ
いて、建築物の絶対高さ制限を導入している。
認定や許可により規制を緩和する場合は、周辺
の状況等を考慮にいれ適切に運用していく。
　また、一定規模以上の建築物について、建築
確認前に建築計画を記載した看板を設置するこ
とを条例に定めている。今後も、建築主に対し
て、早期の周辺住民への説明会の実施や調整を
行うことを指導していく。
・ガード下等への壁画については、大久保駅、
新大久保駅において、大久保・百人町地区の環
境美化対策の一環として、地元等各関係者との
協働により、壁画制作を実施済み。他の箇所に
ついては、施設管理者の意向も踏まえ、地域住
民が主体となり実施することが望ましく、地元
等の活動を支援していく。

住環境やまちを意識でき
る美しく潤いのあるまち
づくりの趣旨を盛り込む

Ⅴー３－①
地域主体の地
区まちづくり
を支えるしく
みづくり

・公共交通では、地下鉄13号線が平成19年度開
通を目指して工事中である。
・地区の状況に応じた駐車場の整備を進めるた
め、関係部署や事業者と連携していく。
・電線類の地中化は、歩行空間の拡大によるバ
リアフリー化と都市防災機能の向上に加え、都
市景観の向上に伴う良好な住環境の形成等に寄
与することから、積極的に検討を進める。
・現在の「自転車等の駐車対策に関する総合計
画」では、自転車利用の抑制を基本に最小限の
自転車駐車場等の整備を計画している。しかし
ながら、近年の自転車利用状況をの変化に適切
に対応するため、平成２０年度からの総合計画
を策定中で、この中で自転車駐車場の増設を含
めた自転車利用のあり方を検討する。また、自
転車利用マナーの教育は、保育園児・小学校児
童・高齢者グループ等を対象に交通安全教育や
講習会を実施している。

環境に優しい公共交通の
整備という趣旨を盛り込
む

Ⅳ－１－②
地球温暖化対
策の推進
○地球環境に
やさしい交
通・まちづく
り

・旧町名復活は住居表示を行った際の議論の
経緯があり慎重に考える必要がある。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅲ　まちの記憶の再生と環境の創造

対応状況等 法令等により困難な事項

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

④ 多文化・多様性の新しい環境対策
の推進（あれもあり、これもある
まち）

外国人の地域活動への参加促進、
交通弱者のための道路のバリアフ
リー化の推進。小規模地域コミュ
二ティ施設の確保。

7 ① 拡大生産者責任の徹底 生産者がものの生産から廃棄され
たものの処理までの責任を持つ拡
大生産者責任を徹底し、そのコス
トを価格に上乗せして消費者が負
担する形にする。新宿区は他の自
治体とも連携しながら国に法制化
を働きかけるべき。流通業界に対
しては、リユース容器の普及、レ
ジ袋の有料化、簡易包装などを推
進させる

資源循環型社会構築のた
めの拡大生産者責任とい
う趣旨を盛り込む

Ⅳ－１－①
資源循環型社
会の構築

・国への働きかけについては、「国への要望」
の中で市長会として拡大生産者責任の考えを循
環型社会形成推進基本法やリサイクル諸法に明
示するよう見直しを求めている。区は今後も、
23区や市長会と連携し、拡大生産者責任の強化
について、国・都へ要望していく。
・流通業界への働きかけについては、清掃協力
会による、スーパー店頭でのマイバッグキャン
ペーンを実施するなどの取り組みなどを行って
いる。今後も、区内商店会等との情報交換を進
めたり、リサイクル活動団体や消費者団体等と
も連携し、業界のごみ減量化推進を働きかけて
いく。

② ゴミ減量目標値の設定と増強すべ
き施策

持込ゴミの量などを正確に把握し
た上で、今後10年間に区内で発生
するゴミ量を1/2にするという目
標を定め、各主体が果敢に取り組
む。家庭ごみの有料化もゴミ減量
化に有効な策である。

ごみの減量と分別の徹底
いう趣旨を盛り込む

Ⅳ－１－①
資源循環型社
会の構築

・ごみ減量目標値の設定は、区が２０年度に改
定する一般廃棄物処理基本計画の中で設定して
いく。ごみ減量にあたっては、家庭ごみへの対
応だけでなく、他区と比して多い事業系ごみの
減量や事業者処理の徹底なども検討する。
・家庭ごみの有料化については、審議会でも、
ごみ減量施策のひとつとして有効であるとの報
告を受けている。今後も区民の意見を聞きなが
ら慎重に検討を続ける。

持続可能な
資源循環型
社会の構築
（P169）

・日本語学習の支援によりコミュニケーション
の円滑化を図るとともに、外国語版生活情報
紙、外国語版広報紙、外国語版文化・生活情報
等ホームページにより、外国人に対して地域活
動などの情報提供を行っている。今後は、日本
人と外国人の交流の場である「しんじゅく多文
化共生プラザ」のさらなる利用を促進し、外国
人の地域活動への参加を呼びかけていく。
・交通弱者のための道路のバリアフリー化は交
通バリアフリーの基本構想に従い、適正に整備
していく。

外国人の地域活動への参
加促進、交通弱者のため
の道路のバリアフリー化
の推進

Ⅲ－２ー⑤
外国人と日本
人がともにく
らしやすいま
ちづくり
Ⅳ－３－④
だれもが自由
に行動できる
敏空間づくり
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅲ　まちの記憶の再生と環境の創造

対応状況等 法令等により困難な事項

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

③ ごみ・資源の収集体制の見直し まず事業系、将来的には家庭系ご
み収集も区直営ではなく、民間許
可業者に移し、コストを削減と
サービス向上を図る。資源回収に
ついても民間業者に一本化し、低
コストで良質な資源の回収を図
る。プラスチックごみ、廃油など
回収品目を増やし、一層のごみ減
量化を推進。

資源回収業務などの民間
委託と資源ごみの分別収
集の拡充の趣旨を盛り込
む

Ⅳ－１－①
資源循環型社
会の構築

・事業系の民間許可業者への移行は、「事業者
の自己処理原則」に基づき、これまでも移行の
指導をしている。平成１８年４月から日曜繁華
街収集を廃止したことに伴いさらに指導を強化
しているが、引き続き民間事業者への移行に向
け努力する。

・資源回収業務などの一部業務は既に民間委託
しており、より効率的な収集体制の確立並びに
サービスの向上について毎年度見直しを行って
いる。
・回収品目増については、平成２０年度の
「サーマルリサイクル」実施にあたり、容器包
装プラスチックの資源回収を予定している。そ
の他の資源回収については、清掃審議会や関係
団体等の意見を伺いながら検討していく。

・家庭系ごみの収集運搬は、区市町村業務と
なっている。

④ 啓発活動の推進 職員によるふれあい指導を充実さ
せ、特別出張所にも拡充する。児
童・生徒に対しては環境教育を一
層充実させる。区内事業者にも積
極的な協力を求める。

・職員によるふれあい指導については平成１７
年度から配置人員を増やし、新宿清掃事務所並
びに２箇所の清掃センターを中心に充実を図っ
ている。地域の要請に応じた啓発活動は勿論、
特別出張所等を活用した区の積極的な啓発も充
実していく。また、特別出張所は行政の地域の
核としての機能もあることから地域団体や地域
住民への啓発についてはさまざまな機会を通
じ、努めていく。
・環境教育については、各学校で総合的な学習
の時間を中心に積極的に取り組んでいる。ま
た、環境学習情報センターとも協力して、毎
年、「新宿区環境絵画展」を行っており、今年
度からは、「環境日記」についての取り組みも
推進している。さらに、研究主任会において
も、毎年数校の実践事例を紹介してもらい、啓
発に努めているところであり、今後も啓発に努
めていく。
　また、既存のプログラムの見直しなど、ご
み・資源に対し、興味をもって取り組めるよう
創意工夫を重ねる。さらに、今年度は小・中学
校以外に、保育園にも対象を広げ取り組んでい
る。
・区内事業者へは一定の事業用大規模建築物の
所有者等に廃棄物管理責任者の選任を義務付
け、定期的に講習会を開くなど普及啓発に努め

区職員による地域での啓
発活動の推進と環境教育
の推進の趣旨を盛り込む

Ⅳ－１－①
資源循環型社
会の構築
Ⅳ－１－②
地球温暖化対
策の推進
Ⅳ－１－④
環境学習の推
進
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅲ　まちの記憶の再生と環境の創造

対応状況等 法令等により困難な事項

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

⑤ 周知方法の工夫 転入時にごみや資源の分別につい
ての情報を地域に即してより丁寧
に提供する。条例によって不動産
屋、大家から入居者への指導を義
務づける。外国人にもわかりやす
いようにチラシを配布したり、絵
入りの標識や看板を設置する。清
掃・リサイクル関係の住民グルー
プを組織化し、人から人への情報
伝達を促進する。

⑥ 再生品の普及 事業者と協力して再生品の開発を
推進。再生品販売に協力する店を
表彰し、公表する。新入生に再生
文具の使用を勧め、再生品の普及
と児童・生徒とその親の環境意識
の向上を図る。

・転入者への情報提供については、ごみの分別
方法と地域別の収集日が一覧できる「資源・ご
みの正しい分け方・出し方」のチラシを区役所
や特別出張所の窓口で全員に配布している。こ
のチラシは英語、中国語、韓国語でも作成し、
外国人への配布にも力を入れている。
・不動産業等への入居者指導の義務付けについ
ては、一定規模建築物建設時の廃棄物保管場所
設置届等の際に、居住者への適切な指導を促し
たり、不動産業界への申し入れなどにより、入
居者のごみ・資源分別の周知を図っている。
・外国人については、外国語版生活情報紙、外
国語版広報紙、外国語版文化・生活情報等ホー
ムページにより、外国人に対してごみや資源の
分別について情報提供を行っている。今後は、
区が開催する日本語教室においても日本の生活
習慣やマナーを身につけることができるように
工夫し、充実させていく。
・区はこれまで、広報紙やホームページでの広
報活動と併せて、地域団体との懇談会や地域の
イベント、環境学習などあらゆる機会を捉え、
ごみや資源の分別についての情報周知に努めて
いるが、効果的な情報伝達について追及してい
く。

ごみや資源の分別の周知
を地域に即して丁寧に行
うという趣旨を盛り込む

Ⅳ－１－①
資源循環型社
会の構築
Ⅳ－１－②
地球温暖化対
策の推進

・容器リサイクル法では、消費者は分別排出、
市町村は分別収集、事業者は再商品化の義務を
担うとされている。
・3R推進店表彰制度、登録制度については23区
中10区で実施しているが、制度導入の効果・有
効性について慎重に検討する。
・再生品の普及については、ISOのグリーン購入
を推進する。
・児童・生徒とその親達の環境意識の向上につ
いては、関係機関と連携を密にして環境学習の
充実を進める。

再生品の普及について趣
旨を盛り込む

Ⅳ－１－①
資源循環型社
会の構築
Ⅳ－１－④
環境学習の推
進
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対応状況等 法令等により困難な事項

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

8 ① 「新宿エコアクション」 温暖化対策メニュー「新宿エコア
クション」の作成（家庭部門、業
務部門、運輸部門）。2009～12
年度では、モデル地区・モデル事
業者を設定し促進。2010年度か
らはモデルの成果を普及させ、取
り組みを拡充。2013年度に「新
宿エコアクション」の見直し、
2015～17年度には区民（世帯）
の８割、事業者の６割が取り組ん
でいる状態を目指す。

地球温暖化対策の趣旨を
盛り込む

Ⅳ－１－②
地球温暖化対
策の推進

・区民・個人事業者・中小事業者が結集して、
自分たちのための温暖化防止のための対策メ
ニューを作成することについては、新宿区の地
域特性を踏まえた普及啓発活動の一環として検
討し、既存のツールも最大限に活用しながら、
意識啓発と環境行動の浸透を推進する。「新宿
エコアクション」として新たに制度化すること
については、審査・認定などの技術的問題に加
え、地域的認証へのインセンティブ付加が困難
であることなどから、区としては「エコアク
ション２１」認証取得の支援等で対応する。
・平成18年度にパンフレットの配布や講習会の
開催等を行い、19年度からはコンテスト形式の
表彰制度など、「環境に取り組むことが評価さ
れる仕組み」の導入を検討している。
・コンテストで表彰を受けた家庭や事業所の先
進的な取り組みや、ユニークな取り組みなど
を、モデルケースとして広く区民・事業者にＰ
Ｒしていく。
・意識啓発の手法については、環境に関する社
会情勢や区民・事業者等の意識の水準を見きわ
めながら適宜見直していく。

② 環境教育 学校教育の現場や生涯教育の現場
において温暖化防止等の実践的な
環境教育プログラムを整え、拡充
する。2008年度に現行プログラ
ムの見直し、2009～10年度に新
プログラムの実施。2011～14年
度に新プログラムの拡充。2015
年度に新プログラムの見直し。

③ 情報共有 具体的な取組の状況などを環境学
習情報センター等の情報発信機能
を活用して発信する。また、シン
ポジウム、ワークショップ等の交
流の場を定期的に設け、共有化を
促進する。区の環境施策・事業の
積極的な周知。（いずれも2008
～17年度）

区民、事業者の取組の状
況などに関する情報発信
と区の環境施策・事業の
積極的な周知に関する趣
旨を盛り込む

Ⅳ－１－①
資源循環型社
会の構築
Ⅳ－１－②
地球温暖化対
策の推進
Ⅳ－１－④
環境学習の推
進

・現在すでに環境学習情報センターが、同セン
ターを核とした「省エネチャレンジ・ネット
ワーク」（学校・教育委員会、区民・地域団
体・ＮＰＯ、及び事業者のネットワーク）との
連携により、地球温暖化対策事業を実施してい
る。
・今後も、講座、イベント、ワークショップ等
様々な地球温暖化対策事業を環境学習情報セン
ターを核として実施していく。
・情報の収集、発信、共有化の手法について
は、区の広報紙、ホームページ、及び環境白書
等の刊行物等を活用するとともに、エコライフ
推進員温暖化防止分科会や、エコ事業者連絡会
との連携も活用していく。

地球温暖化
防止
（P173）

・環境教育については、各学校において様々な
形で取り組んでいるが、今後も、区民・ＮＰ
Ｏ・環境学習情報センター等との連携を強化
し、学校教育の中で、温暖化防止やリサイク
ル、清掃活動などの実践的な環境教育を進めて
いく。
・学校教育及び生涯教育を対象とした環境学習
プログラムの整備については、すでに環境学習
情報センターが様々な主体が実施するプログラ
ムを集約し、コーディネートを行っている。
・区は環境教育推進法第８条に定める環境教育
推進計画の策定に向けて具体的内容を検討す
る。

地球温暖化防止等の実践
的な環境教育の実施の趣
旨を盛り込む

Ⅳ－１－④
環境学習の推
進
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対応状況等 法令等により困難な事項

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

④ 重点地区・テーマ 区、地区協議会等が地球温暖化防
止についての重点地区や重点テー
マを設定して、商業地域、業務地
域、住宅地域等を対象に技術導入
を図る（2008～12年度）

⑤ 経済との融合 継続的な取組が展開されるよう、
経済的な規制と誘導を区が都・国
との連携の下、提供する。
（2013～2017年度）国等の関
連事業を活用して、重点地区・重
点テーマに取り組む。（2008～
12年度）

地球温暖化対策に対する
先進的な技術やシステム
の趣旨を盛り込む

Ⅳ－１－②
地球温暖化対
策の推進

・中小事業者に対して、環境マネジメントシス
テムの認証取得や環境技術の導入に対する経済
的な支援及び情報提供等の支援の実施などの誘
導策について検討していく。
・国や東京都の制度等についても情報提供に努
める。
・国等の関連事業について情報収集に努め、活
用可能なものは導入を検討していく。

⑥ 率先的取り組み 区が管理する施設を対象に現行お
よび将来的な技術対策を計画的に
導入し、区民の対策意識向上を図
る。（2008～17年度）

区の地球温暖化対策への
率先的取組み実施の趣旨
を盛り込む

Ⅳ－１－②
地球温暖化対
策の推進

・ISO14001の環境管理に基づいた二酸化炭素
排出量の抑制など、区としての率先行動を今後
も進めていく。
・特にハード面については、今後新設する施設
に先進的な環境配慮技術を積極的に導入するよ
う、より一層努めていくこととする。

⑦ 23区の連携 対策効果をより促進するため、23
区の環境政策の連携を強化し、温
暖化防止効果を拡大する。
（2010～17年度）

23区の環境政策の連携を
強化の趣旨を盛り込む

Ⅳ－１－②
地球温暖化対
策の推進

・平成18年6月には地球温暖化対策23区担当者
連絡会が設置され、各区で実施している地球温
暖化対策の情報交換や、23区共通の温室効果ガ
ス算定手法の検討、及び情報共有システムの構
築の検討を行っている。
・地球温暖化は地球規模の環境問題であるた
め、国や都を含めて広域的な連携にも努めてい
く。

9 ① 地域通貨（エコマネー）の導入 環境に関係する区民の協力や労力
（清掃、緑化等）と環境に関係す
るサービスや商品（環境配慮商品
等）とを交換する地域通貨の仕組
みを導入する。また、下記②、③
の指標として用いることもでき
る。

地域でのボランティア活
動等環境貢献の取り組の
推進の趣旨を盛り込む

Ⅳ－１ー③
地域環境に配
慮する取り組
みの推進

　地域通貨については環境活動のみを対象とす
るのではなく、広くボランティア活動に対する
インセンティブの面などから検討する必要があ
る。

Eco-Eco
（環境と経
済の調和）
に取り組む
まち
（P177）

・重点地区（モデル地区）の設定には地域の合
意形成が重要となるため、区としては、地域が
主体となって導入することが可能な先進的な技
術やシステムに関する情報提供を行うほか、導
入可能性調査の実施等による支援について検討
する。
・導入事例については広くＰＲし、他地域への
波及を図る。
・地区協議会における地球温暖化防止問題につ
いては、地区協議会の自主性・主体性を尊重し
つつ、検討される必要がある。

地球温暖化対策に対する
先進的な技術やシステム
の趣旨を盛り込む

Ⅳ－１－②
地球温暖化対
策の推進
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対応状況等 法令等により困難な事項

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

② 環境配慮評価制度の実施 エネルギー消費が少ない、包装用
品に特別な配慮をしている、環境
配慮型商品を積極的に販売してい
るなど、環境に対する配慮が特に
優れている事業所を第三者が評価
し、区が表彰するとともにその内
容を公開する。

事業所に対し環境に対す
る配慮を促進していく趣
旨を盛り込む

Ⅳ－１－②
事業者の省エ
ネルギーへの
取り組みの促
進・支援

・環境への取組みを行っている事業者に対して
公募コンテスト形式で表彰することを予定して
いる。
　また現在、活動している新宿区エコ事業者連
絡会なども有効活用していく。
・平成18年度にパンフレットの配布や講習会の
開催等を行い、19年度からはコンテスト形式の
表彰制度など、「環境に取り組むことが評価さ
れる仕組み」の導入を検討している。
・コンテストで表彰を受けた家庭や事業所の先
進的な取り組みや、ユニークな取り組みなど
を、モデルケースとして広く区民・事業者にＰ
Ｒしていく。

・公募形式でなく環境配慮事業所を把握する
ことや、多様な業種を第三者が評価する基準
を設けることは困難と考える。

③ グリーン入札制度の導入 環境認証を取得している事業者
や、環境配慮評価制度で表彰され
た事業所から、区は優先的に物品
を調達する制度を実施します。

10 ① 江戸文化を参考にした「持続可能
な社会」の具体的イメージづくり

江戸の「共生」、「循環」の具体
的な取り組みや地域コミュニティ
形成を学び、参考とする

「共生」、「循環」や地
域コミュニティ形成をま
ちづくりの基本的な視点
とする。

　今後のまちづくりを進めていく上で、「共
生」、「循環」の理念は基本的な視点とすべき
ものだと考えている。

② 「持続可能社会」実現のための活
動や「子どもの参画」のための地
域組織づくり

「持続可能な社会」実現のための
組織やより良い社会づくりへの
「子どもの参画」のための住民主
体の仕組みづくり

すべての人
のみならず
次世代が、
心豊かに、
安定的に生
活の質を維
持できる社
会（「持続
可能な社
会」）をめ
ざして
（P179）

・区も参加している東京電子自治体共同サービ
ス（５２団体・電子調達）の中で、ISO9000と
14000シリーズにおいて認証取得後の状況によ
り業者登録の格付けにおいて優遇制度をとって
いるが、競争入札を原則としているので、落札
は価格を中心に決めている。また、グリーン購
入としては、再生紙の利用を促進している。

事業所に対し環境に対す
る配慮を促進していく趣
旨を盛り込む

Ⅳ－１－②
事業者の省エ
ネルギーへの
取り組みの促
進・支援

子どもの参画について協
働リーディングプロジェ
クトの趣旨に盛り込む

協働リーディ
ングプロジェ
クト

　これからの地域課題の解決は多様な主体の協
働による取り組みが基本になると考える。この
ことを踏まえて、既存の活動団体等を支援して
いくことが重要であると考えている。特に、地
区協議会が地域課題の解決、区政への参画に向
けての取組みを進められる様に、主体的、自立
的な活動ができる環境整備が必要であると認識
しており、支援組織の必要性なども地区協議会
と一緒に検討していきたい。
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対応状況等 法令等により困難な事項

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

③ 近隣地域の公園（ポッケトパー
ク）を整備利用して「地域交流」
の拠点にする

近隣地域の公園を気軽に人が集ま
れる場所に変え、地域コミュニ
ティづくり等の拠点として整備

④ 大切にしたい伝統文化を子どもた
ちに伝える

各地に開設される子どもの居場所
における、伝統文化・技術・芸
能・芸術・武道・遊びなど、地域
の高齢者による学習機会の提供

⑤ 効率的な情報を提供するための情
報統合化の推進

アナログ・デジタル双方をバラン
ス良く配置した情報網のグランド
デザインの構築

すべての人がみな平等に
必要な情報を入手できる
ようにするという趣旨を
盛り込む

Ⅰ－１－③
参画と協働の
ための情報提
供の充実

  平成１３年３月のインターネット・イントラ
ネットシステムの構築により、庁外への情報の
提供と収集、及び庁内情報の共有化を図ってい
ます。今後、「新宿区情報化推進計画」の見直
しの中で、地域情報化による情報利活用の推進
と情報格差のないユビキタスな地域社会の実現
に向けた検討を行っていきます。

⑥ 『持続可能な社会づくり』のため
の新宿区コミュニティ学館（仮
称）の創設（P182）

「持続可能な社会づくり」を総合
テーマとしたコミュニティづくり
の学びの場の整備による、区民活
動のネットワーク化や産官学の連
携モデル事業の実践と発信

　公園をより多く利用してもらうために、改修
計画の当初からの住民参加が重要と考えてお
り、「みんなで考える身近な公園づくり」事業
については、今後拡充していく。
皆で調整する中で、地域コミュニティの利用に
も配慮された公園整備をめざす。
  これらの活動を地域として認知し、参加・協力
や課題を地域ぐるみで共有できれば、公園を拠
点とした地域交流の活性化も可能になると考え
る。取り組みについては各地区協議会の主体的
な意思に基づくことであるが、地域の実情に応
じて事務局として課題の投げかけや、情報提供
ができるように取組んでいきたい。

  区民に対する学びの場の提供や講座実施は、生
涯学習・社会教育の役割の一つである。
　社会教育会館については地域センターを含め
て類似の機能を持つ施設が多いこともあり、そ
のあり方について検討していく。
　現在、建設準備を進めている戸塚地域セン
ターには、環境学習施設の設置も視野に入れた
検討を行ってなっている。

　高齢者のもつ特技、知識、経験等を登録して
もらい、ボランティアとして地域活動や地域の
こどもたち等に教え、伝える「高齢者マイス
ター制度」を行っている。今後は、生涯学習財
団の人材バンク等の類似事業があるため、連携
や統合の検討が必要である。
  子どもが健やかに育ち地域の一員と自覚するた
めに、地域の行事に積極的に参加する機会が大
切であると考えている。
　児童の健全育成事業として保育園・児童館
で、また青少年の健全育成事業として各地区青
少年育成会活動として取り組んでいる。

近隣地域の公園を地域コ
ミュニティづくり等の拠
点として整備する趣旨を
盛り込む

コミュニティづくりの学
びの場を設け区民活動の
ネットワーク化や産官学
の連携モデル事業の実践
と発信を推進するという
趣旨を盛り込む

子どもの居場所での高齢
者等との交流の趣旨を盛
り込む

Ⅳ－２－③
「地区の庭」
づくりの推進

Ⅰ－１ー②
協働の推進に
向けた多様な
主体への支援
とネットワー
ク化
Ⅰ－２－③
コミュニティ
活動の充実と
担い手の育成

Ⅱ－２－④
子どもの成長
に応じた支援
Ⅲ－２－①
高齢者の社会
参加、自己実
現の機会の提
供
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅲ　まちの記憶の再生と環境の創造

対応状況等 法令等により困難な事項

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案
での対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

⑦ 地域の担い手・繋ぎ手の育成のた
めの、学びの機会の提供
（P183）

ＮＰＯのような「担い手」や地域
の「繋ぎ手」を継続的・戦略的に
育成するプログラムの構築と提供
するシステムづくり

⑧ 子どもたちが社会で学び、社会参
画の意味を知る機会づくり
（P183）

コミュニティ学館（仮称）による
子どもへのキャリア学習実施の支
援・コーディネート

⑨ 子どもも大人も持続可能な社会づ
くりについて学べる機会づくり

コミュニティ学館（仮称）によ
る、人権尊重と共生をベースとし
た福祉教育や地球規模での共生を
ベースとした国際理解・環境教
育・食育などを統合して学ぶ場の
提供

　国際理解・環境などについて専門的なノウハ
ウのある大学やＮＰＯなど、地域の多様な教育
資源が、子どもから大人までの学びに生かされ
ることは、今後より重要になっていくと考えて
いる。現在でも社会教育会館で団体の協働によ
る講座実施など行われているが、他施設との連
携や役割分担については、今後の検討課題であ
る。

福祉、国際理解、環境教
育、食育などを統合して
学ぶ場の提供という趣旨
を盛り込む

Ⅱ－４－①
生涯にわたり
学習・スポー
ツ活動などを
楽しむ環境の
充実

　協働の担い手となる区民等に対する育成支援
として、活動の場の提供や講座実施は、生涯学
習・社会教育の重要な役割である。
　１７年度から新たな取り組みとして、そのよ
うな人材発掘と分野を超えたトータルコーディ
ネターの養成を目的とした連続的な講座を開催
し、今年度も更に拡充した講座を開催してい
く。また、そこで受講した受講生を地域での活
動のトータルコーディネターとして養成するた
の仕組みづくり考たい。
　また、今年設立した新宿NPOのネットワーク
協議会を区に登録したNPOだけでなく地域の幅
広い社会貢献活動団体を含めたネットワークと
し連携を図っていく。

　これまでも地域との連携事業で、子どもの生
活体験・社会体験の機会を増やし、さらに子ど
も主導型の参画事業に取り組んできたが、今後
もこれらの実績を踏まえ、多様な体験の機会を
提供していきたいと考えている。
　次世代育成支援計画目標1－２子どもの生きる
力の成長と自立の中で、若者の自立支援として
取組むこととしている。
区と関わりのある青少年に関する活動をしてい
る団体や大学と意見交換等行いながら一緒に考
えていく。

ＮＰＯ等地域の担い手を
継続的・戦略的に育成す
るという趣旨を盛り込む

子どもへのキャリア学習
実施の支援・コーディ
ネートを行う機能が必要
という趣旨を盛り込む

Ⅰ－１ー②
協働の推進に
向けた多様な
主体への支援
とネットワー
ク化

Ⅱ－３－①
子どもの生き
る力を伸ばす
学校教育
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

Ⅳ 1 ① 地域商店や企業と連携した若者による
イベント企画

商品企画やイベント企画に参加協力
する機会を若者に提供することで、
商店・若者それぞれにメリットをも
たらす。さらに区がそうした情報を
発信することで、若者がチャレンジ
できる活気あふれる街としてのイ
メージを構築する。

「各地から多く集まる若者
と交流、連携して、新たな
文化を創造する」という趣
旨で盛り込んでいる。

Ⅵ－３－③
若者による新し
い文化の創造

　現在は、商店会の自主的なイベント等の事業に
対して支援している。いくつかの商店会では学生
と協力してイベント開催や商店会のホームページ
作りを行っている。今後も、学生等の若者がイベ
ント企画等に参加できるような商店会の取り組み
に対しての支援策を行っていきたい。

② 若者発のアイディアを産む場の確保・
バックアップ

青少年自らが企画・維持管理に携わ
る、青少年が集まる「拠点」を確保
する。また、青少年自立のための
（仮称）「ジュニア市民会議」と連
携し、青少年の潜在的な能力を引き
出す機会を提供する。

「各地から多く集まる若者
と交流、連携して、新たな
文化を創造する」という趣
旨で盛り込んでいる。

Ⅵ－３－③
若者による新し
い文化の創造

　榎町児童センターに中高生スペースを設け居場
所・創作活動をおこなっている。また、毎月1回、
中高生会議を開催し、中高生自身によるイベント
の企画等について話し合いを持ち、ルールを決め
ながら活動している。

③ 安心して若者が集えるまちづくりのた
めに

新宿区民として安心して若者が集え
るまちをつくるため、性風俗関連特
殊営業について協議の場を設ける。

「Ⅵ章「新宿らしさ」を創
造していくまち」全体とし
て、安心して人々が集える
まちをつくっていくという
趣旨で盛り込んでいく。

　社会を明るくする運動等保護司会や更生保護女
性会の活動にこれまでどおり区として協力してい
く

2 ① 『新宿区はワーク・ライフ・バランス
を推進する企業を応援します（育てま
す）』というスローガンを掲げ、企業
に働きかける

次世代育成支援対策推進法に基づく
「一般事業主行動計画」策定企業の
計画の達成状況の把握、従業員数が
300人以下の企業での独自の行動
計画づくりの奨励

「一般企業への働きかけ」
として、「男女を問わず、
育児休業等を取得しやすい
職場環境づくりや、働き方
の見直しに向けた普及啓発
等、子育てと仕事を両立で
きる雇用環境の整備を進め
る」という趣旨で盛り込ん
でいる。

Ⅱ－２－②
仕事と家庭生活
との両立の支援

　次世代育成支援計画中で、企業への働きかけの
一つとしてアンケートを実施している。今年度は
次世代育成協議会でアンケート内容の検討を行
い、具体的な企業への働きかけを検討していく。

② 企業と地域や区民をつなげる橋渡し役
や交流の場づくりを検討していく

｢家族でご飯を食べる日｣など、企業
と区民が一緒に取り組める新宿区独
自の意識啓発キャンペーンの実施、
先駆的な企業の具体的なワーク・ラ
イフ・バランス推進や地域貢献の事
例の紹介、地域に密着した企業との
橋渡し役になる人材またはネット
ワークづくり

「企業と地域・区民との交
流」については、「男女を
問わず、育児休業等を取得
しやすい職場環境づくり
や、働き方の見直しに向け
た普及啓発等、子育てと仕
事を両立できる雇用環境の
整備を進める」という趣旨
で盛り込んでいる。

Ⅱ－２－②
仕事と家庭生活
との両立の支援

・事業者に対するアンケートや21世紀職業財団の
サイト「両立支援のひろば」、都の「男女平等推
進・両立支援優良企業のデータベース」を利用
し、仕事と家庭の両立支援を推進している区内の
優良企業を紹介していく。
・次世代育成支援の一環としどのように区として
地元企業に働きかけられるか、関係部署と協議を
図り検討していく。

③ ワーク・ライフ・バランス企業に対す
る新宿区独自の優遇措置

ワーク・ライフ・バランス推進や地
域貢献に取り組む目標値を設置し、
達成した企業の表彰及び周知、 目
標達成企業に対する区独自の優遇措
置の検討

「企業への新宿区独自の優
遇措置」については、「男
女を問わず、育児休業等を
取得しやすい職場環境づく
りや、働き方の見直しに向
けた普及啓発等、子育てと
仕事を両立できる雇用環境
の整備を進める」という趣
旨で盛り込んでいる。

Ⅱ－２－②
仕事と家庭生活
との両立の支援

基本計画及び男女共同参画推進計画策定の中で、
企業の社会貢献新宿区版として、具体的目標値の
設置や、達成した企業のＰＲ、優遇措置等を検討
する。

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

ひろがる、
新宿的ライ
フスタイル
（P185）

若者が集う
活気あふれ
る新宿づく
り
（P187）

ワーク・ラ
イフ・バラ
ンス（働き
方の見直
し）の推進
（P189）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

④ ワーク・ライフ・バランス企業を推進
するための区民の組織づくり

行政、区民と一緒になったワーク・
ライフ・バランスや地域貢献をテー
マとした企業間交流や研究の場づく
り、中小企業の互助会的な組織づく
り

「推進するための区民組織
づくり」については、「男
女を問わず、育児休業等を
取得しやすい職場環境づく
りや、働き方の見直しに向
けた普及啓発等、子育てと
仕事を両立できる雇用環境
の整備を進める」という趣
旨で盛り込んでいる。

Ⅱ－２－②
仕事と家庭生活
との両立の支援

　男女共同参画推進計画策定のなかで企業を対象
としたセミナーの開催を検討する。
　産業振興のために企業相互、企業と行政とが地
域課題を共有する場づくりについて、検討してい
きたい。

3 ① 来街者がまた来たくなるまち 区民による情報共有や自らの経験を
生かした情報提供を進める。またこ
うした活動を支えるため、区は「新
宿遺産」の認定や「観光コンシェル
ジェ」の創設などの制度を構築する
とともに、ホームページ等を活用し
たＰＲ体制の構築と来街者の意識把
握を行う。

「区民による情報共有・情
報提供」については、「地
域にゆかりのある文化人
や、地域に埋もれている歴
史や文化財などを掘り起こ
し、保存し、伝えていくし
くみづくりを進める」「価
値ある文化、生活情報を広
く区民に発信、公開してい
く仕組みやネットワークづ
くりを行う」という趣旨で
盛り込んでいる。

Ⅵ－１－①
文化・歴史の掘
り起こし、継
承・発展・発信
Ⅵ－１－②
新しい文化・観
光の創造・発信

・来街者への情報提供　観光マップや観光モバイ
ル等により観光情報の提供に努めている。
・観光施策推進協働委員会においては地域産業ブ
ランドコンセプトを検討している。
・区民の情報を活かす制度　区民から寄せられた
身近な歴史・文化情報の共有化を図る地域文化の
発掘事業により、情報収集を進めていく。
・PR　ホームページの内容を充実させ、地域文化
に関する情報発信を積極的に行う。
・来街者の意向把握　イベントの際にはアンケー
ト等を行い、来街者の意識の把握を行っている。
・東京商工会議所新宿支部、新宿区観光協会と連
携し、観光シティガイド認定制度を創設を検討す
る

② 新宿らしい多様性を楽しめるまち 区民自らが多様性に対する共通理解
を進め、様々な企画を通じてこうし
た多様性を来街者にアピールし理解
してもらう仕組みを構築する。区は
こうした活動を支える環境づくりや
来街者の意識の把握を行う。

「多様性に対する共通理
解・アピール」について
は、「地域にゆかりのある
文化人や、地域に埋もれて
いる歴史や文化財などを掘
り起こし、保存し、伝えて
いくしくみづくりを進め
る」「価値ある文化、生活
情報を広く区民に発信、公
開していく仕組みやネット
ワークづくりを行う」とい
う趣旨で盛り込んでいる。

Ⅵ－１－①
文化・歴史の掘
り起こし、継
承・発展・発信
Ⅵ－１－②
新しい文化・観
光の創造・発信

・区民同士・区民と来街者のふれあい、多文化共
生、歴史、文化、芸術などの様々な切り口でのイ
ベントを行い、新宿区の多様性をアピールしてい
る。また、共催・後援名義の活用により、イベン
トの多様化を図っていく。
・イベントの際にはアンケート等を行い、来街者
の意識の把握を行っている。
・地域産業ブランドを検討しているが、そのコン
セプトは「多様性」である。今後、産業や商店街
など、様々なブランドの提唱が期待されるので、
それに対応した支援策を検討していきたい。

ぶらりと道
草したくな
る楽しいま
ち
（P195）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

③ にぎわいと魅力あふれる街／「歩きた
くなる街」「歩いて楽しい街」

個性豊かな店舗や楽しいイベント、
様々な情報の提供といったソフト面
の取り組みのほか、歩車分離により
歩行者が安心して楽しむことができ
る空間を整備することで、賑わいと
魅力あふれる街をつくりだす。

Ⅴ－２－①
楽しく歩ける
ネットワークづ
くり
Ⅴ－２－③
まちの「広場的
利用」の推進
Ⅵ－１－①
文化・歴史の掘
り起こし、継
承・発展・発信
Ⅵ－１－②
新しい文化・観
光の創造・発信
Ⅵ－２－①
新宿の魅力や高
付加価値な情報
を発信する産業
の創造
Ⅵ－２－②
地場産業の活性
化、地域におけ
る様々な新しい
ビジネスの誕生

ソフト面の取り組みとして
は、Ⅵ－１の中では「価値
ある文化、生活情報を広く
区民に発信、公開していく
仕組みやネットワークづく
りを行う」「様々な文化、
芸術に触れあう機会や体験
を通じて、子どもたちをは
じめとした次代を担う人材
を育成し、文化の継承、発
展を図る」という、Ⅵ－３
の中では「多様性や懐の深
さといった新宿らしさを十
分に楽しめる観光資源、観
光ルートなどの環境整備を
進める」「地域特性に合わ
せた、個性的で魅力ある商
店街づくりを支援し、地域
のコミュニケーションの
場、ふれあいの場として、
商店街の活性化を図る」
「国内、国外から多くの来
訪者があるまちの特徴を生
かして、市民同士の文化交
流などを支援し、ふれあい
の場を提供する」という趣
旨で盛り込んでいる。
ハード面の取り組みとして
は、Ⅴ－２の中で「拡幅、
カラー舗装化、バリアフ
リー化等により安全で歩き
やすい歩道整備を進めると
ともに、みどりや景観に配
慮した快適な歩行者空間を
整備し、誰もが歩きやすい
歩行者ネットワークづくり
を進める」「駅前、公園、
商店街、商業施設、公共施
設などを、多くの人が集ま
り、交流し、活躍できる場
として、環境整備や仕組み
づくりを進め、まちの広場
的利用を促進する」という
趣旨で盛り込んでいる。

・年間を通して行われる多様なイベントについ
て、共催や後援を含めて取り組んでいる。イベン
ト情報の提供については、区広報のほか、ホーム
ページ等により、積極的に情報発信している。
・商店会については、自主的なイベント事業のほ
か、商店会からの情報発信であるホームページの
開設やPRマップ作り等の自主事業に対して支援し
ている。また、商店街の街路灯などの施設整備も
行っており、今後もこれらの支援策を充実させて
いきたい。

・新宿駅周辺においては、循環バスの導入、駐車
場や駐輪場の整備、モール化等を検討し、歩行者
が安心して楽しむことができる空間づくりに努め
ていく。
・歩行者優先の道路整備として、生活地域内への
車両の流入抑制や速度抑制を実施している。整備
にあたっては段差の解消や平坦性の確保など、バ
リアフリー化を行うとともに、歩道のカラー化や
緑化等、景観にも配慮しており、道路の無電柱化
と併せ、安心して楽しく歩ける快適な歩行空間の
整備を行っている。
・平成17年4月策定された新宿区交通バリアフ
リー基本構想に基づく道路特定事業計画を現在策
定中である。
・具体的な事業として「人とくらしの道づくり」
「道路の改良」「やすらぎの散歩道整備」「道路
の無電柱化整備」を継続して実施していく。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

④ 新宿らしい都市文化（大衆文化）を創
造し発信する

映画、映像、アニメなどの制作工房
の立地誘導や芸術家等の居住促進、
新宿らしい娯楽等の創造によって、
新宿駅周辺の多様なまちの文化、娯
楽の遺産を受け継ぎ、新しい時代に
おける新宿文化を生産・発信する。

「新しい時代における新宿
文化の生産・発信」につい
ては、Ⅵ－１－②の中では
「文化、芸術の発展のため
に、新しい、若い才能を受
け入れるための環境整備す
る」として、Ⅴ－２の中で
は「新宿らしさ、大都市の
特性を活かした新しい産業
の創造、起業を支援する」
という趣旨で盛り込んでい
る。

Ⅵー１ー②
新しい文化・観
光の創造・発信
Ⅵ－２－①
新宿の魅力や高
付加価値な情報
を発信する産業
の創造
Ⅵー２－②
地場産業の活性
化、地域におけ
る様々な新しい
ビジネスの誕生

　低廉な費用で利用できる文化芸術の活動場所の
提供や年間を通しての多様なイベントの実施等に
より、様々な人々が新宿に集まり、交流すること
で、新たな新宿らしい文化の創造につなげてい
く。

・より効率的に放置自転車の減少を図るため、地
域社会全体で啓発活動を拡充実施するなど、住民
との協働の仕組を構築し、一層の推進を図ること
が課題である。今後も放置自転車の減少を目指
し、撤去・啓発活動を拡充していく。
・看板等の道路不正使用の是正については、地域
住民と行政が協働で指導、啓発を続けていくこと
が重要である。
・街路樹の整備など潤いのある歩行者空間の整
備、魅力的な街並み形成や歩く人にやさしい景観
づくりに努めていく。

「気持ちのよい街並みや景
観」については、Ⅴ－１－
②の中で「それぞれの地域
に刻まれた歴史や文化な
ど、変化に富んだ地形を活
かした景観まちづくりを進
める」として、「誰もが快
適に歩行できる潤いのある
都市空間を作り出す」につ
いては、Ⅴ－２の中で、
「拡幅、カラー舗装化、バ
リアフリー化等により安全
で歩きやすい歩道整備を進
めるとともに、みどりや景
観に配慮した快適な歩行者
空間を整備し、誰もが歩き
やすい歩行者ネットワーク
づくりを進める」「駅前、
公園、商店街、商業施設、
公共施設などを、多くの人
が集まり、交流し、活躍で
きる場として、環境整備や
仕組みづくりを進め、まち
の広場的利用を促進する」
という趣旨で盛り込んでい
る。

Ⅴ－１－②
賑わいと潤いの
ある都市景観の
創出
Ⅴ－２－①
楽しく歩ける
ネットワークづ
くり
Ⅴ－２－③
まちの「広場的
利用」の推進

⑤ 魅力的な街並みや良好な景観、快適な
歩行空間を整備する

放置自転車の撤去や看板・建物のデ
ザインコントロール、道や広場の拡
充や街路樹整備などにより、気持ち
のよい街並みや景観や誰もが快適に
歩行できる潤いのある都市空間を作
り出す。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑥ 新宿の賑わいの最大拠点・新宿駅周辺
地区の活性化

新宿駅周辺の歩行者優先地区の拡大
や設置、新宿駅東西自由通路の早期
実現、新宿駅西口の地上歩行者ルー
トの創設などにより、新宿駅周辺の
回遊性を高め、歩いて楽しい、歩き
たくなる街とする。

新宿駅周辺地区の活性化に
ついては、「人々が住み、
働き、学び、遊ぶ都市のま
ちとして、地区計画等のま
ちづくり制度を活用しなが
ら、住民主導による地区の
個性を生かしたまちづくり
を進める」という趣旨で盛
り込んでいく。

Ⅴ－３
地域の個性を活
かした愛着をも
てるまち

・新宿駅周辺の区道は、ほとんど歩車分離がされ
ていない道路であり、交通管理者や地元商店会等
の意向を踏まえ歩行者系道路の拡充の必要性を検
討する必要がある。
・東西自由通路の整備については、現在、関係者
間で具体的な整備計画を協議している。今後も引
き続き、早期整備に向けて協議を進めていく。
・西口周辺で既に都市計画決定されている地下通
路やデッキについては、整備促進に向けて関係者
と調整していく。
・新宿駅周辺に観光案内標識を設置し、回遊性を
高めていきたい。

⑦ 歌舞伎町の再生、活性化 風俗営業からの脱却をはかり、多種
多様な文化の体験や新たな産業の誘
致、小区画土地の再開発などによ
り、老若男女が集えるまちとして歌
舞伎町を再生する。

「新たな文化・観光の芽を
育む仕組みづくり」とし
て、趣旨を盛り込む

Ⅵ－１－②
新しい文化・観
光の創造・発信

・現在、歌舞伎町ルネッサンス推進協議会におい
て、歌舞伎町の再生事業を進めている。歌舞伎町
の将来ビジョンは、映画、演劇、映像、文化芸術
などの「大衆文化や娯楽の企画・生産・消費の拠
点」であり、これらを担う事業者や人材を誘致す
ることにより、風俗の街として知られる歌舞伎町
を誰もが安心して楽しめるまちへと再生するため
の取り組みを官民一体となって行っている。
・風営法の改正等を受け風俗産業の公告物には規
制が強化され、ほぼ是正された。また、一般店舗
の看板類においても警察、東京都とともに定期的
に指導を行っており改善状況が続いている。店舗
の入れ替わりも多いことから、今後も継続して指
導啓発にあたる。
・多種多様な人々が歌舞伎町を訪れるように、歌
舞伎町シネシティ広場において行われる多彩なイ
ベントを後援している。
・小区画土地の再開発の支援については、地区計
画の策定やまちづくり相談員の派遣などにより、
区として支援をしていく。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑧ 民間と行政の協働による街づくり 商業地区の賑わいと魅力の創造に対
する商工業者等の積極的な関与を促
す。具体的には、モールの利用・維
持管理組織としてのＴＭＯの活用
や、イベント等の実施に際する民間
ノウハウ・資金の活用などをはか
る。

Ⅴ－３の中では「人々が住
み、働き、学び、遊ぶ都市
のまちとして、地区計画等
のまちづくり制度を活用し
ながら、住民主導による地
区の個性を生かしたまちづ
くりを進める」として、Ⅵ
－３－②の中では「地域特
性に合わせた、個性的で魅
力ある商店街づくりを支援
し、地域のコミュニケー
ションの場、ふれあいの場
として、商店街の活性化を
図る」として趣旨を盛り込
む

Ⅴ－３
地域の個性を活
かした愛着をも
てるまち
Ⅵ－３－②
誰もが、訪れた
くなる活気と魅
力あふれる商店
街づくり

・商業地域において来街者が安心して買い物をし
たり、ゆったりと散策できる歩行空間を確保する
ための方策のひとつとして、新宿通りのモール化
の構想があるが、交通処理計画や地元の調整等、
実現に向けての課題は大きい。H１９年度以降、
調査を実施し課題の整理を行いたい。
・商業地区の賑わいと魅力の創造について、区
民、企業、地元商店街等と連携して、協働のまち
づくりを進めていくよう努めていく。
・商店街を中核とする街づくりを進めるため、ス
テップアップ事業等により、商店会の自主的な街
づくり活動を支援していく。

4 ① 地域の賑わいと顔の見える商店街づく
り

商店主自らの誇りと感性により個性
的な魅力ある店作りを進める。さら
に、地域ブランドづくりや地域との
コミュニケーション構築など、地域
に賑わいを作り出す商店街を目指
す。

「地域特性に合わせた、個
性的で魅力ある商店街づく
りを支援し、地域のコミュ
ニケーションの場、ふれあ
いの場として、商店街の活
性化を図る」という趣旨で
盛り込んでいる

Ⅵ－３－②
誰もが、訪れた
くなる活気と魅
力あふれる商店
街づくり

・個性ある魅力ある店を作りによる商店街の活性
化策として、区商連の事業である「こだわり大
賞」の支援を行っている。今後、従来の商店街支
援制度に加え、地域産業ブランドの確立などによ
り顔の見える商店街作り等検討していきたい。
・「商店街活性化・コミュニティビジネス関する
相談員制度の創設を検討する

② 顧客参加の商店会の新しい波 地域商店会活性化のために、居住者
の商店会への参加を促し、商品構成
やイベントなどを住民と一体となっ
て検討する。またその結果得られる
利益を地域の介護や環境へ還元す
る。

「地域特性に合わせた、個
性的で魅力ある商店街づく
りを支援し、地域のコミュ
ニケーションの場、ふれあ
いの場として、商店街の活
性化を図る」という趣旨で
盛り込んでいる

Ⅵ－３－②
誰もが、訪れた
くなる活気と魅
力あふれる商店
街づくり

　地域商店会を活性化し加入や参加を促進するこ
とは、各商店会や新宿区商店会連合会の自助努力
を基本とし、居住者（顧客）の参加もその中で検
討される必要がある。区としては、商店街のイベ
ントや施設整備への支援を基本とし、加入や参加
の促進等への協力も検討していきたい。

③ 残したい「戦後風俗新宿遺産」を創設
する

「戦後風俗新宿遺産」を創設し、新
宿ゴールデン街を第１回新宿遺産と
して認定し、長く残す。また神楽坂
和加菜旅館などの登録を検討する。

「地域文化発掘」と捉え、
「地域にゆかりのある文化
人や、地域に埋もれている
歴史や文化財などを掘り起
こし、保存し、伝えていく
しくみづくりを進める」と
いう趣旨で盛り込んでい
る。

Ⅵ－１－①
文化・歴史の掘
り起こし、継
承・発展・発信

・地域文化発掘事業で区民から身近な歴史・文化
の情報の提供を受けている。
・残したい風俗遺産に関する情報についても、景
観やまちなみと同じように取り上げていく。

誰もがわく
わくする末
端と先端の
あるまち
（P201）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

④ 遊歩空間としての路地文化を継承し、
路地を保全する

神楽坂などの独特の路地文化を保存
するため、官民一体となった保存構
想を早急に制定する。

「人々が住み、働き、学
び、遊ぶ都市のまちとし
て、地区計画等のまちづく
り制度を活用しながら、住
民主導による地区の個性を
生かしたまちづくりを進め
る」として趣旨を盛り込ん
でいる。

Ⅴ－３
地域の個性を活
かした愛着をも
てるまち

・街なみ環境整備事業の一環で、路地保全を検討
している地元NPOに委託し、平成16年度に路地
調査を行っており、調査に基づいて路地案内板を
作成、設置している。今後は、歴史的な街並み継
承としての路地保全と、地域の防災面の課題も視
野に入れながら地区計画で神楽坂全体のまちづく
りを検討していく。
・地域文化発掘事業で区民から身近な歴史・文化
の情報の提供を受けている。
・残したい路地文化に関する情報についても、景
観やまちなみと同じように取り上げていく。

⑤ 新しい祭の創造で、地域の連帯と一体
感の創出をはかる

伝統的な祭りに並行して、誰もが気
軽に参加できる新しい祭りをつく
り、その中で新しい地域アイデン
ティティを創出する。これらの祭り
は、従来の町内会・商店会などの垣
根を越えた新しい組織で運営する。

「新しい文化の創造・発
信」と捉え、「芸術の発展
のために、新しい、若い才
能を受け入れるための環境
整備を行う」として趣旨を
盛り込んでいる。

Ⅵ－１－②
新しい文化・観
光の創造・発信

　エイサー祭りなど参加型の新しい祭りが生まれ
てきている。このような祭りについて、後援、共
催等により支援し、新しい地域アイデンティティ
の創出につなげていく。

⑥ だれもがいきいきと活きるまちをつく
るために

一人ひとりが、できることから一歩
ずつ始めれば、やがて大きな波とな
り、「だれもがいきいきと活きるま
ち」が戻る

事業実現にあたっての、行
政・区民の心構えとして受
けとめる。

左記趣旨である
ため、計画全体
としてうけとめ
ていく

　ゴミゼロデーやポイ捨て防止、路上喫煙禁止
キャンペーンなどで広く地域住民や事業者に呼び
かけ、だれもが地域におけるまち美化推進活動に
参加しやすいよう支援していく。ポイ捨て禁止の
条例の趣旨を広く啓発していく。

5 ① 新宿超高層ビル群の魅力開発計画 駅と中央公園を結ぶ遊歩道整備、交
通量の少ない道路の多目的利用や歩
行者優先空間の創出、駅西口におけ
る歩行者優先地区の設定、超高層ビ
ル２階部分又は地下１階の「歩いて
楽しい」回遊空間づくり

「人々が住み、働き、学
び、遊ぶ都市のまちとし
て、地区計画等のまちづく
り制度を活用しながら、住
民主導による地区の個性を
生かしたまちづくりを進め
る」として趣旨を盛り込ん
でいる。

Ⅴ－３
地域の個性を活
かした愛着をも
てるまち

　高層ビルの敷地には歩道状空地が、道路部には
広幅員の歩道が整備されている。今後、道路の多
目的利用や有効利用について検討していきたい。
また、西口周辺では既に都市計画されている地下
通路やデッキがあり、順次整備を進めている。

② 西新宿エリア内での再開発プロジェク
トの推進

地元の気運を受けた公共によるサ
ポート（都市計画、再開発手法、生
活道路・地下道・駅の基盤整備
等）、西新宿３丁目地区における拠
点地区形成のための基盤整備

「人々が住み、働き、学
び、遊ぶ都市のまちとし
て、地区計画等のまちづく
り制度を活用しながら、住
民主導による地区の個性を
生かしたまちづくりを進め
る」として趣旨を盛り込ん
でいる。

Ⅴ－３
地域の個性を活
かした愛着をも
てるまち

 　西口周辺の都市計画されている都市基盤につい
ては、順次整備を行っている。
　再開発等に伴う都市基盤整備については、開発
規模等を勘案して事業者が主体となって整備して
いくよう調整していく。
　西新宿地区では、組合設立等の事業地区が３地
区、準備組合段階の地区が３地区である。地域の
特性をいかした、区民の自主的なまちづくり、合
意形成に向けて、区も支援していく。西新宿三丁
目西地区は再開発準備組合が設立され、まちづく
り基本計画案について、区と協議を進めている。

日本を代表
する魅力あ
る超高層ビ
ル群の再生
（P207）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

③ 超高層とまちなみ景観 西新宿地区における超高層ビルと中
高層ビルの配置による街並み形成、
建物デザイン・色彩（屋外広告物も
含む）の統一による良好な都市景観
の創造、西新宿地区以外の地区のマ
ンション開発における景観への配慮

「それぞれの地域に刻まれ
た歴史や文化など、変化に
富んだ地形を活かした景観
まちづくりを進める」とい
う趣旨で盛り込んでいる。

Ⅴ－１－①
地域特性に応じ
た景観誘導

・広告物については、都条例に基づき規制されて
いるが、とりわけ西新宿地区においては、より厳
しい制限を受けているところである。デザインや
色彩等の統一などについては、権利者等の合意形
成（協定、地区計画等）が不可欠であり、まちづ
くりを進める中で一定の地域ルールを定める必要
がある。
・景観ガイドライン等を作成し、超高層ビルがふ
さわしい地域や中高層建築物がふさわしい地域で
あるか等その地域の特性を見極めながら開発を誘
導していく。

④ 超高層マンションについて 超高層マンション開発の抑制（地域
の治安悪化、高い維持・管理コス
ト、都市景観の阻害、子どもの成育
環境への影響、住民の健康への悪影
響等）

「人々が住み、働き、学
び、遊ぶ都市のまちとし
て、地区計画等のまちづく
り制度を活用しながら、住
民主導による地区の個性を
生かしたまちづくりを進め
る」として趣旨を盛り込ん
でいる。

Ⅴ－３
地域の個性を活
かした愛着をも
てるまち

　超高層ビルということを理由に建築を禁止する
ことは困難であるが、その建築物が、周辺の居住
環境に十分配慮するとともに、市街地整備改善に
資する計画となるよう誘導していく。

⑤ 超高層と立地 立地ガイドラインの作成（超高層建
物の定義、建築可能な地区設定
等）、利用条件の規定による超高層
マンションに「住むことによる害」
の除去（子育てには利用しない等）

「人々が住み、働き、学
び、遊ぶ都市のまちとし
て、地区計画等のまちづく
り制度を活用しながら、住
民主導による地区の個性を
生かしたまちづくりを進め
る」として趣旨を盛り込ん
でいる。

Ⅴ－３
地域の個性を活
かした愛着をも
てるまち

　都市マスタープランにおいて、地域ごとに、低
中層型や中高層型の建築物の地域というように、
土地利用方針として定めていく。

⑥ 新宿駅ビルの超高層ビルについての提
案

周辺に開かれた低層部設計（公道、
民有地を含めた総合的に魅力ある空
間の創出）、類似施設開発（京都駅
ビル、名古屋駅ビル）を踏まえた魅
力ある空間・施設づくり、地元商店
街に悪影響を及ぼさない「駅ナカ」
商業施設の規模設定、「駅ナカ」の
自由通路移動による駅東西の分断の
解消

「人々が住み、働き、学
び、遊ぶ都市のまちとし
て、地区計画等のまちづく
り制度を活用しながら、住
民主導による地区の個性を
生かしたまちづくりを進め
る」として趣旨を盛り込ん
でいる。

Ⅴ－３
地域の個性を活
かした愛着をも
てるまち

　「駅ナカ」と組み合わせた検討は行っていない
が、東西自由通路の整備について、現在、関係者
間で具体的な整備計画を協議している。今後も引
き続き、早期整備に向けて協議を進めていく。

⑦ 超高層と公共建築の使い方 西新宿4丁目南地区における民間主
導の複合施設（公共施設と民間施
設）開発の促進

「人々が住み、働き、学
び、遊ぶ都市のまちとし
て、地区計画等のまちづく
り制度を活用しながら、住
民主導による地区の個性を
生かしたまちづくりを進め
る」として趣旨を盛り込ん
でいる。

Ⅴ－３
地域の個性を活
かした愛着をも
てるまち

　西新宿4丁目南地区については、住民と協議を重
ねるなど、地区にふさわしいまちづくりを支援し
ていく。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目） 具体的な提案内容

⑧ 管理方法の切り口についての提案 周辺住民も含め、歩いて楽しい歩行
者ネットワークと一体的な緑の配置
検討、低層部のビルの屋上緑化、区
民・行政を含めた維持管理の仕組み
づくり、超高層ビル群におけるソフ
ト面の避難安全対策の向上、高齢者
関連施設・スポーツ施設の併設

「人々が住み、働き、学
び、遊ぶ都市のまちとし
て、地区計画等のまちづく
り制度を活用しながら、住
民主導による地区の個性を
生かしたまちづくりを進め
る」として趣旨を盛り込ん
でいる。

Ⅴ－３
地域の個性を活
かした愛着をも
てるまち

・区は開発や建築行為に伴う緑化誘導を緑化計画
書制度によって実施しており、1,000㎡以上の敷
地については屋上緑化も義務化している。屋上や
壁面の緑化は、空地が限られている都市では有効
な緑化手法であり、同時にヒートアイランド現象
の緩和など都市の熱環境の改善に効果があるた
め、再開発の際には事業者等に対して、オープン
スペースや屋上の緑化を誘導していく。
・都市マスタープランでうたわれている東西自由
通路やペデストリアンデッキは現在のところ実現
していないが、今後も事業化へ向けた検討を関係
機関とともに進めていく。
・新宿駅周辺で進められている、南口の基盤整備
や国道20号線の跨線橋の架け替え、東京地下鉄
13号線の建設に併わせて、歩行者ネットワークが
形成されるよう事業者と調整していく。また、都
市計画道路（駅街路10号線）の事業化も検討して
いく。
・本地域は、「新宿区交通バリアフリー基本構
想」における重点整備地区に指定されており、今
後策定される特定事業計画に基づきバリアフリー
化が行われる。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

Ⅳ 6

具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

ひろがる、
新宿的ライ
フスタイル
（P185）

大項目 中項目 提言（小項目）

①車中心から
人間中心へ
（P213）

道路の幅員別のあり方 幹線道路（２０m以上）：①区内に
点在する公園や河川・堀・藩邸（７
つの森の復活）を街路樹で繋ぎ、区
内に緑の風を通す、②自動車・自転
車と電動車椅子・車椅子（電動）歩
行者の棲み分けをする、③安全な歩
道の管理、④駐車スペース・荷さば
き（一時停車）スペース、⑤24時
間ゴミ置き場設置、⑥タクシーの客
待ち制限、⑦電線等の地中化と低騒
音舗装、⑧トイレの設置、⑨福祉重
点地区の設定、⑩歩道を楽しく快適
に利用できる工夫とわかりやすい道
案内、⑪花壇やベンチ・ミニ屋台の
設置
補助幹線道路（１６m以上）：歩
道・自動車レーン・街路樹の設置
地区内主要道路（１６m未満）：①
歩道・自転車レーンの確保、②残り
車道が６m未満の場合の一方通行化
生活道路（８．５m未満）：①街路
樹と埋め込み型の縁石とガードレー
ルによる安全な歩道の確保、②車道
部分が６m未満の場合の一方通行化
狭小路地（６m未満）：①電線等の
地中化、②車両進入禁止又は一方通
行化、③路面の狭さく・歩道仕様に
よる進入・速度制限

道路については、Ⅳ－３の
中で「人と環境に配慮しな
がら、身近な生活の豊かさ
を支える都市基盤施設の整
備を進める」という趣旨
で、歩道等については、Ⅴ
－２－①の中で「拡幅、カ
ラー舗装化、バリアフリー
化等により安全で歩きやす
い歩道整備を進めるととも
に、みどりや景観に配慮し
た快適な歩行者空間を整備
し、誰もが歩きやすい歩行
者ネットワークづくりを進
める」という趣旨で盛り込
んでいる。

Ⅳ－３
人々の活動を支
える都市空間を
形成するまち
Ⅴ－２－①
楽しく歩ける
ネットワークづ
くり

・幹線道路（20ｍ以上）：大部分は都道となり、
都への協議要請が必要となる。なお、下記の区道
には、当該幅員に満たないものもあるが、個々の
整備内容に適合するものを記載している。
・「新宿りっぱな街路樹運動」において、平成17
年度に「津の守坂通り」を整備している。提言で
示されている「新宿通り」と「72号線」について
も順次整備を進めていく。また都道についても、
その整備を働きかけていく。
・自転車レーンの設置が検討できる区道は、幅員
の関係から「早大通り」程度となるが、現在その
予定はない。都道では、整備中の環状6号線の歩
道に自転車レーンが計画されている。
・看板の設置や商品の陳列、路上への不法投棄等
は、通行の障害となるばかりか、まちの美観を損
ねるものである。こうした道路の適正利用には、
継続して指導、啓発を続けていくことが必要であ
り、悪質な不法投棄などへの対応として監視カメ
ラの設置などについても、取り締まりの一手法と
して検討していく。
・新宿区バリアフリー基本構想に基づき、道路の
バリアフリー化を行っていく。
・パーキングメータ等路上の駐車スペースは、警
視庁が設置しているが、これに当たり区も協議を
行っていく。
・荷捌きスペースについては、平成17年度に「は
なみち通り」において、駐車対策と併せた試験施
工を警視庁で行った。平成18年度には区において
歩道拡幅を伴う本整備を行う。

 24Ｈごみ置き場設置につきましては、現在
も事業系ごみの収集は民間業者が事業者に合
わせ収集を行っている。また、行政が行う家
庭ごみの収集は、ごみの発生抑制や区民の
方々にごみ出しのルールを守っていただくこ
とを前提として行っているところで、提案の
２４時間ごみ置き場の設置についての導入は
考えていない。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目）

 
・路上駐車は警視庁の管轄であり、取り締まりに
ついて引き続き働きかけていく。
・電線等の地中化は、現在、大日本印刷通りを施
工中（大日本印刷の自費工事）である。今後は、
補助72号線を予定している。なお、国道では平成
18年度に完了予定であり、都道においても現在施
工中の都道都市計画道路（環5－1・6、放射6・
24）において整備が進められている。
・低騒音舗装は、交通量の多い路線において、舗
装の更新時に整備を行っている。今後も順次進め
ていく。また、国道、都道においても、同様の整
備方針で進めている。
・トイレの設置は各企業や店舗に協力を要請する
こととなる。案内については、トイレの設置状況
に合わせて、場所や内容を検討する。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目）

・アーケードの設置については、東京都に協議要
請することとなる。
歩道への広告スペースの設置や歩道管理者の設置
は現在のところ実績や計画はないが、道路を利用
したオープンカフェの実績もあり、各種法令とも
照らし合わせ検討の可能性はある。
・道案内は、「新宿区バリアフリー基本構想」で
もうたわれており、今後整備内容を検討してい
く。
・植栽の内容やベンチの設置については、設置後
の維持管理も含め検討していく。
・ミニ屋台とそのための電源や水道の設置につい
ては、現在のところ検討の予定はないが、オープ
ンカフェ等の実績から、その実施形態等を整理し
検討することは可能と思われる。

・補助幹線道路（幅員16ｍ以上）
　　自転車レーンの設置については幹線道路②の
とおり

・地区内主要道路（幅員16ｍ未満）
　　自転車レーンの設置については幹線道路②の
とおり
　　一方通行化については、地元や警視庁との協
議を要する。

・生活道路（幅員8.5ｍ未満）
　当該幅員の道路では歩道設置は困難であるが、
車両の流入抑制や提言にあるようなガードレール
などを用いることで安全な歩道を確保する取り組
みは、「人とくらしの道づくり」などで実施して
きており、今後も推進していく。
　一方通行化は前記のとおり

・狭小路地（幅員6ｍ未満）
　電線等の地中化は幹線道路⑦のとおり
　火災感知装置を必要とするような路地を残すこ
とについては、地元の外、警視庁や東京消防庁と
の協議を要する。
　車両の規制は地元と警視庁を入れたの協議とな
る。なお、規制にロボットボラードを使用するこ
とについては、電源等の確保や維持管理の点で検
討を要する。
　生活道路①のとおり
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目）

② 歩行者天国（車と自転車乗り
入れ禁止）

「線での解放区」として、新宿通り
を通年歩行者天国に、また、「新宿
御苑横～四ッ谷出張所」までを一方
通行化、土日歩行者天国にする。
「面での解放区」として、各地区を
４分割して、日曜日ごとに面での歩
行者天国を実施。

「拡幅、カラー舗装化、バ
リアフリー化等により安全
で歩きやすい歩道整備を進
めるとともに、みどりや景
観に配慮した快適な歩行者
空間を整備し、誰もが歩き
やすい歩行者ネットワーク
づくりを進める」という趣
旨で盛り込んでいる。

Ⅴ－２－①
楽しく歩ける
ネットワークづ
くり

ア　線での解放区
「新宿御苑横」＜（御苑通り）＞については、地
域や交通管理者の意向とともに、現在進められて
いる玉川上水計画の動向を見極め検討する。
  今後は、必要な自動車交通量に対応した車道を確
保した上で、快適な歩行空間の整備を行う。
イ　面での解放区
  地域の実情に応じ、地域コミュニティの発展に寄
与され、関係機関の理解が得られる道路空間の活
用であれば支障がないものと思われる。ただし、
自動車交通量や迂回動線等の検証、交通管理者に
よる交通規制が必要であるので、それらを含めて
課題を整理する必要がある。

ア　線での解放区
　「新宿通り」全域についての期間限定でな
い通年歩行者天国については、沿道の商業活
動や広域的な道路利用の観点から交通管理者
や地元の理解を得ることが困難であると思わ
れる。

③ 駐車場 街の中心部から外れた場所（地下鉄
や路面電車・バス停の近く）に大型
駐車場を設置し、循環バスや自転車
タクシー等と連携することで、街中
に車をなるべく入れない工夫をす
る。

「円滑な都市交通を進める
ことを目的に、交通需要の
抑制や分散を誘導するため
に、新たな交通システムの
導入の検討、自動車交通量
の抑制、自転車の利用促進
などに取り組む」という趣
旨で盛り込んでいる。

Ⅳ－３
人々の活動を支
える都市空間を
形成するまち

　新宿駅周辺においては、循環バスの導入の検討
を行っている。その中で、今後、駐車場とバスと
の連携についても可能性を探っていく予定であ
る。しかし、流入抑制等については、道路・鉄道
の整備状況等を踏まえて慎重に検討していく必要
がある。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目）

7 ① 誰にも利用しやすい鉄道 ホームと車両間の自動プレートの設
置、ベビーカーや電動車椅子でも利
用しやすいエレベーターの設置基準
やベビーカーや電動車椅子でも乗車
しやすい社内空間の整備（優先車両
の設置等）、交通渋滞を誘発する開
かずの踏切（一定時間以上開かない
踏切）については鉄道会社が責任を
持って対策を検討し、実現する。大
江戸線春日駅のような駐輪場を基準
に、鉄道利用者を充分に補えるス
ペースの駐輪場の設置義務を各駅に
設ける。

「円滑な都市交通を進める
ことを目的に、交通需要の
抑制や分散を誘導するため
に、新たな交通システムの
導入の検討、自動車交通量
の抑制、自転車の利用促進
などに取り組む」という趣
旨で盛り込んでいる。

Ⅳ－３
人々の活動を支
える都市空間を
形成するまち

　平成17年4月に新宿区交通バリアフリー基本構
想を策定した。引き続き委員会を開催し、駅舎等
のバリアフリーを推進している。また、開かずの
踏み切り対策や駅周辺の駐輪場整備についても、
鉄道事業者にその対策を働きかけていく。
鉄道事業者に対しての自転車駐車場の附置義務は
ないが、鉄道事業者の責務とし自転車駐車場設置
の協力義務がある。既存駅では、自転車駐車場を
設置するスペ－スの確保が難しいことから、現在
協力を得られている箇所は６箇所にとどまってい
る。放置自転車の大多数は鉄道利用者であること
から、新駅設置に際しては、自転車駐車場のス
ペースを確保するような義務を課すか、平成２０
年度からの「新宿区自転車等の駐車対策に関する
総合計画」策定の中で検討する。

② 路面電車（ＬＲＴ）の復活 架線のない地下集電システムのＬＲ
Ｔを復活させる。早稲田と区内の公
園を結ぶ路線を中心にＬＲＴのルー
トを検討する。採算性向上のため企
画列車の運行を実施する。

「円滑な都市交通を進める
ことを目的に、交通需要の
抑制や分散を誘導するため
に、新たな交通システムの
導入の検討、自動車交通量
の抑制、自転車の利用促進
などに取り組む」という趣
旨で盛り込んでいる。

Ⅳ－３
人々の活動を支
える都市空間を
形成するまち

　新たな路面電車の導入は、限られた道路幅員の
中で自動車交通との整合を図る必要がある。今
後、既存の路面電車の活用法等について検討して
いく。

③ 利用しやすいバス 既存バスのルートの見直しやスポー
ツ・文化施設へのアクセスを向上さ
せるコミュニティバスの導入。雨風
をしのげる待合所の設置やフリー乗
降区間や時間の設定など乗降環境の
改善。環境や需要に対し適切な車両
（エコカー、小型バス等）の使用。
料金の見直し。

「円滑な都市交通を進める
ことを目的に、交通需要の
抑制や分散を誘導するため
に、新たな交通システムの
導入の検討、自動車交通量
の抑制、自転車の利用促進
などに取り組む」という趣
旨で盛り込んでいる。

Ⅳ－３
人々の活動を支
える都市空間を
形成するまち

・交通需要マネジメントを踏まえた公共交通機関
の整備とともに、自家用自動車の乗り入れ制限な
ど、環境負荷の低減を働きかけていく。
・低公害車の導入を働きかけていく。
・平成16年度より、新宿駅周辺循環バス及び地域
バスの導入について検討を行っている。引き続
き、バス事業者や地域の方々を主体としたバス導
入について調整していく。また、バスの運行改善
や環境対策についても交通事業者と検討、調整し
ていく。

ひとにやさ
しいのりも
のネット
ワーク
（P233）
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目）

④ 自転車・電動車椅子制度 マナーや技術を学んだ上で認定する
自転車利用許可制度（更新制度）を
導入する。自転車税を導入し、自転
車登録の管理と駐輪場管理費用に充
てる。（自転車税を地域通貨とする
こともあり得る）。自宅の駐輪場証
明（車庫証明）を導入したり、条例
で駅や店舗等に駐輪場を設置するこ
とを義務づける。電動車椅子につい
ては現行の制度があいまいであるの
でこれを明確化する。（例えば、シ
ニアカーについて許可制度を導入す
る、歩道走行での速度制限や高速走
行時の自転車レーン走行の可否、シ
ニアカーの駐車空間の整備など）

「円滑な都市交通を進める
ことを目的に、交通需要の
抑制や分散を誘導するため
に、新たな交通システムの
導入の検討、自動車交通量
の抑制、自転車の利用促進
などに取り組む」という趣
旨で盛り込んでいる。

Ⅳ－３
人々の活動を支
える都市空間を
形成するまち

どのようにマナーを守って利用してもらえるかが
問題だと考えている。そのためには、啓発活動を
充実することや園児、児童の自転車教室などマ
ナーを身につけさせる施策が重要と考えている。
・自転車駐車場の設置義務については、区域、施
設を指定して行っているが、今後は自転車利用の
多様化が考えられるので、対象区域、施設の拡大
等を、平成２０年度からの「新宿区自転車等の駐
車対策に関する総合計画」策定の中で検討する。

・自転車利用許可制度を導入にするには、誰
がどのような判断で許可を出すのか又子供、
高齢者等個人差があり制度的に、自転車利用
者を差別するものになりかねない。
・自転車の所有に対する税(「法定外税」）の
導入は、次の理由により困難と考える。①周
辺自治体から流入する自転車とのバランス
（新宿区単独での実施は合理性を欠く）　②
駐輪場未利用者を含む所有者全体で経費を負
担分任することの是非（受益と負担の関係が
不明確）　③物税としてみた場合、販売価格
と税率の関係を考慮すると、他の税に比較し
て、徴税コストに見合う税収の確保はより一
層困難　　（参考：昭和33年に「自転車荷車
税」廃止）

⑤ 未利用地 小さな未利用地は有料バイクや自転
車置き場に利用

「円滑な都市交通を進める
ことを目的に、交通需要の
抑制や分散を誘導するため
に、新たな交通システムの
導入の検討、自動車交通量
の抑制、自転車の利用促進
などに取り組む」という趣
旨で盛り込んでいる。

Ⅳ－３
人々の活動を支
える都市空間を
形成するまち

　これまでも、駅周辺についての未利用地は、自
転車駐車場として活用してきた。今後も、自転車
駐車場の整備は放置自転車対策の有効な手段であ
るため、用地があれば可能な限り自転車駐車場と
して活用する。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目）

8 ① 「情報センター」は生活情報
の多角化とヒューマンネット
ワークの構築

区民生活に直結した情報を提供する
とともに、既存の各種公共施設との
ネットワークを構築することで、情
報の一元化を図る。また、コンシェ
ルジェ機能を強化し、区民の情報利
活用をサポートする。

② 「情報センター」早期実現の
ため委員会設置

行政・区民・専門家からなる委員会
を立ち上げ、区民ニーズを幅広く把
握しながら「情報センター」の立
案・構築を進める。また、行政は必
要なシステム開発を積極的に実施
し、情報センターの早期実現を目指
す。

「区民生活に直結した情報
提供」については、Ⅰ－２
－②の中では「特別出張所
の機能強化」として、Ⅱ－
４－③の中では「区民の主
体的な学習を支援する場と
して、高度で専門的な図書
館などと相互連携し、幅広
い利用者のニーズに応じた
情報を提供できるよう図書
館サービスの充実を図る」
として、それぞれ趣旨を盛
り込んでいる。

Ⅰ－２－②
地域自治推進の
ための行政組織
体制の充実
Ⅱ－４－③
区民に役立つ使
いやすい図書館
機能の充実

　区は行政情報の体系的な整備を進めるととも
に、地域と協働して地域情報を収集整理分類し、
データベース化などの仕組みとＩＴや多様な媒体
を利用した提供の仕組みを構築する。また、暮ら
しと生活情報や専門情報など民間情報を含む多様
な情報を多様な主体と互いに連携して発信し、区
民にとって真に必要な情報が速やかに得られるよ
うな環境の整備を進める。

知のネット
ワーク
（P239）

「区民生活に直結した情報
提供」については、Ⅰ－２
－②の中では「特別出張所
の機能強化」として、Ⅱ－
４－③の中では「区民の主
体的な学習を支援する場と
して、高度で専門的な図書
館などと相互連携し、幅広
い利用者のニーズに応じた
情報を提供できるよう図書
館サービスの充実を図る」
として、Ⅲ－４－③の中で
は「消費生活問題への対応
力を、関係機関・団体との
連携協働のもと強化する」
として、それぞれ趣旨を盛
り込んでいる。

Ⅰ－２－②
地域自治推進の
ための行政組織
体制の充実
Ⅱ－４－③
区民に役立つ使
いやすい図書館
機能の充実
Ⅲ－４－③
消費者が安心し
て豊かに暮らせ
るまちづくり

・区は行政情報の体系的な整備を進めるととも
に、地域と協働して地域情報を収集整理分類し、
データベース化などの仕組みとＩＴや多様な媒体
を利用した提供の仕組みを構築する。また、暮ら
しと生活情報や専門情報など民間情報を含む多様
な情報を多様な主体と互いに連携して発信し、区
民にとって真に必要な情報が速やかに得られるよ
うな環境の整備を進める。
・中央図書館の情報センターとしての機能を強化
するとともに、今後のあり方について抜本的な検
討を行っていく。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目）

③ 図書館・情報センターに求め
られているもの（P241）

図書館の重要性が見直され、文化・
楽しみの発信基地としての役割が期
待される。その結果、図書館運営や
職員には、資料選択・保管や来館者
ニーズの把握、コンシェルジェの実
施など多様な知識と経験・能力が求
められる。

「区民の主体的な学習を支
援する場として、高度で専
門的な図書館などと相互連
携し、幅広い利用者のニー
ズに応じた情報を提供でき
るよう図書館サービスの充
実を図る」として、それぞ
れ趣旨を盛り込んでいる。

Ⅱ－４－③
区民に役立つ使
いやすい図書館
機能の充実

　図書館の果たす役割として、信頼の置ける資料
の選択や保管など次世代に継承すべき責任も担っ
ており、広範な知識と経験を兼ね備えたレファレ
ンス能力の高い図書館職員を養成していく。

④ 誰もが利用しやすい図書館で
あり、情報センターであるこ
と（P241）

子供や高齢者など多くの人が気軽に
訪れることができるよう、図書館を
適切に配置する。そうして配置され
た図書館は、本来の図書館機能に加
えて、情報センターとしての機能を
充実し、地域の人の交流と集会の場
所として機能させる。

「区民の主体的な学習を支
援する場として、高度で専
門的な図書館などと相互連
携し、幅広い利用者のニー
ズに応じた情報を提供でき
るよう図書館サービスの充
実を図る」として、それぞ
れ趣旨を盛り込んでいる。

Ⅱ－４－③
区民に役立つ使
いやすい図書館
機能の充実

　図書館の空白地域の解消については、情報拠点
としての他施設の活用を考えるとともに、今後老
朽化した館の建替えの際にも考慮していく。ま
た、情報センターとしての利用に加えて面白く魅
力的で感動的な本や絵本も、本来の図書館機能と
して充実していく。さらに、人と出会い、情報を
共有するしくみも検討する。

⑤ 安心な信頼のおける情報ツー
ルとトラブル解決システム

安全な消費生活を営むために、既存
の新宿消費生活センターを中心に、
行政と消費者団体の協働によるイベ
ントの実施や情報の収集・提供の仕
組みを構築する。

「消費生活問題への対応力
を、関係機関・団体との連
携協働のもと強化する」と
いう趣旨で盛り込んでい
る。

Ⅲ－４－③
消費者が安心し
て豊かに暮らせ
るまちづくり

　区は行政情報の体系的な整備を進めるととも
に、地域と協働して地域情報を収集整理分類し、
データベース化などの仕組みとＩＴや多様な媒体
を利用した提供の仕組みを構築する。また、暮ら
しと生活情報や専門情報など民間情報を含む多様
な情報を多様な主体と互いに連携して発信し、区
民にとって真に必要な情報が速やかに得られるよ
うな環境の整備を進める。
　消費生活センターでは、消費者団体等が日頃の
学習や活動の成果を発表する場として消費生活展
を関係機関・団体と協働して毎年開催している。
また、消費生活情報については、情報誌、リーフ
レット、ビデオの貸出やインターネットにより提
供し区民との情報共有を図っている。更に17年度
から悪質商法防止を目的に、関係機関団体とネッ
トワークを構築し、被害の未然防止や早期発見、
救済できるようネットワークの整備を進めてい
る。
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【骨子案資料】　区民会議提言と骨子案との対応関係整理リスト
■Ⅳ　ひろがる、新宿的ライフスタイル

対応状況等 法令等により困難な事項

具体的な提案内容 骨子案における対応状況
新計画体系案で
の対応箇所

参　　　考
　　　　　　　　　　　　　　　　　　区の受け止め方

　　財源は考慮せず、提言の趣旨についての現時点での区の受け止め方を記したもの。
　　個別具体の提言事項については、審議会答申の後に区が行う、実施計画策定又は
　　予算要求の段階で、具体的に検討する。

大項目 中項目 提言（小項目）

⑥ 新宿区立産業会館（ＢＩＺ）
を観光、ビジネス支援、商店
会、産業界の拠点として再構
築

消費者、在勤者、行政、関係団体、
学識経験者等からなる活性化会議を
設置し、産業活性化のための検討を
行ったり、商工関連の情報収集・発
信を担当させるなど、新宿区立産業
会館の役割を再構築する。

Ⅵ章の計画を事業を展開し
ていく段階で、「産業会
館」の役割を表していく。

Ⅵ
多様なライフス
タイルが交流
し、「新宿らし
さ」を創造して
いくまち

　現在、産業会館は中小企業の経営改革を支援す
るとともに、創業及び新産業の創出を促し、もっ
て新宿区内の産業の活性化を図る拠点として商工
観光課が運営している。今後、産業実態調査を踏
まえ「産業振興戦略プラン」を見直すために、新
たな産業振興施策策定のための会議体を立ち上げ
る中で、産業活性化策等の検討を行い、産業会館
の役割の再構築等も考えていきたい。

⑦ 区民がつくる「区民の、区民
による、区民のためのメディ
ア」を設立します。

区民自らが真に必要な情報を発信し
続ける「区民メディア」を育て上げ
るとともに、区民メディアを支える
人材を育成する「区民メディア大
学」を創設する。

情報作成、情報伝達に踏み
込んだ、区民の立場からの
情報改革という趣旨を盛り
込む

Ⅰ－１－③
参画と協働のた
めの情報提供の
充実

　区は行政情報の体系的な整備を進めるととも
に、地域と協働して地域情報を収集整理分類し、
データベース化などの仕組みとＩＴや多様な媒体
を利用した提供の仕組みを構築する。また、暮ら
しと生活情報や専門情報など民間情報を含む多様
な情報を多様な主体と互いに連携して発信し、区
民にとって真に必要な情報が速やかに得られるよ
うな環境の整備を進める。
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